
 

平成 31年度 水産基盤整備調査委託事業 

「漁港漁場施設の長寿命化対策検討調査」事業報告書 

 

 

１．漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討  

１－１ センシング技術等を活用した漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討  

１－２ 人工知能（AI）を活用した老朽化診断手法の検討 

２．構造物の振動特性等に着目した漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討 

３．荷さばき所等の予防保全対策の検討 

４．漁港施設等の情報の電子化及び点検の効率化の検討  

４－１ 漁港施設点検システム及び維持管理情報プラットフォームの運用の検討  

４－２ 漁港施設等の効率的な点検手法の検討 

５．漁港施設の長寿命化対策費用等の検討  

４－１ 長寿命化対策費用の推計  

４－２ 長寿命化対策事例集の作成 
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ａ．課題名 

漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討のうち  

「センシング技術等を活用した漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討」  
 
ｂ．実施機関及び担当者 

［国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所］ 
三上信雄 

 
［一般社団法人 水産土木建設技術センター］ 

松本 力 
完山 暢 
古殿太郎 
坂本葉月 
川瀬翔馬 

 
ｃ．ねらい 

漁港施設の点検は調査員による目視が主体のため、評価のばらつきや時間と労力

を要する。特に水中部においては潜水目視となり労力や危険の増加、かつ潜水士不

足や高齢化への対応等、課題が多い。 
そこで、潜水目視の代替、軽減策となるセンシング技術と従来手法の点検結果を比

較することで、水中部の点検・診断技術の高度化や効率化を志向し、現地検証調査に

より、その有効性や課題、活用方法の検討をするとともに、検討結果を取りまとめた

手引き（案）を作成する。 
これまで H29 年度に陸上・海上部の点検手法として UAV を活用した手法を検討

し手引き（案）が作成された。 
本調査は、H30 年度に水中部センシング技術として一般的に普及が進んでいるナ

ローマルチビームソナー（以下マルチビーム）を活用した点検手法の検討を行い、防

波堤や係船岸等の判断基準への適用性を確認し、水中部点検調査におけるスクリー

ニングとしての活用方法の提案をまとめた。その結果、老朽化度判定では a 判定に

ついてほぼ適用可能であるが、b、c 判定については条件付きなど判定可能な項目も

あったが、判定困難な項目も散見された。また、コンクリート構造の施設を主体とし

た調査であったため、鋼構造の腐食（開孔）状況など鋼構造施設への適用性について

検証等の課題も残った。 
H31 年度は、潜水目視の代替範囲の拡大を目指し、マルチビームから得られる点

検結果より、さらに詳細に漁港施設の水中部の劣化状況等を点検するセンシング技

術として、周波数が高く詳細な点群データを取得可能な水中 3D スキャナーについ

て検討し、鋼構造形式の施設について老朽化度対象を追加し、点検に活用する際の

手順、調査方法、留意点等をまとめた点検の手引き（案）の作成を目的とする。 
  



 

2 
 

ｄ．方法 

１．漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討 

１－１．センシング技術を活用した点検手法の検討 

漁港施設の調査は、調査員の目視により点検・診断が行われている。しかし、調

査員による点検・調査においては、胸壁工・消波工の上部といった転倒・落水の危

険を伴う点検箇所、ゴミや植生に加え雨や雪等による変状の見落とし、調査員によ

る老朽化度判定のバラつきが課題としてあげられる。こうした課題に加えて、漁港

を管理する地方自治体の財政難、技術者不足を考慮すると、より効率的で安定した

点検手法が求められる。 
そこで、ひび割れや欠損、段差等の施設変状をセンサー等で計測・判別できるセ

ンシング技術を活用した点検手法について検討する必要がある。特に水中部におけ

る従来手法（潜水目視調査）の点検精度・コスト・安全性等について課題を整理す

る。さらに適用可能と考えられるセンシング技術について有効性や課題を明らかに

し、潜水目視調査の代替・軽減案を提案するとともに、「センシング技術を活用した

漁港施設の点検の手引き（案）」を作成し活用の促進を図るものである。図 d-1-1-1

にこれまでのセンシング技術検討の流れを示した。 
 

 

図 d-1-1-1 センシング技術検討の流れ 

  



 

3 
 

（１）センシング技術の選定 

漁港施設の点検診断に適用可能なセンシング技術を整理検討する。検討の結果、

適なセンシング技術を選定し、従来手法の課題とセンシング技術活用による対応

策および想定される問題点について抽出・整理する。 
 

（２）水中 3D スキャナー活用の適用性検討 
適用性検討にあたっては、求められる点検精度や機器仕様等、適用基準を整理し

検討対象とする漁港について機能保全計画書等を参考に選定する。 
まず選定漁港にて供試体による精度検証を行い水中 3D スキャナーの基本的な計

測性能の適用限界を確認する。次いで実構造物による現地試験を行い、施設別、調

査項目別に評価基準に対する精度検証を行う。 
 

（３）水中 3D スキャナー活用による有効性と課題の整理 
適用性の検討で明らかにされた水中 3D スキャナーの点検精度や適用範囲等につ

いて、その有効性と課題を整理する。また、従来手法との比較による経済性につい

ても検討・整理する。 
 

（４）水中 3D スキャナー活用による点検手法の提案 
得られた結果を取りまとめ、「点検手法の提案」を行うとともに、測定回数や船速、

測線位置等、定量的な数値基準を示す「センシング技術を活用した手引き（案）」を 
作成する。 
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ｅ．結果及び考察 

１．センシング技術の選定 

１－１．センシング技術の概要 

センシング技術とは、音波やレーザーを使ったセンサーなどを使用してさまざま

な情報を計測・数値化する技術の総称である。温度や音量、明るさ、衝撃の強さと

いった要素を定量的データとして収集し、応用する技術全般が含まれる。このう

ち、対象を遠隔操作によって感知して計測する技術をリモートセンシングと言い、

人口衛星を利用して計測を行う気象情報などの航空・宇宙分野やロボット工学の分

野など、様々な分野において活用が進んでいる。 
 

１－２．センシング技術の整理検討および選定 

平成 29 年度は、UAV 活用した陸上部の点検手法が検討されている。 
平成 30 年度は、水中部のセンシング技術に着目し、マルチビームを活用した点検

手法の検討を行い、防波堤や係船岸等の判定基準への適用性を確認し、水中部点検

調査におけるスクリーニングとしての活用方法の提案をまとめた。ただし、老朽化

度判定では a 判定についてほぼ適用可能であるが、b、c 判定については条件付きな

ど困難な損傷も散見された。また、鋼構造の腐食（開孔）状況については、コンクリ

ート構造の施設を主体とした調査であったため、鋼構造施設への適用性の検討につ

いて検証等の課題も残った。 
よって、平成 31 年度は表 e-1-2-1 と表 e-1-2-2 に示した、漁港施設の点検診断に

適用可能な水中部のセンシング技術の中で、マルチビームから得られた点検結果よ

り、さらに詳細に漁港施設の水中部の劣化状況等を点検するセンシング技術として、

周波数が高く詳細な点群データを取得可能な水中 3D スキャナーを選定した（以下、

センシング技術を「水中 3D スキャナー」とする。）。 
 

表 e-1-2-1 水中 3D スキャナー、マルチビーム、潜水調査の計測条件 

 

 
 
 

  

計測条件
作業環境

濁水 水面付近
水深15m

以深
流速

1m/sec
網羅的

広域調査
災害時被災
状況調査

局所的
詳細調査

水中3D
スキャナー

○ ○ × ○ ○ ○ ×

マルチビーム ○ × ○ 〇 ○ ○ ×

潜水調査 × ○
△

（20ｍまで）
× × × 〇
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１－３．点検診断における現状課題と水中 3D スキャナーにおける対応策と問題点 

漁港施設の点検診断のうち、水中部の点検診断の現状は潜水士による目視調査に

より実施されている。従来手法による現状課題と水中 3D スキャナー、マルチビー

ム活用による対応策を表 e-1-3-1 に、潜水調査と水中 3D スキャナー、マルチビー

ムとの相違点を表 e-1-3-2 に示す。 
 

表 e-1-3-1 水中部の点検・診断における現状課題と 

水中 3D スキャナー、マルチビームによる対応策 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽔中3Dスキャナー活⽤による対応策 マルチビーム活⽤による対応策

・⽬視困難な海象条件（濁り、波浪）
・⾳波を使⽤することで濁りに
 影響されない点検・診断が可能

・⾳波を使⽤することで濁りに
 影響されない点検・診断が可能

・局所的な変状の把握は可能
・⼤規模な変状全体を俯瞰することが困難
・連続的・空間的な変状把握が困難

・マルチビームより詳細に構造物の
 変状把握が可能
・⽔⾯付近のデータを取得可能

・⽔深の3倍以上のビーム幅で広域の
 変状把握が可能（海底部）

点検記録の
    有効活⽤

・⼨法計測によるスケッチは、潜⽔⼠の
 技量に左右

・客観的な3次元データとして、
 設計・施⼯に活⽤可能
・災害発⽣時の初期データとして、
 有効利⽤可能

・客観的な3次元データとして、
 設計・施⼯に活⽤可能
・災害発⽣時の初期データとして、
 有効利⽤可能

・⽔中の厳しい作業条件
  （潜⽔事故・潜⽔病）

・潜⽔作業を伴わない海上作業により
 危険作業を低減

・潜⽔作業を伴わない海上作業により
 危険作業を低減

・少⼦⾼齢化による潜⽔⼠の減少
 歩掛6名体制
 （技師捕1・助⼿1・潜⽔⼠2・
        連絡員1・送気員1）

・省⼈化が可能
 歩掛3名体制（技師捕1・助⼿2）

・省⼈化が可能
 歩掛3名体制（技師捕1・助⼿2）

⽣産性向上・
   点検費⽤

・潜⽔⼠⽬視調査の作業効率が低い
 潜⽔調査1,200㎡/⽇

・作業効率 100,000㎡/⽇（計測⾯積）
・⽔中3Dスキャナーによるスクリー
   ニングを実施し、潜⽔調査費⽤を低減
・マルチビームより安価に計測

・作業効率 100,000㎡/⽇（計測⾯積）
・マルチビームによるスクリーニング
   を実施し、潜⽔調査費⽤を低減

⽔中部の点検・診断における
現状（潜⽔調査）と課題

点検精度

安全性・作業環境
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表 e-1-3-2 潜水調査と水中 3D スキャナー、マルチビームとの相違点 

 

 

  

潜⽔調査

⽔中
3Dスキャナー

マルチビーム

・⽬視範囲が点的（スポット）で対象施設全体を俯瞰すると、点検精度が不均⼀
・陸上⽬視と⽐較し、均⼀的かつ定量的な把握が困難
・⾯的（２次元的）、空間的（３次元的）な評価ができないため、定量的なモニタ
 リングや災害前後の⽐較等への活⽤は困難
・局所的な点検に適し、補修設計等に必要な⼨法計測が可能
・⼩さなひび割れ、鋼材発錆、変⾊の有無および変状の把握が可能

・⾯的（２次元的）、空間的（３次元的）な変状を把握可能であり、
 対象施設全体を均⼀な精度で点検可能
・時系列的な変化を定量的に評価ができるため、⽼朽化の進⾏や災害時の
 被災状況等（変化量）を定量的に把握可能、モニタリングへの活⽤に優れている
・ひび割れ、鋼材発錆、変⾊の有無は判別困難
・10cm以上の変状、5cm以上の隙間・へこみを計測可能
・⽔⾯付近〜⽔深15mまでの⽔中構造物・⽔底の計測が可能
・⾯的（２次元的）・空間的（３次元的）な変状を把握可能であり、
 対象施設全体を均⼀な精度で点検可能
・時系列的な変化を定量的に評価ができるため、⽼朽化の進⾏や災害時の
 被災状況等（変化量）を定量的に把握可能、モニタリングへの活⽤に優れている
・ひび割れ、鋼材発錆、変⾊の有無は判別困難
・50cm以上の変状を計測可能
・⽔⾯付近は計測困難、⽔深15m以深の⽔中構造物・⽔底の計測が可能
・浅部は調査船の航⾏が困難なため計測困難
・⾳波は下⽅向しか発信できないため、⽔⾯付近は計測困難

【潜⽔⼠調査と⽔中3Dスキャナー、マルチビーム（センシング技術）との相違点】
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２．水中 3D スキャナー活用の適用性検討 

適用性検討にあたっては、求められる点検精度や機器仕様等、適用基準を整理し

検討対象とする漁港について機能保全計画書等を参考に選定する。 
 

２－１．適用基準 

（１）水中 3D スキャナー活用に求められる点検精度 

水中 3D スキャナー活用に求められる点検精度は、従来手法で行っている「水産

基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン（平成 27 年 5 月改訂）」巻

末資料２に示された「潜水目視調査に係る老朽化度の判定基準（参考）」（表 e-2-

1-1）を指標として検討した。水中 3D スキャナーによる点検結果をもとに各項目

の判定可否について検討した。なお、水中 3D スキャナーは、横向きに音波を発信

することで水面付近や浅所の計測は可能だが、機器性能により音波の届きにくい水

深 15m 以深の計測には適用困難である。 

 

表 e-2-1-1 潜水目視調査に係る老朽化度の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設 調査方法

a

d

a

c

d

a

b

c

d

幅1cm未満のひび割れがある。

老朽化なし。

被覆工 移動、散乱
潜水調査
・被覆工等の移動・散乱

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の散乱がある。

---

老朽化なし。

c
一方向に幅3mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

老朽化なし。

コンクリートの劣
化、損傷
(無筋の場合)

潜水調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・老朽化の兆候

性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。

b
幅1㎝以上のひび割れがある。

小規模な欠損がある。

調査項目 老朽化度の判断基準

重力式
防波堤

(消波堤)

本体工
(側壁、スリッ
ト部)

コンクリートの劣
化、損傷
(RCの場合)

潜水調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋露出
・老朽化の兆候

中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

対象施設 調査方法

c

d

a

b

c

d

a

d

a

b

c

d

a

b

c

d

被覆工 移動、散乱
潜水調査
・被覆工等の移動・散乱

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の移動、散乱がある。

---

老朽化なし。

老朽化なし。

電気防食工
潜水調査
・状況の確認（全数）

陽極の欠落又は全消耗。

陽極取付の不具合。

---

欠落等の異状なし。

欠陥面積率0.03%未満

有機被覆、
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被
覆、ﾓﾙﾀﾙ被
覆、金属被
覆の場合

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

鋼材が露出し、錆が発生している。

b

被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じて
いる。

保護カバー等に欠損がある。

c

被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が
ある。

保護カバー等に損傷がある。

L.W.L付近に孔食がある。

全体的に発錆がある。

部分的に発錆がある。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

被覆防
食工

塗装の場合
潜水調査
・欠陥面積率

欠陥面積率10%以上

欠陥面積率0.3%以上10%未満

欠陥面積率0.03%以上0.3%未満

調査項目 老朽化度の判断基準

矢板
または
杭式

防波堤
(消波堤)

矢板・杭

鋼材の腐食、亀裂、
損傷（防食工を施し
ている場合）

潜水調査
・穴あきの有無
・水面下の鋼材の腐食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

a
腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

開孔箇所から裏理材が流出している兆候がある。

b
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（２）使用機器の仕様 

本調査では、求められる点検精度を確保可能な性能かつ、現在普及が進み、測量

や点検調査での使用実績の多い機器を使用して検証を行うこととした。使用機器の

仕様及び構成を表 e-2-1-2 に示す。 
 

表 e-2-1-2 使用機器の仕様 

機器名 型式 仕様 数

量 

目的・機能 

水中 3D 

スキャナー 

Teledyne 社製 

BV5000 

 

ソナーヘッドと 

パンチルト機能を 

持つ雲台から構成 

（図 e-2-1-1 

参照） 

発振周波数：1.35MHz 

視野角：42°×1°(扇

状) 

最大計測距離：27m 

最適計測距離：1～10m 

発振間隔：最大 40Hz 

ビーム数：256 

ビーム幅：1°×1° 

ビーム間隔：0.18° 

時間分解能：1.5cm 

1

台 
音響計測 

GNSS 

高精度 

慣性航法装置 

(高精度慣性 

航法装置) 

 

 

 

 

 

Applanix 社製 

POS/MV 

WaveMaster 

センサー仕様： 

慣性 6 軸センサー 

精度：ロール、ピッチ： 

＜0.02°rms 

方位角：0.03°rms 

ヒーブ：2cm or 2% 

出力間隔：最大 200Hz 

 

※電子基準点を利用 

した後処理補正が可能

（図 e-2-1-2 参照） 

 

1

台 

海上測位、 

船体動揺、方位計

測 

 

【特徴】 

・経年変化把握 

（設計図面への活

用等） 

・衛星データの 

取得が困難な 

箇所に対応 

（橋脚等） 

GNSS 

慣性航法装置

（慣性航法装置） 

 

SBG SYSTEMS 社

製 

Ekinox-2U 

 

 

 

 

センサー仕様： 

慣性 6 軸センサー 

精度：ロール、ピッチ： 

0.05°rms 

方位角：0.1°rms 

ヒーブ：5cm or 5% 

出力間隔：最大 200Hz 

海上測位、 

船体動揺、方位計

測 

 

【特徴】 

・POS より安価 

・小型で防水性高い 

（ゴムボート等での 

使用可能） 

収録処理 

ソフトウェア 

Teledyne 社製 

PDS 

 1

台 

データ収録、測量船

誘導、データ処理 



 

10 
 

 

 

図 e-2-1-1 水中 3D スキャナーのパン・チルト 

 

 

 
図 e-2-1-2 電子基準点を利用した後処理補正 

 

 

 

 

 

  

チルト（上下方向） パン（左右方向） 

180
° 
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（３）モデル漁港の選定 

水中 3D スキャナーを活用した点検手法を検討するにあたり、機能保全計画書等

を参考に、下記の条件からモデル漁港を絞り込んだ。近年に行われた簡易調査（重

点項目）による老朽化度の判定結果や変状図などの詳細資料があり、平成 30 年度

にマルチビームで点検実績のある、神奈川県三崎漁港（特定第 3 種）（図 e-2-1-3）

を選定した。 
 

①機能保全計画策定から長時間経過しておらず、計画策定時から老朽化の進行して

いる可能性が低い。 

②対象施設において機能保全計画策定後に機能保全工事が実施されていない（計画

策定時の状態に近い）。 

 

都道府県名 神奈川県 漁港管理者名 神奈川県 所管名 本土 

所在地 神奈川県三浦市 

位置図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 e-2-1-3  三崎漁港の位置図 

  

三浦市

横須賀市

葉山町

逗子市

鎌倉市

横浜市

茅ヶ崎市
平塚市

大磯町

藤沢市

二宮町

小田原市

真鶴町
湯河原町

三崎
毘沙門

間口

金田

北下浦(上宮田)

長井

柴

初声

佐島

金沢

秋谷

北下浦(長沢)

片瀬茅ヶ崎
平塚

湘南港

腰越

小坪

葉山港

真名瀬

久留和

大磯港
二宮

小田原

石橋

米神

岩

真鶴港

江之浦

福浦（吉浜地区）
福浦

横浜港(重要)

横須賀港

川崎港(重要)

特定第三種 三崎漁港  
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水中 3D スキャナーは横向きに音波を発信し、垂直護岸を水面付近まで計測でき

る。三崎漁港は水面付近に顕著な損傷がないため、矢板構造施設において、開孔や

発錆等の変状を有する新潟県新川漁港（図 e-2-1-4）もモデル漁港として選定し

た。 
 

 

図 e-2-1-4 新川漁港の位置図 

  

調査範囲：延長約 120m 

北端：N37.869°、E138.921° 

南端：N37.868°、E138.921° 

新川漁港けい船岸壁

（供試体計測） 
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２－２．供試体による計測性能検証 

（１）計測性能検証の方法 

平成 30 年度のマルチビーム現地試験では、模擬的な供試体を作成し、三崎漁港

の二町谷係船岸壁前面に設置し検証調査を行い、20cm までの形状把握可能精度を

確認した。 
本調査でも同様に水中 3D スキャナーの基本的な計測性能を確認することを目的

として、昨年度と同様に供試体を計測した。供試体は昨年度マルチビームで形状把

握可能であった 20cm の凹凸と、より小さな 10cm、5cm の凹凸とし、新川漁港の

係船岸壁前面に設置して検証・計測した。 
 
 

①方法 

・係船場所にて調査船に水中 3D スキャナー測深システムを艤装し、作動状況、

と GNSS 受信状況が良好であることを確認した。 
・供試体を垂直護岸前面に垂下・設置し、岸壁と平行に航行して約 5m の距離か

ら計測した（図 e-2-2-1）。 
・測量船の船速は、実際の漁港施設の計測を想定して 2～3 ノットとし、各供試

体を 3 回計測した。 
・供試体計測前後に水温・塩分を鉛直測定し、音速度を補正した。  

 

 

図 e-2-2-1 検証方法イメージ  
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②供試体 

木材を加工し凹凸部（20cm×20cm、10cm×10cm、5 cm×5 cm）のある供試体を

作成し、岸壁に設置した（図 e-2-2-2）。 
 

 

     

 

      

図 e-2-2-2 供試体（凸部および凹部） 

 

  

凸 5cm×5cm 凸 10cm×10cm 凸 20cm×20cm 

凹 5cm×20cm 凹 10cm×20cm 凹 20cm×20cm 
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③整理・解析 

取得した水中 3D スキャナーの生データは、下図に示すフロー（図 e-2-2-3）に従って解

析を行い、3 次元点群データを作成した。なお、解析処理は、Teledyne 社製マルチビーム

処理ソフトウェア（PDS）を用いた。 

解析した 3 次元点群データを用いて対象施設（防波堤・矢板式岸壁）の状況が判読でき

る鳥瞰図を作成し、既存の調査結果も参考にして地形および構造物の変状を確認した。 

 

 

図 e-2-2-3 水中 3D スキャナー解析フロー 
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1) 各種補正処理 

 

A) 潮位補正 

海域で計測する際は、潮位変化の影響を大きく受ける。そのため、現地計測時に水

位計を設置して計測中の潮位測定を行うか、計測地点付近の検潮所のデータを取得し

て潮位データを作成する。作成した潮位データは、ソフト上で計測データに反映させる。 

本調査では、国土地理院のホームページ上で公開されている油壷および新潟西港の

10 分毎の潮位データを用いて潮位ファイル作成し、PDS で計測データに反映させた。

PDS での潮位処理状況を図 e-2-2-4 に示す。 

 

 

図 e-2-2-4 処理ソフト（PDS）での潮位補正処理の表示例 

 

B) 音速度補正 

音速は、水温・塩分で変化するため、現地計測時に随時水温・塩分を鉛直測定した。測

定した水温・塩分から音速度の鉛直分布を算出して音速度ファイルを作成し、PDS で計測デ

ータに反映させた。PDS での音速度補正状況を図 e-2-2-5 に示す。 
 

 

図 e-2-2-5 処理ソフト（PDS）での音速度補正処理の表示例 
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C) 動揺方位補正 

 

水中 3D スキャナーの移動計測時は、作業船の前後・左右の揺れ（ロール・ピッチ・ヨ

ー）と上下移動量（ヒーブ）の影響を大きく受ける。これらの動揺は、計測中に水中 3D ス

キャナーに同期させている慣性航法装置で誤差（バイアス値）として収録し、PDS で計測

データに反映させる必要がある。動揺補正をすることで点群データのゆがみを補正し、複

数回計測したデータを違和感なく合成することができる。 

バイアス値の種類を図 e-2-2-6 に PDS での動揺方位補正状況を図 e-2-2-7 に示

す。 

 

【バイアス値】 

ロール（Roll） ：船の進行方向に対して横方向の取り付け角度 

ピッチ（Pitch）：船の進行方向の取り付け角度 

ヨー（Yaw）  ：船の進行方向に対するソナーヘッドの向き 

 

図 e-2-2-6 バイアス値の種類 

（国土交通省港湾局「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）」より転載） 

 

 

 

図 e-2-2-7 処理ソフト（PDS）での動揺方位補正 
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2) エラーデータ除去処理 

1)で補正したデータについて、水面の水泡や魚影などのエラーデータの除去処理を行っ

た。PDS でのエラーデータ除去処理状況を図 e-2-2-8 に示す。 

 

 

図 e-2-2-8 処理ソフト（PDS）でのエラーデータ除去 
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3) 音波送受信部（ソナーヘッド）の取り付け角度補正 

移動計測時、水中 3D スキャナーは、水面に対してできるだけ水平・垂直に艤装することを

基本とするが、船の形状や固定ワイヤーの張り具合等により、必ず取り付け角度に誤差（バイア

ス値）が発生する。このバイアス値を補正するため、補正データの計測（パッチテスト）を行う。 

パッチテストは、補正するバイアス値によって平行測線、往復測線を設けて同一の水中構造

物や水底地形を計測し、各計測のずれからトランスデューサーの左右に揺れる角度（ロール

角）、上下に揺れる角度（ピッチ角）、左右に振れる角度（ヨー角）を決定して、取付角度を補正

する。 

パッチテストの計測条件について図 e-2-2-9 に示す。 

パッチテストは、計測中艤装状況に変化がないことが前提であり、変化があった場合は必ず

再計測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイアス値 条件 計測⽅法 

ロール 斜度が 1％未満 同じ測線を同じ速度で往復 

ピッチ 斜度が 5％以上 同じ測線を同じ速度で往復 

ヨー 斜度が 5％以上 平⾏な測線を同じ速度で同じ⽅向に 1 本ずつ 

図 e-2-2-9 パッチテストの計測条件 
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（国土交通省港湾局「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）」より転載） 

 

取付角度は、パッチテストの計測データを PDS で表示し、断面のずれを目視で重ね合わせ

ることにより補正する。パッチテスト処理状況を図 e-2-2-10 に示す。 

 

 

図 e-2-2-10 処理ソフト（PDS）でのパッチテスト処理 
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②供試体による精度検証結果 
供試体の計測結果を図 e-2-2-11、図 e-2-2-12 に示す。 

マルチビームは、昨年度の供試体計測でブロック等の形状が直線的なものは 20ｃｍ程

度の凹凸を計測可能であったが、10cm 程度の凹凸は計測できなかった。水中 3D スキャ

ナーは 20cm と 10cm の凹凸と 5cm の凹部は概形と幅・奥行きを計測することが可能であ

ったが、5cm の凸部は計測できなかった。5cm の隙間やへこみは音波の“抜け”として計測

できるが、凸形状は何らかの要因で反射波が散乱している可能性が想定される。 

供試体は、水中 3D スキャナー、マルチビームとも最も点群密度が高く取得できる設定

で計測した。水中 3D スキャナーの点群密度は 45 点/100cm2、マルチビームは 26/100cm2

となり、水中 3D スキャナーの密度はマルチビームの約 2 倍であった（図 e-2-2-13）。 

 

凸

型

供

試

体 
   

 凸 5cm×5cm 凸 10cm×10cm 凸 20cm×20cm 

平
面
図 

   

側
面
図 

  

 

図 e-2-2-11 凸型供試体の計測結果（水中 3D スキャナー） 

  

進行方向 進行方向 進行方向 
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凹

型

供

試

体 

 凹 5cm×5cm 凹 10cm×10cm 凹 20cm×20cm 

平
面
図 

側
面
図 

 

図 e-2-2-12 凹型供試体の計測結果（水中 3D スキャナー） 

 

 

   
図 e-2-2-13 水中 3D スキャナーとマルチビームの最大点群密度 

 

 

 

 

 

 

進行方向 進行方向 進行方向 
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参考：マルチビームでの供試体計測結果 

 

凸

型

供

試

体 

   

 凸 10cm×10cm 凸 20cm×20cm 凸 30cm×30cm 

平
面
図 

   

側
面
図 

 
  

凸型供試体を用いた精度試験結果①（マルチビーム） 
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凸

型

供

試

体 

  

 凸 40cm×40cm 凸 50cm×50cm 

平
面
図 

  

側
面
図 

  

凸型供試体を用いた精度試験結果②（マルチビーム） 
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凹

型

供

試

体 

   

 凹 10cm×20cm 凹 20cm×20cm 凹 30cm×20cm 

平
面
図 

  

側
面
図 

 

凹型供試体を用いた精度試験結果（マルチビーム） 
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③水中 3D スキャナーの精度検証結果まとめ 
水中 3D スキャナーおよび昨年度のマルチビームの精度検証結果は以下のとおりで

ある。 
【水中 3D スキャナー】 

・20cm と 10cm の凸・凹型供試体は明瞭に判別することができた。 
・5cm の凸型供試体は判別できなかったが、5cm の凹型供試体は隙間があること

が確認された。 
【マルチビーム】 

・凸部の 50cm、40cm、30cm、20cm、凹部の 30cm、20cm 幅の供試体は明瞭に

判別することができた。 
・凸部の 10cm 幅の供試体は判別できなかったが、同じサイズの凹部は隙間があ

ることが確認された。 
 

上記の結果を踏まえ、供試体による計測結果より水中 3D スキャナーとマルチビー

ムの精度検証結果について表 e-2-2-1 に示す。 
以上から、水中 3D スキャナーで計測する場合は、10cm 程度の変状（凸部・凹部）、

マルチビームで計測する場合は 20cm 程度の変状（凸部・凹部）が適用限界と考えら

れる。 
 

表 e-2-2-1 水中 3D スキャナーおよびマルチビームの精度検証結果 

供試体 水中 3D スキャナー マルチビーム 備考 

①  凸部 20cm×20cm 形状判別可能 形状判別可能 

船速 2～3 ノット 

②  凸部 10cm×10cm 形状判別可能 形状判別困難 

③  凸部  5cm× 5cm 形状判別困難 ― 

④  凹部 20cm×20cm 形状判別可能 形状判別可能 

⑤  凹部 10cm×10cm 形状判別可能 変状の有無を確認 

⑥  凹部  5cm× 5cm 変状の有無を確認 ― 
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２－３．実構造物による現地試験 

 

（１）対象施設 

対象施設は、三崎漁港の重力式防波堤および矢板式係船岸、新川漁港の矢板護岸

とした（表 e-2-3-1）。この 4 施設を対象とすることで、調査項目、老朽化度の評

価基準が同様である他の重力式構造物（護岸、係船岸）および矢板式構造物（防波

堤、護岸）への適用も可能と考えられる。 
一方、２－１．で述べたとおり、水中 3D スキャナーでは、音波が減衰し計測精

度が落ちるため、水深 15m 以深の計測での適応が困難である。 
施設諸元、平面図、標準断面図、過年度点検による主な変状を次頁に示す。 
 

表 e-2-3-1 対象施設の概要 

番号 施設名 規模（延長等） 老朽化状態 主な調査目的 

Ａ 
【三崎漁港】 
防-22 二町谷南防波堤 

ｽﾘｯﾄｹｰｿﾝ式直立堤 
L=500.0m 

ブロック 
散乱 

重力式 
構造物の 

本体工及び 
被覆工での 
適用性の 

検証 

Ｂ 
【三崎漁港】 
防-2-西口南防波堤 

ｹｰｿﾝ式直立堤 
L=159.0m 

基礎部欠損 

Ｃ 
【三崎漁港】 
向ヶ崎 2 号出漁準備岸壁 

普通矢板式係船岸 
L=80.0m 

変状なし 
※防食亜鉛 
陽極の摩耗 

矢板の開孔、 
腐食、損傷、

電気防食工 
での適用性の

検証 

Ｄ 
【新潟新川漁港】 
西突堤 

矢板式護岸 
L=120.0m 

矢板の開孔、

腐食、損傷 

矢板の開孔、

腐食、 
損傷状況での 
適応性の検討 
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Ａ．二町谷南防波堤 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 e-2-3-1 対象施設位置図及び標準断面 
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二町谷南防波堤 スパン 16・17：被覆工の移動・散乱（a 判定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 e-2-3-2 対象施設の既往点検結果 

 

  

スパン16

H=26mm（P5）
L=1.4m
B=1.2mm

L=2.1m
B=1.0mm
(P9)

L=0.5m
B=0.3mm

L=0.5m
B=0.3mm

L=2.1m
B=0.3mm

L=2.1m
B=0.3mm(P7)

L=1.45m
B=1.0mm

L=2.1m
B=0.9mm(P8)

L=2.1m
B=1.0mm

L=2.1m
B=1.0mm

L=2.1m
B=1.0mm

L=3.7m
B=0.3mm(P10)

L=2.1m
B=0.3mm

L=9.9m
S=7.9m
B=1.5mm
(P6)

被覆ブロック、
方塊ブロック散乱(P18,19)

B=70mm
（P20)

B=20mm（P4）
B=70mm（P17)

H=26mm

L=10.0m
S=6.0m

港外

港内

 
４
工
区
　
標

準
断
面
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Ｂ．西口南防波堤 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 e-2-3-3 対象施設位置図及び標準断面 
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西口南防波堤 スパン 11・16・25：本体工基礎部の欠損 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-4 対象施設の既往点検結果  

スパン25

港内

港外

L=4.2m
S=0.2m(P9)

L=3.8m
S=0.25m(P8)

照明

L=4.2m
S=0.15m(P10)

L=4.8m
S=0.6m
(P7)

L=4.8m
S=1.0m
(P11)

L=2.1m、S=0.7m
Dep.=0.64m（P23,24）

L=4.2m、S=0.6m
Dep.=0.52m(P26,27,28)

L=1.0m
S=0.15m(P29)

L=3.8m
S=0.5m(P6)

D=160mm
（P21）

B=120mm
（P22) （P24）

B=140mm
（P25）

（P28）

L=4.8m
S=3.05m
(P5)
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Ｃ．向ヶ崎 2 号出漁準備岸壁 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 e-2-3-5 対象施設位置図及び標準断面 

 
＊過年度点検結果では水中部の顕著な変状は認められていない。 
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Ｄ．新潟県新川漁港 西突堤 

西突堤は、矢板護岸である 1 工区（14・15 ブロック）と 2 工区（22～24 ブロッ

ク）を計測対象とした。 
 

 

 

 

図 e-2-3-6 対象施設位置図及び標準断面 

  

1 工区  

2 工区  

1 工区  

2 工区  
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図 e-2-3-7 対象施設の既往点検結果 

平成 28 年度 新川漁港西防波堤長寿命化実施設計業務  新潟市農林水産部 
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（２）現地試験の方法 

現地での精度検証は、三崎漁港で令和元年 7 月 8～11 日、新川漁港で令和元年 9
月 30 日～10 月 1 日に実施した。現地作業にあたり、事前に漁業協同組合、漁港管

理者へ周知した。また、三崎漁港の計測にあたっては横須賀海上保安部への作業許

可の取得、新川漁港での計測にあたっては新潟海上保安部への作業を周知し、受理

された。 
 

①現地試験手順 
・調査船に水中 3D スキャナーを艤装し、各機器の作動状況と GNSS の受信状況

が良好であることを確認した。 
・現地試験は、実際に漁港構造物を計測する場合と同様に船速を 2～3 ノットと

し、護岸や計測対象物に平行となるよう航行して計測した。 
・計測時は随時水温・塩分を鉛直測定し、データ処理時に音速度を補正した。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

艤装状況              テストラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音速度計測               調査状況 

図 e-2-3-8 作業状況写真 

 

②整理・解析 
整理・解析は「供試体による計測精度検証」と同様の方法で実施した。 
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（３）現地試験の結果 

三崎漁港での水中 3D スキャナーによるにデータ取得状況を図 e-2-3-9 に示す。 

 

 
図 e-2-3-9 水中 3D スキャナーによるデータ取得状況（三崎漁港） 
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（1） 重力式構造物での適用性 
二町谷南防波堤の水中 3D スキャナー計測状況を図 e-2-3-10、点群データを図 e-

2-3-11 に示す。 

水中 3D スキャナーとマルチビームで、二町谷南防波堤の南側にある被覆ブロック崩落

箇所および堤体側面で計測結果を比較した。 
 

 
図 e-2-3-10 二町谷南防波堤の水中 3D スキャナー計測状況（平面図） 

 

 

図 e-2-3-11 二町谷南防波堤の計測結果 

  

二町谷南防波堤外観  

目視点検状況  

被覆ブロック崩落箇所  
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① 被覆ブロックの崩落状況 

水中 3D スキャナーとマルチビームビームで計測した被覆ブロックの崩落状況を図 e-

2-3-12 に示した。計測時の船速は、水中 3D スキャナー、マルチビームとも 2～3 ノットで

あった。 

複数のデータを統合した点群データでは、水中 3D スキャナーは 8 個のブロックが崩落

している状況が確認されたが、昨年実施したマルチビームでは 7 個しか確認されなかった。

新たに崩落したか、防波堤周辺の土砂流出により表出した可能性がある。 

1 回の計測で得られる点群データの密度は、マルチビームは 1 点/100cm2、水中水中

3D スキャナーは 7 点/100cm2 であり、水中 3D スキャナーが高かった。1 回の計測で得ら

れる点群データの範囲はマルチビームが広かった。 

 

 

図 e-2-3-12 二町谷南防波堤 被覆ブロック崩落状況 

 

 

  

チルト 0° 

チルト 30° 

チルト 45° 

【水中 3D スキャナー】：チルト角（横、斜め下、下）を変えて３回計測・データ統合 

【ナローマルチ】：点群密度が低いため３回計測しデータを重ね合わせ 
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② 水面付近の計測状況 

水中 3D スキャナーとマルチビームによる堤体側面の計測結果を図 e-2-3-13 に示し

た。 

水中 3D スキャナーは水面付近までデータが取得できたが、マルチビームは水面付近

に欠測部分が多かった。また、マルチビームは通常下向きに音波を発信するため、被覆

ブロックの側面に欠測が確認された。 

 

 

【3D スキャナー】      【マルチビーム】 

   
図 e-2-3-13 二町谷南防波堤 堤体側面 

  

水面 水面 

（複数データ統合） （複数データ重ね合わせ） 

ブロック側面の欠測 
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③ 水深 15m～20m 以深の計測状況 

水中 3D スキャナーとマルチビームで計測した被覆ブロックの崩落について、水深 15m

～20m 以深の計測状況を図 e-2-3-14 に示した。 

２－１．で述べたとおり、水中 3D スキャナーは、マルチビームに比べて音波の周波

数が高いため、音波の減衰により水深 18m 以深は点群がばらつき、海底地形の正確

な計測が困難であった。一方、マルチビームは水深 18m 以深も点群が狭い範囲に収束し、

精度の高いデータが取得された。 

点群のばらつきは水中構造物の形状や音波のあたる角度によって変わることを考慮し、

水深 15m までを水中 3D スキャナーの適用水深とした。 

 

 

 
図 e-2-3-14 二町谷南防波堤 被覆ブロック崩落箇所の水深 20m 付近 

  

水深 15m 

水深 18m 

水深 15m 
水深 18m 
（適用限界水深） 

マルチビーム マ ル チ ビ ー ム 断 面 図 
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（2） 重力式構造物の「本体工」での適用性 

西口南防波堤の水中 3D スキャナー計測状況を図 e-2-3-15、計測結果を図 e-2-3-

16、水中 3D スキャナーとマルチビームで計測した、防波堤先端部の状況を図 e-2-3-17

に示した。 

 

 

図 e-2-3-15 西口南防波堤の水中 3D スキャナー計測状況（平面図） 

 

 

図 e-2-3-16 西口南防波堤の計測結果 
  

基 礎 部 欠 損 箇 所

（港口側）  

目視点検状況  
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水中 3D スキャナーとマルチビームは、複数回の計測データを統合または重ね合わせるこ

とにより防波堤全体の 3 次元点群データを作成し、基礎部の欠損とブロックの目地の開きを

確認した。 

水中 3D スキャナーは、底面と水面を分けて計測することで、水面付近まで密度の高い点

群データが取得された。一方でマルチビームは、1 回の計測では点群密度が低く欠損部の

形状も不明瞭で、水面付近のデータも計測できなかった。 

 

【水中 3D スキャナー】       【マルチビーム】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 e-2-3-17 西口南防波堤 先端部計測状況  

約 0.6m 
欠損部の形状が不明瞭  
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（3） 矢板式鋼構造物の「損傷」「電気防食工」での適用性 
向ヶ崎 2 号出漁準備岸壁の水中 3D スキャナー計測状況を図 e-2-3-18、計測状況を

図 e-2-3-19 に示した。水中 3D スキャナーとマルチビームについて、岸壁に設置された防

食陽極で計測結果を比較した。 

 

 
図 e-2-3-18 向ヶ崎 2 号出漁準備岸壁の水中 3D スキャナー計測状況 

（平面図） 

 

 

図 e-2-3-19 向ヶ崎 2 号出漁準備岸壁の計測結果 
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水中 3D スキャナーとマルチビームにより計測した防食陽極の状況を図 e-2-3-20 に示

した。 

水中 3D スキャナーでは水面付近まで点群データが取得できた。また、水中 3D スキャ

ナーとマルチビームは両者とも防食陽極が計測されたが、計測データの断面図で比較す

ると、水中 3D スキャナーが 1 回の計測で取得した点群は、マルチビームが複数回計測し

た点群比較して点のばらつきが少なかった。 

 

   【水中 3D スキャナー】       【マルチビーム】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-20 向ヶ崎 2 号出漁準備岸壁 防食陽極計測状況 

 

  

  

点群ばらつき 

陽極断面図（1 回計測） 陽極断面図（1 回計測） 
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新川漁港西突堤の水中 3D スキャナーで計測状況を図 e-2-3-21 に、データ取得状況

を図 e-2-3-22 に示した。 
 

 
図 e-2-3-21 新川漁港の水中 3D スキャナー計測状況（平面図） 

 

 

図 e-2-3-22 新川漁港（西突堤）の計測結果（1 回計測） 
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（4） 矢板護岸の「損傷」での適用性 
水中 3D スキャナーによる矢板護岸計測結果は、平成 28 年度に実施された目視点検結

果（平成 28 年度 新川漁港西防波堤長寿命化実施設計業務  新潟市農林水産部）と

比較して、老朽化診断への適用性を確認した。 

水中 3D スキャナーでの計測結果から、西突堤矢板護岸に開孔が多数確認された。開

孔部は、音波が開孔部奥で反射し点群が矢板背後に形成されることにより確認した。 

 

【14 ブロック】 

新川漁港西突堤のうち 14 番目のブロック（14BL）の目視点検と水中 3D スキャナー計測

結果を図 e-2-3-23 に示した。水中 3D スキャナーでは、11 箇所の開孔部が確認された。そ

のうちの開孔部⑧の状況を図 e-2-3-24 に示した。開口部は縦約 0.8m、横約 0.3m で、奥

行きは 0.5m に達していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-23 新川漁港西突堤（14BL）の計測状況（1 回計測） 

  

⑧ ⑩ ⑪ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② 
① 

⑨ 

潜⽔⽬視で確認した開⼝部  

スキャナーで確認した開⼝部  
ブロックの陰（点群未測） 

⑧ ⑩ ⑪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
⑦ 

⑨ 

平成 28 年度 潜⽔⼠⽬視 点検結果 
上流 下流 

⽔中 3D スキャナー計測結果 

ブロックの陰 

ブロック 
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図 e-2-3-24 14BL 開孔部⑧の状況 
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【15 ブロック】 

新川漁港西突堤（15BL）で計測した矢板の開孔箇所を図 e-2-3-25、⑨の開孔箇所の拡

大を図 e-2-3-26 に示した。開孔部は縦約 0.6m、横約 0.2m で、奥行きは約 2.0m に達し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-25 新潟新川漁港西突堤（15BL）の計測状況（1 回計測） 

  

③ ④ ⑤ ⑥ 
⑦ ⑧ ① 

⑨ 
② 

③ ④ ⑤ ⑥ 
⑦ ⑧ 

① ⑨ ② 

潜⽔⽬視で確認した開⼝部  

スキャナーで確認した開⼝部  
ブロックの陰（点群未測） 

平成 28 年度 潜⽔⼠⽬視 点検結果 
上流 下流 

⽔中 3D スキャナー計測結果 

ブロックの陰 
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図 e-2-3-26 15BL 開孔部⑨の状況 

  



 

50 
 

【22 ブロック】 

新川漁港西突堤（22BL）で計測した矢板の開孔箇所を図 e-2-3-27、③の開孔箇所の拡

大を図 e-2-3-28 に示した。開孔部は縦約 1.0m、横約 0.5m で、奥行きは約 2.5m に達し

ていた。 

水中 3D スキャナーの計測で確認した③の開孔箇所は、平成 28 年度潜水目視点検では

確認されなかった。水中 3D スキャナーによる面的な計測を行うことで潜水士による見落とし

を防止できることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-27 新潟新川漁港西突堤（22BL）の計測状況（1 回計測） 

  

④ ③ 

② ① 

① 

⑤ 

④ ③ 
② 

① 

⑤ 
④ ③ 

② 

潜⽔⽬視で確認した開⼝部  

スキャナーで確認した開⼝部  
ブロックの陰（点群未測） 

平成 28 年度 潜⽔⼠⽬視 点検結果 

上流 下流 

⽔中 3D スキャナー計測結果 

ブロックの陰 
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図 e-2-3-28 22BL 開孔部③の状況 

  



 

52 
 

【23 ブロック】 

新川漁港西突堤（23BL）で計測した矢板の開孔箇所を図 e-2-3-29、①の開孔箇所の拡

大を図 e-2-3-30 に示した。開孔部は縦約 0.1m、横約 0.2m で、奥行きは約 0.15m に達し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-29 新潟新川漁港西突堤（23BL）の計測状況（1 回計測） 

  

潜⽔⽬視で確認した開⼝部  

スキャナーで確認した開⼝部  
ブロックの陰（点群未測） 

平成 28 年度 潜⽔⼠⽬視 点検結果 上流 下流 

⽔中 3D スキャナー計測結果 
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図 e-2-3-30 23BL 開孔部①の状況 
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【24 ブロック】 

新川漁港西突堤（24BL）で計測した矢板の開孔箇所を図 e-2-3-31、⑥⑦の開孔箇所の

拡大を図 e-2-3-32 に示した。開孔部は縦約 0.3m、横約 0.3m で、奥行きは約 0.4m に達し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-2-3-31 新潟新川漁港西突堤（24BL）の計測状況（1 回計測） 

  

潜⽔⽬視で確認した開⼝部  

スキャナーで確認した開⼝部  
ブロックの陰（点群未測） 

平成 28 年度 潜⽔⼠⽬視 点検結果 
上流 下流 

⽔中 3D スキャナー計測結果 

ブロックの陰 



 

55 
 

 

図 e-2-3-32 24BL 開孔部⑥・⑦の状況 

  

⑦ ⑥ 
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（４）水中 3D スキャナーによる老朽化度判定の適用性 

水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン（平成 27 年 5 月改定）

の巻末資料 2 潜水目視調査に係る老朽化度の評価基準（参考）のうち、水中 3D
スキャナーの適用が可能な判断基準を検討した。 
水中 3D スキャナーは現地試験の結果から、 
矢板式または杭式の施設では、鋼材および被覆防食工の損傷に対し「a」「b」に適

用可能、電気防食工および被覆工の移動・散乱に対し「a」～「d」すべてに適用可

能と考えられた。 
 

 
水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン，平成 27 年 5 月改訂，p.21 

 
【重力式堤防】 

重力式防波堤の老朽化度判断基準と水中 3D スキャナー、マルチビームの適用

性を表 e-2-3-2 に示した。 
三崎漁港の二町谷南防波堤と西口南防波堤と供試体の計測結果から、水中 3D

スキャナーは、重力式施設では本体工の損傷に対し「a」「b」に適用可能、被覆

工の移動・散乱に対しては「a」～「d」すべてに適用可能と考えられた。 
水中 3D スキャナーは、マルチビームでは判別困難な 10cm の形状を判別でき

たため、マルチビームと同等以上の適用性があると判断された。 
 

表 e-2-3-2 重力式防波堤の判定基準及び水中 3D スキャナーの適用性 

 
 
 

対象施設 調査方法
3DS

判定可否
ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ
判定可否

a ○ ○

× ×

× ×

× ×

× ×

d × ×

a ○ ○

× ×

○
（10cm程度）

△
（50cm程度）

c × ×

d × ×

a ○ ○

b ○ ○

c --- ---

d ○ ○

調査項目 老朽化度の判断基準

重力式
防波堤
(消波堤)

本体工
(側壁、
 スリット
 部)

コンクリートの
劣化、損傷
(RCの場合)

潜水調査
・ひび割れ、剥離、
  損傷、欠損
・鉄筋露出
・老朽化の兆候

中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、
欠損がある。

b
複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅3mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

老朽化なし。

コンクリートの
劣化、損傷
(無筋の場合)

潜水調査
・ひび割れ、剥離、
  損傷、欠損
・老朽化の兆候

性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。

幅1㎝以上のひび割れがある。

小規模な欠損がある。

幅1cm未満のひび割れがある。

老朽化なし。

被覆工 移動、散乱
潜水調査
・被覆工等の移動・
　散乱

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の散乱がある。

---

老朽化なし。

b
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【矢板式係船護岸】

矢板式係船護岸老朽化度判断基準と水中 3D スキャナーの適用性を表 e-2-3-3

に示した。

新潟県新川漁港西防波堤の計測結果から、水中 3D スキャナーは、矢板式係船

護岸では鋼材の腐食、亀裂、損傷に対し「a」に適用可能と考えられた。水中 3D
スキャナーは、マルチビームでは判別困難な 10cm の形状を判別可能で、朔望平

均干潮面付近の護岸も計測できることから、マルチビーム以上の適用性があると

判断された。

三崎漁港向ヶ崎 2 号出港準備岸壁と供試体の計測結果から、水中 3D スキャナ

ーは、電気防食工の状況確認に対し、「a」～「d」すべてに適用可能と考えられ

た。さらに三崎漁港の二町谷南防波堤と西口南防波堤の計測結果から、被覆工の

移動・散乱についても、「a」～「d」すべてに適用可能と考えられた。矢板電気

防食工と被覆工については、マルチビームと同等の適用性があると判断された。

表 e-2-3-3 矢板式係船岸の判定基準及び水中 3D スキャナーの適用性 

対象施設 調査方法
3DS

判定可否
ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ
判定可否

○
（10cm程度）

△
（50cm程度）

L.W.L付近
〇

L.W.L付近
×

○ ×

× ×

× ×

c × ×

d × ×

a × ×

b × ×

c × ×

d × ×

a × ×

× ×

× ×

× ×

× ×

d × ×

a ○ ○

b ○ ○

c --- ---

d ○ ○

a ○ ○

b ○ ○

c --- ---

d ○ ○

腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

被覆工 移動、散乱
潜水調査
・被覆工等の移動・散乱

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の移動、散乱がある。

---

老朽化なし。

電気防食工
潜水調査
・状況の確認（全数）

陽極の欠落又は全消耗。

陽極取付の不具合
（ボルトのゆるみ等、軽微なものは判別不可）。

---

欠落等の異状なし。

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

鋼材が露出し、錆が発生している。

b

被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の
損傷が生じている。

保護カバー等に欠損がある。

c

被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ
等の損傷がある。

保護カバー等に損傷がある。

老朽化なし。

部分的に発錆がある。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

被覆
防食
工

塗装の場合 潜水調査
・欠陥面積率

欠陥面積率10%以上

欠陥面積率0.3%以上10%未満

欠陥面積率0.03%以上0.3%未満

欠陥面積率0.03%未満

有機被覆、
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆、
ﾓﾙﾀﾙ被覆、
金属被覆
の場合

開孔箇所から裏理材が流出している兆候がある。

b
L.W.L付近に孔食がある。

全体的に発錆がある。

調査項目 老朽化度の判断基準

矢板式
係船岸

矢板

鋼材の腐食、
亀裂、損傷
（防食工を施して
　いる場合）

潜水調査
・穴あきの有無
・水面下の鋼材の腐食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

a
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水中 3D スキャナーとマルチビームソナーの老朽化度判断適用性を表 e-2-3-4、

表 e-2-3-5 に示した。センシング技術を活用した漁港施設の点検の手引きは、各音

響機器の適用性に合わせて作成した。

表 e-2-3-4 水中 3D スキャナーによる老朽化度判定の適用性

構 造 適用可能な判断基準 備考（判定例） 

重力式 【本体工（コンクリートの損傷）】 

・部材の性能が著しく低下している状態「a」は

判定可能。

・小規模な欠損「b」に対し 10cm 程度以上の規模で

あれば判定可能。

・幅 1cm 以上のひび割れは判定不可。

【被覆工（移動・散乱）】 

・「a」～「d」すべて判別可能。 

本体ブロックの欠損

被覆工の移動・散乱

10cm 幅の陥没 

矢板式

又は 

杭式 

【矢板・杭式（鋼材の損傷）】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。

【電気防食工（陽極）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。ただし、「b」はボルト 

 のゆるみ等、軽微な判定不可。 

【被覆工（移動・散乱）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。 

浮体式 【ポンツーン外部（鋼製、RC/PC 製）（鋼材の損傷）】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。

・幅 1cm 以上のひび割れは判定不可。

・かぶりについては、音波が届きにくいため判定困難。 

【電気防食工（陽極）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。ただし、「b」はボルト 

 のゆるみ等、軽微な判定不可。 

【係留杭・係留チェーン】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。

：かぶり部

（計測困難）

浅所 ・船揚場など水深の浅い区域（水面付近～水深 2m）でも音波を横向きに発振し

計測可能。

深所 ・水深 15m 以深の深い箇所では、計測困難。

基礎部欠損
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表 e-2-3-5 マルチビームによる老朽化度判定の適用性 

構造 適用可能な判断基準 備考（判定例） 

重力式 

【本体工（コンクリートの損傷）】  
・部材の性能が著しく低下している状態「a」は  

判定可能。  
・小規模な欠損「b」に対し 50cm 程度以上の規模で  

あれば判定可能。  
【被覆工（移動・散乱）】  
・「a」～「d」すべて判定可能。 

 
 
 
 
 

被覆工の移動・散乱 
 

 

 
 
 

本体ブロックの欠損 

矢板式 

又は杭

式 

【矢板・杭（鋼材の損傷）】  
・船舶が衝突したような著しい損傷や 50cm 程度  

以上の規模の開孔であれば判定可能。  
【電気防食工（陽極）】  
・「a」～「d」すべて判定可能。ただし「b」はボルト  

のゆるみ等、軽微なものは判定不可。  
【被覆工（移動・散乱）】  
・「a」～「d」すべて判定可能。 

浮体式 

【全点検項目（ポンツーン外部、係留杭・チェーン）】  
・マルチビームでは水面付近（水面から-2m 程度）の  

計測が適さないことから適用困難。  
・センサーを斜めに艤装した場合（右図の赤色）でも水

面付近の計測が困難。 
 

浅所 
・船揚場など水深の浅い箇所（水深 2m 以浅）では調査船の航行が困難。 

・垂直護岸等では水面～水深 2m は計測が困難 

深所 ・水深 15m 以深の対象構造物についても計測可能。 
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３．水中 3D スキャナー活用による有効性と課題の整理 

適用性の検討で明らかにされた水中 3D スキャナーの点検精度や適用範囲等につ

いて、その有効性と課題を整理した。また、従来手法との比較による経済性につい

ても検討・整理した。 
 

 

３－１．水中 3D スキャナーによる経済性の検討 

水中 3D スキャナーとマルチビームは、機器の精度面から判定困難な老朽化度の

判定基準があるため、点検診断へ活用する際は潜水目視調査と組合わせることが必

要である。 
各手法の点検費用を整理したのち、水中 3D スキャナーおよびマルチビームによ

る広域・網羅的調査（スクリーニング）と潜水目視調査を併用した場合の費用を算出

し、潜水調査のみ実施した場合と比較して、費用が低減できる点検規模を試算した。  
 
① 点検費用及び点検面積当り単価 

水中 3D スキャナーとマルチビーム、潜水調査の経済性の比較のための計測条件

（案）は、以下に示すとおりである。 
 
【水中 3D スキャナーとマルチビームの経済性検討のための計測条件（案）】 
 計測対象（青色線分）における、大きさ 20cm 程度の変状を計測する。 
 両計測は、船速 3 ノットで実施し、計測面積は、1 日あたり 100,000 ㎡ 

（水深 10m×距離 10,000m）とする。 
 水中 3D スキャナーは 3 回分の計測データを統合、マルチビームは 3 回分の 

計測データを重ね合わせ点群密度を同等にする。（図 e-3-1-1）。 
 

水面付近から水深 15m までの構造物を点検する場合、水中 3D スキャナーは、チ

ルト角を変更して 3 回計測しデータを統合することにより密度の高い点群データを

取得する。マルチビームは、スワス角を広げることで水深 2m～水底付近を広範囲に

計測することが可能であるが、点群密度が低いため水中 3D スキャナーと同程度の

点群密度を得るためには、同一箇所を 3 回計測して重ね合わせる必要がある。また

音波を真横には発信できないため、波水面付近は計測できない。 
点検対象物が水深 5m 以浅の場合、水中 3D スキャナーはチルト角を変更して 2 回

計測してデータを統合すれば密度の高い点群データを取得できるが、マルチビーム

は 3 回計測したデータを重ね合わせないと密度の高い点群データが得られない。そ

のため、水深 5m 以浅での点検では、水中 3D スキャナーはマルチビームと比較し経

済性が高い。 
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図 e-3-1-1 水中 3D スキャナーとマルチビームの計測方法の違い 

 
  

調査船

計測対象

調査船

計測対象

未測箇所

【⽔中 3D スキャナー】 

【マルチビーム】 



 

62 
 

水中 3D スキャナー、マルチビームおよび潜水調査の費用（以下、費用は打合せ協

議・業務成果品等を除いた直接測量費）と 1 ㎡あたりの単価を表 e-3-1-1 に、各手法

による点検を複数日実施した際の費用を表 e-3-1-2 に示した。 

水中 3D スキャナーとマルチビームは、使用する機材やソフトが重複するため、準

備や成果に関する費用や艤装、計測時の調査員の構成・人数に差はない。水中 3D スキ

ャナー1 式の損料は、マルチビームと比較し約 12 万円～約 16 万円/日安価となる。 

 
表 e-3-1-1(1) 水中 3D スキャナーとマルチビームおよび潜水調査費用 

 

 

 

 

  

⽔中3Dスキャナー（動揺センサーはPOSを採⽤した場合）（点検⾯積100,000㎡の場合）
⼯種 細⽬ 単位 数量 単価 ⾦額 備考

測量準備
測量準備 式 1 374,508 374,508
機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

⽔深測量
艤装テスト 式 1 291,581 291,581 RTKGNSS

⽔中3Dスキャナー計測 ⽇ 1 291581 291,581
100,000㎡/⽇
（⽔深10m）

成果
報告書作成 式 1 957,490 957,490

上記の直接測量費合計 1,988,071
1㎡あたり 19.88

⽔中3Dスキャナー（動揺センサーはEkinoxを採⽤した場合）（点検⾯積100,000㎡の場合）
⼯種 細⽬ 単位 数量 単価 ⾦額 備考

測量準備
測量準備 式 1 374,508 374,508
機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

⽔深測量
艤装テスト 式 1 253,506 253,506 RTKGNSS

⽔中3Dスキャナー測深 ⽇ 1 253,506 253,506
100,000㎡/⽇
（⽔深10m）

成果
報告書作成 式 1 957,490 957,490

上記の直接測量費合計 1,911,921
1㎡あたり 19.12
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表 e-3-1-1(2) 水中 3D スキャナーとマルチビームおよび潜水調査費用 

 

 

 
  

マルチビーム（点検⾯積100,000㎡の場合）
⼯種 細⽬ 単位 数量 単価 ⾦額 備考

測量準備
測量準備 式 1 374,508 374,508
機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

⽔深測量
艤装テスト１ 式 1 413,681 413,681 RTKGNSS

マルチビーム測深 ⽇ 1 413,681 413,681
100,000㎡/⽇
（⽔深10m）

成果
報告書作成 式 1 957,490 957,490

上記の直接測量費合計 2,232,271
1㎡あたり 22.32

潜⽔調査（点検⾯積1,200㎡の場合）
⼯種 細⽬ 単位 数量 単価 ⾦額 備考

計画準備 式 1 140,100 140,100
機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

潜⽔調査（重点項⽬） ⽇ 1 290 348,000 1,200㎡/⽇

成果
報告書作成 式 1 540,905 540,905

上記の直接測量費合計 1,101,916
1㎡あたり 918

調査・測量準備

現地調査

費用算定の参考資料  

潜水調査：維持管理計画書策定のための現地調査積算基準（国土交通省港湾局）  

マルチビーム：漁港漁場関係工事積算基準  



 

64 
 

 

表 e-3-1-2 点検を複数日実施した際の費用 

 

 

  

計測費⽤
（万円）

計測⾯積
（㎡）

計測費⽤
（万円）

計測⾯積
（㎡）

計測費⽤
（万円）

計測⾯積
（㎡）

調査費⽤
（万円）

調査⾯積
（㎡）

1 198 100,000 191 100,000 223 100,000 110 1,200
2 323 200,000 312 200,000 360 200,000 199 2,400
3 448 300,000 433 300,000 497 300,000 287 3,600
4 573 400,000 554 400,000 634 400,000 376 4,800
5 698 500,000 675 500,000 771 500,000 465 6,000
6 823 600,000 796 600,000 908 600,000 554 7,200
7 948 700,000 917 700,000 1,045 700,000 643 8,400
8 1,073 800,000 1,038 800,000 1,183 800,000 732 9,600
9 1,198 900,000 1,159 900,000 1,320 900,000 821 10,800
10 1,322 1,000,000 1,281 1,000,000 1,457 1,000,000 910 12,000
11 1,447 1,100,000 1,402 1,100,000 1,594 1,100,000 999 13,200
12 1,572 1,200,000 1,523 1,200,000 1,731 1,200,000 1,087 14,400
13 1,697 1,300,000 1,644 1,300,000 1,868 1,300,000 1,176 15,600
14 1,822 1,400,000 1,765 1,400,000 2,005 1,400,000 1,265 16,800
15 1,947 1,500,000 1,886 1,500,000 2,142 1,500,000 1,354 18,000
16 2,072 1,600,000 2,007 1,600,000 2,279 1,600,000 1,443 19,200
17 2,197 1,700,000 2,128 1,700,000 2,417 1,700,000 1,532 20,400
18 2,322 1,800,000 2,249 1,800,000 2,554 1,800,000 1,621 21,600
19 2,447 1,900,000 2,370 1,900,000 2,691 1,900,000 1,710 22,800
20 2,572 2,000,000 2,492 2,000,000 2,828 2,000,000 1,799 24,000

調査
⽇数

潜⽔調査マルチビーム⽔中3Dスキャナー（POS） ⽔中3Dスキャナー（Ekinox）
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② 水中 3D スキャナー、マルチビーム活用による点検費用低減 
外郭施設における被覆・根固ブロック飛散や係留施設の重力式本体工欠損等は、

水中 3D スキャナーおよびマルチビームにより概ね変状が把握できる。一方、ひび

割れや 10cm 未満の変状は把握できないため、潜水調査を併用し点検の精度を担

保する必要がある。そのため、点検費用の低減は、水中 3D スキャナーとマルチビ

ームで点検する範囲の 30%は潜水調査を実施することとして検討した。 
水中 3D スキャナー（高精度慣性航法装置（POS）の使用を想定）とマルチビー

ム（潜水調査と併用）、潜水調査単独による点検費用を点検面積毎に表 e-3-1-3 と

図 e-3-1-2 に示した。 
水中 3D スキャナーとマルチビームによる点検（潜水調査と併用）は、点検面積

3,601m2～4,000m2 または 4,801m2 以上の面積で潜水調査単独よりも費用が安価

となった。 
水深 10m の漁港を点検する場合、対象となる護岸等構造物の計測距離が 480m

以上であれば、水中 3D スキャナーやマルチビームを活用（併用）することで点検

費用を低減できる。 
 

表 e-3-1-3 水中 3D スキャナーとマルチビーム、潜水調査による点検費用 

 
 

点検⾯積（㎡）
【参考】
 3DS（POS）
 潜⽔調査なし

3DS（POS）
潜⽔調査10%

3DS（POS）
潜⽔調査30%

潜⽔調査のみ

0〜1,200 198 308 308 110
1,201〜2,400 198 308 308 199
2,401〜3,600 198 308 308 287
3,601〜4,000 198 308 308 376
4,001〜4,800 198 308 397 376
4,801〜6,000 198 308 397 465
6,001〜7,200 198 308 397 554
7,201〜8,400 198 308 485 643
8,401〜9,600 198 308 485 732
9,601〜10,800 198 308 485 821
10,801〜12,000 198 308 485 910
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図 e-3-1-2 水中 3D スキャナーとマルチビーム、潜水調査による点検費用 

 

３－２．有効性と課題 

水中 3D スキャナー活用による有効性と課題を表 e-3-2-1 に示した。 

 
・点検診断における現状課題と水中 3D スキャナー活用による改善方策を整理し、水

中 3D スキャナーが水中部の機能診断のうち、潜水目視調査よりも有利な点（面的

計測、広範囲かつ迅速な計測、均一な点検精度・定量的な記録、濁水中の計測など）

を活かすことで損傷の定量化・省人化・点検費用低減の可能性が明らかとなった。  
 
・現地試験では水中 3D スキャナーの計測結果と老朽化判断に求められる精度を比

較して適用性を検証し、10cm 程度の損傷および「a」判定（部材の性能が著しく

低下している状態）、「b」判定（部材の性能が低下している）となる変状に適用可

能であることが示された。一方、コンクリートのひび割れや鋼矢板の孔食（腐食に

よって発生した微細な穴）を判別することは困難であった。 
 
・点検費用低減の可能性について試算した結果、水中 3D スキャナーにより広域をス

クリーニングし、計測対象区域の一部で潜水調査範を併用することにより点検費

用低減に効果があることを示した。 
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点
検
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円
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点検⾯積（㎡）

潜⽔調査のみ 3DS潜⽔調査30% マルチビーム潜⽔調査30%



 

67 
 

表 e-3-2-1 水中 3D スキャナー活用による有効性と課題 

 

  

検討項目 水中3Dスキャナー活用による有効性 水中3Dスキャナー活用で残された課題

点検精度

・10cm程度の変状を判別可能。
・5cm程度の隙間・開孔を判別可能
・水面付近～水深15mまで計測可能
・3次元点群データの取得により客観性のある
　均一な精度を確保
・ICTによる漁港漁場施設維持管理の高度化に
　対応

・ひび割れ、腐食、変色等判別は不可
・10cm程度未満の変状は判別不可
・水深15m以深のデータが取得困難

安全性・
　　作業環境

・音響計測のため、作業環境に影響されにくい
　（濁り、流速、暗さ）
・海上作業のため、潜水によるリスク低減
　（潜水病、危険生物等）

・作業環境として、波、風の影響は、潜水調査と
　ほぼ同等
・付着物は除去困難

生産性向上・
　　点検費用

・対象面積の10%～30%を潜水調査併用で確認

　する場合、3,601m2～4,000m2または

　4,801m2以上で潜水調査単独に比べ費用低減
・潜水調査に比べ省人化（労力の低減）が可能
　　潜水調査：6名体制
　　水中3Dスキャナー・マルチビーム：3名体制
・対象面積にかかわらずマルチビームより費用低減

・対象面積が3,600m2以下の小規模・局所的な
　点検では潜水調査より費用増

留意点

水中3Dｽｷｬﾅｰ
活用方法

今後の課題

・船速：2～3ノット
・計測回数：3回

・点検対象物全体を3D点群データとして網羅的に計測し、10cm以上の変状を把握
・点検対象物全体をスクリーニングし、最も老朽化が疑われる区域を潜水調査区域として選定

水中3Dスキャナーでは、ひび、変色、発錆、孔食などは判別できず、水深15m以深の計測も困難
である。今後は従来技術である潜水調査やマルチビームによる計測を効率的・効果的に組み合わせて、
点検・診断技術の高度化と点検費用の低減を図ることが重要である。
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４．水中 3D スキャナーによる点検手法の提案 

得られた検討結果から水中 3D スキャナー活用による点検手法を以下の通り提案

する。これらをとりまとめ「センシング技術を活用した手引き（案）～水中 3D ス

キャナーの活用～」を作成し別冊として添付する。 
 

４－１．水中 3D スキャナー、マルチビーム、潜水調査の老朽化診断適用可否 

各調査手法の変状サイズによる適用可否を表 e-4-1-1 に示した。 

水中 3D スキャナーは、10cm 以上の変状は計測可能で、矢板護岸の開孔部の奥行

きも計測可能である。 

マルチビームは、20cm 未満の変状は計測が困難である。 

潜水目視は、5cm 未満の微細な変状も点検可能である。 

 

表 e-4-1-1 変状のサイズによる適用可否（○：点検可能、×：点検困難） 

変状のサイズ 約 50cm 約 20cm 約 10cm 5cm 未満 - 

重力式堤防 
被覆工 

散乱 

ブロック 

損傷 

ブロック継目 

の開き 
クラック - 

矢板護岸 
腐食による 

著しい開孔 

腐食による 

著しい開孔 

腐食による 

開孔 

ピンホール、 

矢板のずれ、 

発錆、 

塗装欠損 

開孔部 

奥行確認 

電気防食工 
欠落・ 

全消耗 
取付不具合 

取付不具合 

一部消耗 

取付不具合 

一部消耗 
- 

水中 3D 

スキャナー 
○ ○ ○ × ○ 

マルチビーム ○ ○ × × × 

潜水目視 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

各調査手法の計測条件と作業環境による適用可否を表 e-4-1-2 に示した。 

点検目的に応じて、水中 3D スキャナーとマルチビームは広域・網羅的調査や ICT

データ取得調査、厳しい作業環境が予想される災害時被災状況調査に活用し、局所的

詳細調査では潜水調査を実施することが前提となる。 

定期点検では、点検対象範囲が広い場合は水中 3D スキャナーやマルチビームによ

り点検対象をスクリーニングして潜水調査が必要な箇所を選定し、潜水調査によりひ

びや変色、発錆、孔食を把握して老朽化度を判断する。 

スクリーニングや広域・網羅的調査では、水深 0～2m に点検対象がある場合は水中

3D スキャナー、水深 2～15m では水中 3D スキャナーまたはマルチビーム、水深 15m

以上ではマルチビームを使用する。 
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表 e-4-1-2 計測条件・作業環境による適用可否（○：点検可能、×：点検困難） 

計測条件 

広域・網羅的調査 
局所的 

詳細調査 

作業環境 

水深 0m 

～2ｍ 

水深 2m 

～15m 

水深 15m 

以深 
濁水 

流速 

1m/sec 

水中 3D 
スキャナー 

○ 〇 × × ○ ○ 

マルチ 
ビーム 

× 〇 ○ × ○ 〇 

潜水調査 × × × 
〇 

（20ｍまで） 
× × 
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４－２．水中 3D スキャナーによる点検手法 

 

（１）施設種類 

本提案の対象施設は以下のとおりである。対象外施設は、従来どおりの潜水調査を

実施する。 

  ①防波堤：「重力式」「矢板式」「杭式」 

  ②護岸：「重力式」「矢板式」 

  ③係船岸：「重力式」「矢板式」 

 

（２）施設規模 

水中 3D スキャナーによる点検を実施する施設規模は、点検面積 4,800 ㎡以上と

し、4,800 ㎡未満の場合は、従来どおりの潜水調査のみ実施する。 
 

（３）水中 3D スキャナーによる点検 

水中 3D スキャナーによる点検は、詳細調査の要否を判断するためのスクリーニ

ングの位置付けであるため、潜水調査との併用が必須となる。水中 3D スキャナーに

より異常箇所の有無や変状規模を確認し、潜水調査を実施する区域を選定しするこ

とにより、潜水調査の点検数量を軽減するものである。以下に計測距離、船速、計測

回数等の定量的な数値基準を示す。 
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① 計測距離 

水中 3D スキャナーは、点検対象物から一定の距離を保って直線的に航行しなが

らの計測が基本となる。水中 3D スキャナーで取得する点群密度は点検対象物から

の計測距離により変化し、距離が遠いほど密度は低下する。異なる計測距離から取

得した矢板護岸（水深 3m）の点群データを図 e-4-2-1 に示した。 

計測距離 5m では精度・点群密度が高いデータが取得されたが、計測幅は も狭く、

部分的に海底面のデータが取得されていなかった。計測距離 10m では、護岸・ブロッ

クの形状が十分に把握できる精度・点群密度でデータが取得され、計測幅も広がり海

底面までデータが取得されていた。計測距離 15m では、点群密度は低くなったが護

岸・ブロックの形状は明瞭に把握できた。以上の結果から点検対象物の水深が 3m 程

度と浅い場合は、計測距離を 15m 以内とする。水深が 10m 以深の場合はソナーヘッド

と点検対象物下部までの距離を 15m 以内にする必要があるため、調査船と点検対象物

との距離は 10m 以内を基本とし、得られた点群データを随時確認して調整する。 

 

  

 

図 e-4-2-1 異なる計測距離から取得した矢板護岸点群データ 
  

5m 10m 

15m 

計測幅狭い  

点群密度低い・  

歪み有  
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②船速 

点群密度は船速によって変化し、船速が速いと短時間で広域を計測できるが、

点群密度は低下する。異なる船速で取得した矢板護岸の点群データを図 e-4-2-2 に

示した。 

船速 2 ノットでは点群密度が高いデータが取得され、護岸・ブロックの形状も

明確であった。船速 3.5 ノットでは点群密度は低下したが、護岸・ブロックの形状

は概ね把握できた。船速 5 ノットでは点群密度がさらに低下し、護岸・ブロックの

形状も不明瞭であった。以上の結果から、船速は 2～3 ノットとすることを基本と

し、点検対象構造物の形状により調整することが望ましい。さらに波浪・潮流等の

影響があり低速で直進航行することが困難な場合は、随時取得した点群データを確

認して必要に応じ補測・再測を行い、十分な点群密度を確保する必要がある。  
 

 

図 e-4-2-2 船速の違いに伴う矢板護岸の計測結果 
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③計測回数 

水中 3D スキャナーが発信する音波の上下角は約 45°である。水深 10m の海域

での垂直護岸計測概要を図 e-4-2-3 に示した。計測距離が 5m の場合は、チルト角

を変えて 3 回計測することにより、水面～海底面を計測可能である。そのため、計

測回数はチルト角 15°（真横方向）、30°（斜め下方向）、45°（水底方向）の 3
回、各計測のラップ率は 25％以上を基本とする。 

点検対象物の形状・水深により斜め下方向、水底方向の角度は随時調整し、取

得データを確認して音波の届かない未測部分や点群密度の低下がある場合は再測・

補測する。 
 

 

図 e-4-2-3 水深 10m での垂直護岸計測概要 
 

④適用水深 

二町谷南防波堤の被服ブロック崩落個所を計測した水中 3D スキャナーの点群デ

ータは、水深 18m 以深でばらつきが大きく定期点検の精度を満たせなかった（図

e-2-3-14）。そのため、水中 3D スキャナーの適用水深は水面直下～水深 15m とす

る。点群密度は距離=水深が深くなるにつれて低下するため、随時取得データを確

認し、必要に応じて再測・補測する。 
 

  

5m

10m

チルト⾓：
真横向き

チルト⾓：
斜め下向き

チルト⾓：
下向き

計測幅
約5m

計測幅
約6m

計測幅
約7.5m

45°

45°
45°

取得データの
1/4以上がラップ
するように計測

取得データの
1/4以上がラップ
するように計測
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参考 1：被覆ブロックの歪みについて 

二町谷南防波堤での水中 3D スキャナー計測は、被覆ブロックの崩落と水面付近のデー

タ取得を目的とし、真横と下向きに音波を発信した。そのため、斜め下に位置する崩れてい

ない被覆ブロック部分（破線部）は音波の当たる角度が浅くなり、点群密度が低く、歪みも大

きくなっていた（図 e-4-2-4）。水面から被覆ブロックまでの点群データを取得する場合は、

斜め下方向にも音波を発信して計測する必要がある。 

水中 3D スキャナーのチルト角を変えて 5 回計測した二町谷南防波堤の計測事例を図

e-4-2-5 に、チルト角を変えて 4 回計測した新川漁港矢板護岸の計測事例を図 e-4-2-6

に示した。両者とも水面から海底まで護岸とブロックの形状が良好に計測されていた。 

 

図 e-4-2-4 二町谷南防波堤 被覆ブロックの歪み 

 

 
図 e-4-2-5 二町谷南防波堤 計測事例   

ブロック散乱状況  ブロック移動状況  
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図 e-4-2-6 新川漁港西突堤 計測事例   
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⑤海上測位方法 

水中 3D スキャナー計測で使用する慣性航法装置を表 e-4-2-1 に示した。 

三崎漁港で実施した調査は Applanix 社製 POS/MV（以下 POS とする）を用いた。

POS による海上測位は DGNSS（精度 1m 程度）であるが、電子基準点を使った航跡フ

ァイルの後処理によって、測位精度を RTKGNSS（精度数 cm）と同程度まで高めるこ

とができる。計測結果を設計図面に正確に落とし込む場合や複数回の計測結果を比

較して経年変化を把握する場合は、POS のように橋脚等衛星データの取得が困難な

箇所でも後処理可能な海上測位を行う。 

新川漁港での調査は、供試体の形状把握と矢板護岸開孔部の把握・潜水調査結果と

の比較が目的であり、高い測位精度が要求されていなかったため、SBG SYSTEMS 社製 

Ekinox-2U（以下 EKX とする）EKX を使用した。EKX は POS に比べて小型・簡易・安価

なため、目的に応じて使い分ける。EKX は防水性が高く水中 3D スキャナー直近に固定

して使用するため、小型船での浅海域での調査や災害時緊急調査に適している。 

 

表 e-4-2-1 水深 10m での垂直護岸計測概要 
機器名 慣性航法装置 高精度慣性航法装置 

機器外観 

  

型式 
SBG SYSTEMS 社製 

Ekinox-2U 

Applanix 社製 

POS/MV WaveMaster 

仕様 

センサー仕様：慣性 6 軸センサー 

精度：ロール、ピッチ：0.05°rms 

方位角：0.1°rms 

ヒーブ：5cm or 5% 

出力間隔： 大 200Hz 

防水 

センサー仕様：慣性 6 軸センサー 

精度：ロール、ピッチ：＜0.02°

rms 

方位角：0.03°rms 

ヒーブ：2cm or 2% 

出力間隔： 大 200Hz 

非防水 

機能 

海上測位、船体動揺、方位計測 海上測位、船体動揺、方位計測 

※電子基準点を利用した 

後処理補正が可能 

測位精度 
計測時   ：DGNSS（1m 程度） 計測時     ：DGNSS（1m 程度） 

後処理補正後：RTKGNSS（数 cm） 

使用事例 

・変状の計測 

・ゴムボート等小型船での計測 

・変状の計測（設計図面への活用等） 

・衛星データの取得が困難な箇所 

 （橋脚等） 
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⑥点検精度 

変状の形状・寸法が既知である供試体を使った精度検証結果から、水中水中 3D
スキャナーの適用限界は 10cm 程度の変状（凹凸）であった。実構造物においても

ブロックや陽極、欠損、矢板開孔など 10cm 程度の変状（老朽化度「a」または「ｂ」

判定）に適用可能である。 
なお、データ整理・解析時の変状抽出については、劣化の発生しやすい部位（水

面付近や波当たりの激しい箇所）や形状に着目し、点群データを適切に評価する必

要がある。 
④  

⑦ソナーヘッドの角度 

水中 3D スキャナーは、ソナーヘッドを任意の角度に固定して計測することがで

きる。船舶に艤装した際のソナーヘッドの稼働範囲は、左右方向（パン）で 0°～

360°、上下方向（チルト）で-45°～60°であり、通常の計測では船舶の進行方向

に対して真横となるパン角 90°で計測を行う（チルト角は計測回数で前述）。 

一方、消波ブロックや矢板護岸等の凹凸の大きい構造物を計測する場合は、音波

が垂直に当たる面は明瞭に計測できるが、音波が垂直に当たらない面は点群密度

の低下や未測部が発生する。このような場合は、センサーのパン角を前後方向に変

えて複数回計測し、点検精度を確保する。 

パン角を変えて矢板護岸を計測した事例を図 e-4-2-7 に示した。 
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図 e-4-2-7 パン角の違いに伴う矢板護岸の計測結果   

平面図 

平面図 

平面図 

計測方向 

計測方向 

計測方向 
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ｆ．今後の課題 

１．漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討 

１－１．センシング技術を活用した点検手法の検討 

水中 3D スキャナーやマルチビームなどのセンシング技術を活用することにより、

広範囲の漁港施設を短時間で網羅的に計測し ICT に対応する 3 次元点群データを取

得して、大きさ約 10cm の変状を把握できることがわかった。これら音響機器によ

るセンシング技術は従来の潜水調査と比較して 1 日に計測できる面積が約 80 倍と

飛躍的に向上し、潜水調査が困難な濁水中や水深 20m 以上の水深帯でも安全に計測

できる。 
一方、センシング技術はひび割れや変色、発錆、孔食等の微細な変状は判別でき

ず、経済性においても点検面積が 4,800 ㎡以下の場合、潜水調査の方が安価となる

ため、センシング技術だけでは、老朽化度を効率的に判断することはできない。漁港

施設の点検・診断技術の高度化には、点検対象に合わせて従来技術とセンシング技

術を組み合わせ、高精度で効率的な点検手法を確立する必要がある。従来技術とセ

ンシング技術を組み合わせた点検手法（案）を図ｆ-1-1-1 に示した。 
従来技術とセンシング技術の組み合わせは、点検対象の形状や条件により変化す

るため、実際の漁港施設で従来技術とセンシング技術を組み合わせた実証試験を行

い、漁港施設の条件に合った 適な組み合わせを検討する必要がある。 
さらに 3D レーザーを搭載した UAV や強力なスラスターと 4K カメラを搭載した

ROV も登場しており、陸上部点検へのセンシング技術活用や ROV による潜水士の

代替を検討することにより、漁港施設の点検・診断技術はより高度化するものと考

えられる（図 f-1-1-2、図 f-1-1-3）。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 f-1-1-1 従来技術とセンシング技術を組みあわせた点検手法（案） 

 

 

  

マルチビーム 

⽔中 3D スキャナー 

潜⽔調査 

UAV 
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機体仕様 サイズ（L×W×H） 457×338×254mm 

空中重量 10～11kg 

機体性能 最大水深 100m 

最大速度 2 ノット（3.7km/h） 

スラスター構成 前後・左右 4 機 

上下    2 機 

ケーブル 長さ 200m、600m 

ライト 輝度 4×1500 ルーメン 

光ビーム角 135°（調整可能） 

カメラ 動画解像度 1080p デジタル 

；フルハイビジョン 

視野角 水平 110° 

チルト角 ±90° 

外付けカメラ GoPRO2 基取付 

駆動時間 リチウムバッテリー 2～6 時間 

 

図 f-1-1-2 高機動ＲＯＶ（米 BlueRobotics 社 BlueROV2） 
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図 f-1-1-3 レーザー搭載 UAV による統合解析の概念図 

出典：UAV 搭載型レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル 国土交通省国土地理院 
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漁港施設の点検の手引き（案） 

～ 水中 3D スキャナーとマルチビームの活用 ～ 

令和 2 年 3 月 

水産庁漁港漁場整備部 
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1 本書の概要 

1.1 目的 

本書は、漁場漁港における深浅測量で普及が進んでいるマルチビームと、近年、水中構

造物の可視化技術として使用されている水中 3D スキャナーについて、漁港施設の機能

診断への活用が増加することが予想されるため、両社の適用条件、活用・使い分けの考え

方と計測、安全管理対策の留意点をまとめたものである。 

【解説】 

深浅測量で従来用いられてきたシングルビーム測深は水深情報を線で計測しているのに

対し、マルチビームは詳細な水底地形や底面付近の構造物を面で計測するもの、水中 3Dス

キャナーは水中構造物の形状を立体的に計測するものである。

マルチビームは 1990 年代、日本に導入され急速に普及している。詳細な地形データはデ

ジタル解析技術や GISなど ICT 技術の発展に伴い、漁港・港湾・ダム・河川における調査、

工事の分野で活用されている。 

水中 3Dスキャナーは 2014年に日本に導入され、マルチビームと同様に河川護岸や橋脚、

港湾構造物の点検等に活用されている。 

本書は、水中 3Dスキャナーとマルチビームを漁港施設の機能診断に活用するための適用

条件、活用・使い分けの考え方と計測、安全管理対策について留意点をまとめたものである。 

図 1-1 マルチビーム概念図および調査事例 

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （（社）海洋調査協会）」より転載 

シングルビーム測深：線で海底を測深する。 スワス測深：面で海底を未測なく測深する。

( )

( )
港外側

写真No.
判定

老朽化 散乱
(a)

18

施設全体 法線 上部工

根固ブロックの移動・散乱 

マルチビーム記録 潜水調査結果 
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1.2 本書の構成 

本書の構成は、以下に示すとおりである。 

 

表 1-1 本書の構成 

章 頁 内   容 

第１章 1 概要（構成・対象者・用語説明など） 

第２章 10 漁港施設とセンシング技術 

第３章 11 水中 3D スキャナーとマルチビームの適用条件 

第４章 21 水中 3D スキャナーとマルチビームの活用と考え方 

第５章 53 安全管理対策 
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1.3 手引きの記載の仕方 

本書は「基本的考え方」、「解説」、「参考情報」を以下の記述方法で記載する。 

 

 

【解説】 

基本的考え方を文章、図表、写真などで解説 

 

---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 

・事例、参考データ等を掲載する場合はこの枠組み 

---------------------------------------------------------------------------------- 

  

【基本的考え方】 

各章の冒頭に基本的考え方を整理 
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1.4 位置づけ 

本書は、水産基盤施設ストックマネジメントのための漁港施設機能診断における水中

3D スキャナーとマルチビームの活用に適用する。 

 

【解説】 

社会資本の機能保全を効果的かつ効率的に実施していくために、施設の維持管理・更新等

の最適化手法である「ストックマネジメント」が導入されている。 

水産基盤施設ストックマネジメントにおいて、簡易調査や詳細調査等の実施、調査結果に

基づく部材の老朽化度及び施設の健全度の評価、老朽化要因の特定、老朽化の予測並びに機

能保全対策の必要性の検討を行う必要がある。 

漁港施設機能診断のうち、水中部の点検診断は潜水調査により実施されているが、点検精

度・作業環境・点検費用など観点から、より効率的かつ効果的な機能診断を目指し、水中 3D

スキャナーとマルチビーム活用方法について取りまとめたものである。 

 

表 1-2 水中部既往点検方法（潜水調査）と水中 3Dスキャナー、マルチビームの相違点 

 

  

潜水調査

水中

3Dスキャナー

マルチビーム

・目視範囲が点的（スポット）で対象施設全体を俯瞰すると、点検精度が不均一

・陸上目視と比較し、均一的かつ定量的な把握が困難

・面的（２次元的）、空間的（３次元的）な評価ができないため、定量的なモニタ

　リングや災害前後の比較等への活用は困難

・局所的な点検に適し、補修設計等に必要な寸法計測が可能

・小さなひび割れ、鋼材発錆、変色の有無および変状の把握が可能

・面的（２次元的）、空間的（３次元的）な変状を把握可能であり、

　対象施設全体を均一な精度で点検可能

・時系列的な変化を定量的に評価ができるため、老朽化の進行や災害時の

　被災状況等（変化量）を定量的に把握可能、モニタリングへの活用に優れている

・ひび割れ、鋼材発錆、変色の有無は判別困難

・10cm以上の変状、5cm以上の隙間・へこみを計測可能

・水面付近～水深15mまでの水中構造物・水底の計測が可能

・面的（２次元的）・空間的（３次元的）な変状を把握可能であり、

　対象施設全体を均一な精度で点検可能

・時系列的な変化を定量的に評価ができるため、老朽化の進行や災害時の

　被災状況等（変化量）を定量的に把握可能、モニタリングへの活用に優れている

・ひび割れ、鋼材発錆、変色の有無は判別困難

・20cm以上の変状を計測可能

・水面付近は計測困難、水深15m以深の水中構造物・水底の計測が可能

・浅部は調査船の航行が困難なため計測困難

【潜水士調査と水中3Dスキャナー、マルチビーム（センシング技術）との相違点】
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なお、マルチビームを使用した深浅測量の実施にあたっては以下の基準等を参考にする

必要がある。 

 

・漁港漁場設計・測量・調査等業務共通仕様書，平成 30年 5 月，水産庁漁港漁場整備部 

・海洋調査技術マニュアル－深浅測量編－，平成 27年 10月，一社）海洋調査協会 

・水路測量法＊ 

＊水路測量法に該当する場合は、水路業務法施行令、水路業務法施細則、海上保安庁告示、水路測量業務準則、

水路測量業務準則施行細則にもとづき、作業を実施する必要がある。 

・マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）（案），平成 31 年 4月改定版，

国土交通省 港湾局 
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1.5 用語の解説定義 

本書の記載内容に関して、基本的な用語を以下に解説する。 

 

表 1-3 用語の解説 

用  語 解  説 

水中 3D スキャナー マルチビームと同様に水中構造物の形状を３次元の点群データ

として計測する音響機器。水中スキャニングソナー、3D スキャ

ニングシステムと呼ばれることもある。 

スワス測深 海底地形を面的にかつ詳細に計測する測深方法であり、マルチビ

ーム測深とインターフェロメトリ測深の総称である。 

マルチビーム マルチビームとは、ナロー（細かい）マルチ（複数の）ビームに

よる測深が名前の由来であるマルチビーム測深を略した表現で

ある。 

海上位置測位 水域において深浅測量等の調査作業、工事を実施する地点の位置

の測定を行う作業をいう。その際、工事用基準点、港湾管理用基

準面等の測量情報および利用する座標系情報が必要になる。 

３次元点群データ マルチビーム機器で測深したデータであり、平面的な位置（X,Y）

と、深さ、あるいは高さ（Z）の３要素で構成された３次元デー

タの集合体。 

メッシュデータ 点群データを格子状に区切った単位で、その範囲における３次元

点群データを平均値化、最浅値を採択するなどの加工処理したデ

ータのことである。 
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（１）水中 3Dスキャナーによる計測 

Teledyne BlueView 社製 BV5000（以下水中 3Dスキャナー）は、マルチビーム同様、音

波によって水中の構造物や地形の 3 次元計測を行う音響機器である。マルチビームと比較

して周波数が高く（1350kHz）、上下・左右に回転する雲台を操作し、任意の角度から計測

を行うことができることが特徴である。本来は海底面に三脚等で静置して、周囲 360°（最

大計測距離 30m）の計測を行うが、慣性航法装置および GNSS アンテナと同期させること

で、マルチビームのように船舶に艤装して計測することが可能である。本書では、水中 3D

スキャナーを船舶に艤装した移動計測での点検調査を想定している。 

 

 

 

Teledyne BlueView 社「BV5000」カタログより転載 

図 1-2 代表的な水中 3Dスキャナー（BV5000）と仕様 
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図 1-3 水中 3Dスキャナー計測の概要 
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（２）スワス測深 

スワス測深とは、測量船の左右方向に指向性の鋭い音響ビームを海底に照射し、船の進行

とともに一括で多数点の水深値を計測する測深システムである。 

海底地形を面的に詳細に計測するスワス測深には、主にクロスファンビーム方式に代表

されるマルチビーム測深と、インターフェロメトリ方式に代表されるインターフェロメト

リ測深の２つのシステムがあるが、構造物の変状を把握するための機能診断ではマルチビ

ーム測深を用いる。 

なお、本書では現在一般的に普及している R2SONIC 社製 Sonic2024（浅海用マルチビー

ム測深機）を用いた点検調査を想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「海洋調査技術マニュアル －深浅測量－ （（一社）海洋調査協会）」より転載 

図 1-4 スワス測深システムの計測原理の主な特徴 
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2 漁港施設機能診断とセンシング技術 

水中部の漁港施設機能診断に適用可能なセンシング技術として、航空レーザー測深シ

ステム、マルチビーム、水中３Ｄスキャナー等を上げることができる。 

 

【解説】 

水中部の漁港施設機能診断に適用可能なセンシング技術を表 2-1 に示す。漁港施設機

能診断における潜水調査、深浅測量等で活用することで、点検診断の効率化、省人化およ

び点検精度向上を図ることが可能である。 

本書では、これらセンシング技術のうち、マルチビームおよび水中 3D スキャナーによ

る漁港機能診断での活用についてとりまとめたものである。 

 

表 2-1 漁港施設機能診断に適用可能なセンシング技術（水中部） 

 

  

特徴 留意点
点検
範囲

点検
精度

コ
ス
ト

普
及
度

水中３Ｄ
スキャナー

・濁度に拘わらず水中3Dスキャナーを中心とした
　半径15m以内の水中構造物の形状を立体的に計測する
　ことが可能
・陸上レーザスキャナとナローマルチビームと併用し、
　水陸の三次元データ統合が可能

・高精度なデータが取得できるが、
　音波の到達距離が短いため、スキャ
　ナーから15mの範囲内しか計測でき
　ない。

狭域
（設置式）

広域
（曳航式）

10cm
程度

低 △

マルチ
ビーム
測深
システム

・測量船の左右方向に指向性の鋭い音響ビームを海底に
　照射し、船の進行とともに立体的に水底形状を計測する
・水深300m程度まで測深可能
・無人ボート搭載型が開発されている

・浅部では測量船の航行が困難
・ビーム間隔以下の変状は判別できない
　（精度は水深・船速による）
・音波は下方へ発信すすため、水面
　付近は計測できない。

広域
数m～
数10cm

低 ○

航空
レーザー
測深
システム

・水陸同時に三次元計測が可能
・グリーンレーザーが水部を透過、海底の精密な地形が
　取得可能
　（点密度　測深：約1点/ｍ2、地形：約10点/ｍ2）
・水深20m程度（水質条件による）
・河川測量での適用事例が多い

・広域を短時間で計測できるが、
　水質（濁り）や波浪のある場所では
　適応困難
・航空法に基づく規制がある

広域 数m 高 ○

水中点検
ＲＯＶ
システム

・水中点検用のROV(Remotely operated vehicle)で、
　水上からの遠隔操作により水中構造物や水中インフラ
　設備等の点検を行う
・ハイビジョンカメラの映像とラインレーザーにより、
　クラックの位置や大きさを測定可能
・水深100ｍまでの点検調査が可能

・潜水士では対応できない水深で長時
　間の作業が可能だが、観測機器が
　広く普及していない

狭域
数mm
程度

中 △

水中
レーザー

・サブミリメータの超高分解能データ(ソナーの数百倍)
　分解能は測定レンジ、スキャンスピードに依存する
・ALB・マルチビームと同じ三次元点群データ
・海底設置の他、ROV・船舶への取付が可能

・音波を利用した水中３Ｄスキャナー
　より精度が高いが、国内導入実績が
　ほとんどない。

狭域
（設置式）

広域
（曳航式）

数mm
程度

不
明

－

【コスト】点検１回当りのコスト、【普及性】○：広く使用、△：一部で使用

水中部の点検・診断に関わるセンシング
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3 水中 3Dスキャナーとマルチビームの適用条件 

3.1 水中 3Dスキャナーとマルチビーム活用の対象施設 

マルチビーム活用では、外郭施設・係留施設・水域施設が主な対象施設となる。 

 

【解説】 

水中３D スキャナーとマルチビームは、音波を利用していることから水中の濁りの影響

がなく、短時間で点検対象物全体の３次元データが取得可能となる。水中 3D スキャナー

は水面付近から水深 10mまで、マルチビームソナーは水底付近の深所への適用が可能であ

る。水中部の点検・診断における現状・課題と水中 3Dスキャナー、マルチビーム活用に

よる解決方策を表 3-1に示す。 

水中 3D スキャナーとマルチビーム活用では、外郭施設・係留施設・水域施設が主な対象

施設となる。 

 



 

 

 

表 3-1 水中部の点検・診断における現状・課題と水中 3Dスキャナー、マルチビーム活用による解決方策 

マルチビーム活用による対応策 水中3Dスキャナー活用による対応策

・目視困難な海象条件（濁り、波浪）
・音波を使用することで濁りに

　影響されない点検・診断が可能

・音波を使用することで濁りに

　影響されない点検・診断が可能

・局所的な変状の把握は可能

・大規模な変状全体を俯瞰することが困難

・連続的・空間的な変状把握が困難

・水深の3倍以上のビーム幅で広域の

　変状把握が可能（海底部）

・マルチビームより詳細に構造物の

　変状把握が可能

・水面付近のデータを取得可能

点検記録の

　　　　有効活用

・寸法計測によるスケッチは、潜水士の

　技量に左右

・客観的な3次元データとして、

　設計・施工に活用可能

・災害発生時の初期データとして、

　有効利用可能

・客観的な3次元データとして、

　設計・施工に活用可能

・災害発生時の初期データとして、

　有効利用可能

・水中の厳しい作業条件

　　（潜水事故・潜水病）

・潜水作業を伴わない海上作業により

　危険作業を低減

・潜水作業を伴わない海上作業により

　危険作業を低減

・少子高齢化による潜水士の減少

　歩掛6名体制

　（技師捕1・助手1・潜水士2・

　　　　　　　　連絡員1・送気員1）

・省人化が可能

　歩掛3名体制（技師捕1・助手2）

・省人化が可能

　歩掛3名体制（技師捕1・助手2）

生産性向上・

　　　点検費用

・潜水士目視調査の作業効率が低い

　潜水調査1,200㎡/日

・作業効率　100,000㎡/日（計測面積）

・マルチビームによるスクリーニング

   を実施し、潜水調査費用を低減

・作業効率　100,000㎡/日（計測面積）

・水中3Dスキャナーによるスクリー

   ニングを実施し、潜水調査費用を低減

・マルチビームより安価に計測

水中部の点検・診断における

現状（潜水調査）と課題

点検精度

安全性・作業環境

1
1
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3.2 対象とする変状 

本書で対象とする変状は、詳細調査における潜水目視調査項目であるコンクリート・鋼

材の穴開き・欠損、被覆工の移動・散乱等とする。 

 

【解説】 

（１） 水中 3D スキャナー 

水中 3D スキャナーを適用し点検の効率化・高精度化が期待できる主な対象部材は水中部

の本体工および被覆工、矢板等である。「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイ

ドライン 巻末資料 2 潜水目視調査に係る老朽化度の評価基準（参考）」の判断基準のう

ち、水深等の条件により異なるがどの対象施設についても「a」判定（部材の機能が著しく

低下している状態）は判別可能である。また、「b」判定（部材の性能が低下している状態）

は、重力式施設について小規模な欠損（10cm 程度）を、矢板式係船岸および浮体式係船岸

について L.W.L 付近に孔食がある場合は判定可能である。船揚場など水深の浅い箇所（水

深-2m以浅）は、音波を横向きに発振することで計測可能である。 

ただし、水中 3Dスキャナーの機器分解能からコンクリートのひび割れや発錆、変色は判

別困難である。また、浮体式係船岸のかぶりは音波が届きにくいため計測が困難な条件であ

る。 
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表 3-2 水中 3Dスキャナーによる老朽化度判定の適用性 

構 造 適用可能な判断基準 備考（判定例） 

重力式 【本体工（コンクリートの損傷）】 

・部材の性能が著しく低下している状態「a」は判定可能。 

・小規模な欠損「b」に対し 10cm 程度以上の規模であれば 

判定可能。 

・幅 1cm 以上のひび割れは判定不可。 

【被覆工（移動・散乱）】 

・「a」～「d」すべて判別可能。 

 

本体ブロックの欠損 

 
被覆工の移動・散乱 

  

 

 

 

 

10cm 幅の陥没 

矢板式

又は 

杭式 

【矢板・杭式（鋼材の損傷）】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。 

【被覆防食工（鋼材の腐食・露出、被覆材の損傷）】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。 

【電気防食工（陽極）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。ただし、「b」はボルトの 

ゆるみ等、軽微な判定不可。 

【被覆工（移動・散乱）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。 

浮体式 【ポンツーン外部（鋼製、RC/PC 製）（鋼材の損傷）】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。 

・幅 1cm 以上のひび割れは判定不可。 

・かぶり部については、音波が届きにくいため判定困難。 

【電気防食工（陽極）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。ただし、「b」はボルトの 

ゆるみ等、軽微な判定不可。 

【係留杭・係留チェーン】 

・10cm 程度以上の規模であれば判定可能。 

 

   ：かぶり部 

   （計測困難） 

 

 

浅所 ・船揚場など水深の浅い箇所（水深-2m以浅）でも音波を横向きに発振し計測可能。 

深所 ・水深 15m以深の深い箇所では、計測困難。 

  

基礎部欠損 



 

14 

 

（２） マルチビーム 

マルチビームを適用し点検の効率化・高精度化が期待できる主な対象部材は水中部の本

体工・被覆工等である。「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン 巻末

資料２ 潜水目視調査に係る老朽化度の評価基準（参考）」の判断基準のうち、水深等の条

件により異なるが、おおむね「a」判定（部材の機能が著しく低下している状態）は判別可

能である。また、水深 15m 以深の対象構造物についても計測が可能である。 

ただし、マルチビームの機器分解能からコンクリートのひび割れや鋼矢板の数 cm 程度の

開孔は判別困難であり、より高精度な 3Dスキャナー等のセンシング技術を適用する必要が

ある。 

なお、水域施設ではマルチビームを使用した深浅測量により面的で詳細な洗掘・堆積状況

を把握することが可能であるが、深浅測量については「漁港漁場設計・測量・調査等業務共

通仕様書等」の基準が制定されており、本書では対象外とする。 

 

表 3-3 マルチビームによる老朽化度判定の適用性 

構造 適用可能な判断基準 備考（判定例） 

重力式 

【本体工（コンクリートの損傷）】 

・部材の性能が著しく低下している状態「a」は判定可能。 

・小規模な欠損「b」に対し 50cm 程度以上の規模であれば 

判定可能。 

【被覆工（移動・散乱）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。 

 

 

 

 

 

被覆工の移動・散乱 

 

 

 

 

 

本体ブロックの欠損 

矢板式 

又は杭式 

【矢板・杭（鋼材の損傷）】 

・船舶が衝突したような著しい損傷や 50cm 程度以上の規模 

の開孔であれば判定可能。 

【電気防食工（陽極）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。ただし「b」はボルトのゆ 

るみ等、軽微なものは判定不可。 

【被覆工（移動・散乱）】 

・「a」～「d」すべて判定可能。 

浮体式 

【全点検項目（ポンツーン外部、係留杭・チェーン）】 

・マルチビームでは水面付近（水面から-2m 程度）の計測 

が適さないことから適用困難。 

・センサーを斜めに艤装した場合（右図の赤色）でも水面付

近の計測が困難。 
 

浅所 ・船揚場など水深の浅い箇所（水深-2m以浅）では調査船の航行が困難。 

深所 ・水深 15m以深の対象構造物についても計測可能。 
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3.3 水中 3Dスキャナーとマルチビームの使い分け 

音響機器は、点検目的に応じて適切に使い分けて活用する必要がある。 

 

【解説】 

水中 3D スキャナーとマルチビームは、点検目的に応じて使い分けて活用する。 

水深 0～2m を対象に計測する場合は、周波数が高く浅所において対象構造物を詳細に計

測することが可能な水中 3D スキャナーを活用する。 

水深 2～15m を対象に計測する場合は、水中 3D スキャナーとマルチビームのいずれの音

響機器でも計測可能であるため対象とする施設および損傷に応じて選択する必要がある。 

水深 15m 以深を対象に計測する場合は、水中 3D スキャナーと比較して周波数が低く、

音波の減衰しにくいマルチビームを活用する。 

なお、ひび割れや錆、変色など水中 3D スキャナーとマルチビームで計測困難な変状は、

潜水目視もしくは ROV（Remotely Operated Vehichle：無人操作艇）を用いた写真撮影で

点検を実施する。 

 

表 3-4 計測条件および作業環境に応じた点検手法 

（○：計測可能、×：計測困難） 

 

 

 

  

水深0m
～2ｍ

水深2m
～15m

水深15m
以深

水中3D
スキャナー

〇 〇 × ×

マルチビーム × 〇 ○ ×

調査員、
潜水士目視

〇 〇
〇

（水深20mまで）
〇

（水深20mまで）

計測条件
作業環境

点検対象の水深 クラック、
変色、発錆等
の微細な変状
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3.4 使用機器の仕様・構成等 

（１） 水中 3D スキャナーの使用機器・構成 

水中 3D スキャナーは、音波を発信するソナーヘッドと上下・左右のパン・チルト回転

する雲台から構成される。漁港漁場施設の水中部は、水中 3D スキャナーを舷側に艤装し

慣性航法装置、GNSS アンテナと同期させることにより航行しながら計測する。 

 

【解説】 

構造物の変状を詳細に把握し、その位置・寸法を記録するためには、深浅測量で使用する

機器構成とすることが望ましい。 

 

機器 目的・機能 

水中 3D スキャナー 海底地形等を面的に測深する機器 

動揺センサ 

（慣性航法装置） 

船体の動揺(ロール・ピッチ・ヒーブ)を計測し、各音響ビーム

の照射位置を補正 

方位センサ 

（慣性航法装置） 

船体（ソナーヘッドの方向）を計測し、各音響ビームの照射位

置を補正 

測位装置 船体（ソナーヘッド）の水平位置を検出 

音速度計 水中音速を計測し、計測データに音速度補正を適用 

データ収録誘導装置 

(PC+ソフトウェア) 
上記データを収録する 

 
図 3-1 水中 3Dスキャナーの構成例 

出典 ㈱ハイドロシステム開発  

データ収録誘導装置 

慣性航法装置 

水中 3Dスキャナー 
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水中 3D スキャナーで計測する際は、求められている点検精度（変状の正確な位置、大

きさ）や施設の立地（橋脚の下など衛星データの取得が一部困難な箇所が含まれている）

によって使用する慣性航法装置を決定する。慣性航法装置は、通常の海上測位で用いられ

る精度の DGNSS（測位精度 1m程度）の SBG SYSTEMS 社製 Ekinox-2U（以下 Ekinox）

と、電子基準点を利用した航跡の後処理補正により、RTKGNSS（数 cm）レベルまで精度

を上げることが可能な Applanix 社製 POS/MV WaveMaster（以下 POS）の 2 種類から選

択する。水中 3D スキャナーで使用する慣性航法装置について表 3-5 に示す。 

 

表 3-5 水中 3Dスキャナー計測で使用する慣性航法装置 

機器名 慣性航法装置 高精度慣性航法装置 

機器外観 

  

型式 
SBG SYSTEMS 社製 

Ekinox-2U 

Applanix社製 

POS/MV WaveMaster 

仕様 

センサー仕様：慣性 6軸センサー 

精度：ロール、ピッチ：0.05°rms 

方位角：0.1°rms 

ヒーブ：5cm or 5% 

出力間隔：最大 200Hz 

防水 

センサー仕様：慣性 6軸センサー 

精度：ロール、ピッチ：＜0.02°

rms 

方位角：0.03°rms 

ヒーブ：2cm or 2% 

出力間隔：最大 200Hz 

非防水 

機能 

海上測位、船体動揺、方位計測 海上測位、船体動揺、方位計測 

※電子基準点を利用した 

後処理補正が可能 

測位精度 
計測時   ：DGNSS（1m程度） 計測時     ：DGNSS（1m程度） 

後処理補正後：RTKGNSS（数 cm） 

使用目的 

・変状の計測 

・ゴムボート等船体の安定しない 

船舶での計測の場合（浸水の可能性

がある場合） 

・変状の計測（設計図面への活用求

められる場合） 

・対象施設に衛星データの取得が 

困難な箇所が含まれている場合 
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図 3-2 測位精度の違いによる計測データの違い 
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（２） マルチビームシステムの使用機器・構成 

マルチビームシステムは、マルチビーム測深器、慣性航法装置、測位装置から構成され

る。漁港漁場施設の水中部は、マルチビーム測深器を舷側に艤装し慣性航法装置、GNSS

アンテナと同期させることにより航行しながら計測する。 

 

【解説】 

構造物の変状を詳細に把握し、その位置・寸法を記録するためには、深浅測量で使用する

機器構成とすることが望ましい。 

 

表 3-6 マルチビームシステムの機器構成 

機器 目的・機能 

マルチビーム測深機 海底地形等を面的に測深する機器 

動揺センサ（慣性航法装置） 
船体の動揺(ロール・ピッチ・ヒーブ)を計測し、各音響ビームの照射

位置を補正 

方位センサ（慣性航法装置） 
船体（ソナーヘッドの方向）を計測し、各音響ビームの照射位置を補

正 

測位装置 船体（ソナーヘッド）の水平位置を検出 

音速度計 水中音速を計測し、計測データに音速度補正を適用 

データ収録誘導装置 

(PC+ソフトウェア) 
上記データを収録する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 マルチビームシステムの構成例 

出典 ㈱東陽テクニカＨＰ 
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マルチビームは、水中 3D スキャナーに比べて点群密度が低い。そのため、構造物を詳細

に調査するためには、同一箇所を数回計測してデータを重ね合わせて点群密度を大きくす

ることが必要である。データを重ね合わせるためには、航跡の後処理によって RTKGNSS

（精度数 cm）レベルまで精度を高めることができる POS 等の慣性航法装置を使用して計

測を行う必要がある。 

 

出典 漁港漁場関係工事積算基準 参考資料－２ マルチビーム測深 

 

 

 

 
図 3-4 計測回数による点群密度  

複数回の計測データを統合することで変状の形状・寸法をより明瞭に判別できる 
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4 水中 3Dスキャナーとマルチビームの活用の考え方と計測 

4.1 本手引きにおける水中 3Dスキャナーとマルチビームの適用性 

漁港機能診断における水中 3Dスキャナー、マルチビームなどの音響機器の活用は、詳

細調査の潜水目視調査箇所のスクリーニングや点検精度向上、点検費用低減、潜水作業の

軽減を目的とし適用する。 

また、音響機器により被災前後のモニタリングへの活用を期待することが出来る。 

 

【解説】 

作業日数１日間の潜水目視調査範囲にマルチビームを適用してもコスト高となる。音響

機器活用により得られる効果は、現場条件（調査対象の水深・面積）により異なるため、そ

れらを考慮して適用を検討する必要がある。 

各手法の点検費用を整理したのち、水中 3Dスキャナーおよびマルチビームによるスク

リーニングにより潜水調査の点検数量を絞り込むことで費用低減が可能となる点検規模を

試算した（表 4-1、表 4-2）。 

音響機器を用いたスクリニーングを実施後、点検箇所の 10％または 30％潜水調査を実施

すると想定した場合、点検面積が 3,601 ㎡または 4,800 ㎡以上で潜水目視調査の総点検費用

を低減できる結果となった（図 4-1）。 

 

表 4-1 水中 3Dスキャナー（3DS）と潜水調査を組み合わせた点検費用の比較 

 

  単位：万円 

  

点検面積（㎡）
3DS（POS）

潜水調査なし

3DS（POS）

潜水調査10%

3DS（POS）

潜水調査30%
潜水調査のみ

0～1,200 198 308 308 110

1,201～2,400 198 308 308 199

2,401～3,600 198 308 308 287

3,601～4,000 198 308 308 376

4,001～4,800 198 308 397 376

4,801～6,000 198 308 397 465

6,001～7,200 198 308 397 554

7,201～8,400 198 308 485 643

8,401～9,600 198 308 485 732

9,601～10,800 198 308 485 821

10,801～12,000 198 308 485 910
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表 4-2 マルチビームと潜水調査を組み合わせた点検費用の比較 

 

単位：万円 

 

 

図 4-1 各種水中部点検技術の点検面積あたりの点検費用 

 

  

点検面積（㎡）
マルチビーム

潜水調査なし

マルチビーム

潜水調査10%

マルチビーム

潜水調査30%
潜水調査のみ

0～1,200 223 333 333 110

1,201～2,400 223 333 333 199

2,401～3,600 223 333 333 287

3,601～4,000 223 333 333 376

4,001～4,800 223 333 422 376

4,801～6,000 223 333 422 465

6,001～7,200 223 333 422 554

7,201～8,400 223 333 510 643

8,401～9,600 223 333 510 732

9,601～10,800 223 333 510 821

10,801～12,000 223 333 510 910

3,600㎡ 4,800 ㎡ 
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水中 3D スキャナーおよびマルチビーム、潜水調査の計測条件および作業環境を表 4-3

に示した。 

水中 3D スキャナーおよびマルチビームは、潜水調査と比べて 1 日あたりに計測できる

面積が大きいため網羅的広域調査や災害時の状況調査に適している。一方で、ひびやさ

び、変色などの詳細な損傷は音響機器の性能上計測することが困難である。そのため、潜

水士を用いた局所的な詳細調査が必要となる。 

水深や濁り、流速などの作業環境は前述の 3.3 で説明したため、本章では省略する。 

 

表 4-3 各種水中部点検技術の計測条件および作業環境 

 

 

---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 

 

外郭施設における被覆・根固ブロック飛散や係留施設の重力式本体工の大きな欠損等は、

水中 3D スキャナーおよびマルチビーム測深により変状が概ね把握できる。水中部の点検に

あたり水中 3Dスキャナーおよびマルチビーム測深を用いたスクリーニングにより、潜水目

視調査の実施箇所を選定することで点検費用を低減することが可能である。 

そこで、音響機器の活用により点検費用低減が可能となる点検規模（点検対象面積）の試

算を行った。本年度は、3 回計測して統合・重ね合わせるため、水中 3Dスキャナーおよび

マルチビームの点検面積は、100,000m2/日として計算した。また、点検面積が増加した場

合の点検費用についても算出した。 

点検費用について算出した結果（表 4-4）、マルチビームと比較して水中 3D スキャナー

（POS）は、点検面積が 100,000（㎡）の場合に約 32 万円、点検面積が 500,000（㎡）の場

合に約 96 万円安価となった。 

また、点検面積増加に伴う音響機器および潜水調査の点検費用の一覧を表 4-8 に示した。 

  

計測条件
作業環境

濁水
水深15m
以深

流速
1m/sec

水際
網羅的
広域調査

災害時被災
状況調査

局所的
詳細調査

水中3D
スキャナー

○ × ○ ○ ○ ○ ×

マルチビーム ○ ○ 〇 × ○ ○ ×

潜水調査 ×
△

（20ｍまで）
× ○ × × 〇
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表 4-4 水中 3D スキャナー（POS使用）の点検費用 

 

 

 

  

水中3Dスキャナー（動揺センサーはPOSを採用した場合）（点検面積100,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

測量準備

測量準備 式 1 374,508 374,508

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

水深測量

艤装テスト 式 1 291,581 291,581 RTKGNSS

水中3Dスキャナー計測 日 1 291581 291,581
100,000㎡/日

（水深10m）

成果

報告書作成 式 1 957,490 957,490

上記の直接測量費合計 1,988,071

1㎡あたり 19.88

水中3Dスキャナー（動揺センサーはPOSを採用した場合）（点検面積500,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

測量準備

測量準備 式 1 374,508 374,508

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

水深測量

艤装テスト 式 1 291581 291,581 RTKGNSS

水中3Dスキャナー測深 日 5 291581 1,457,905
100,000㎡/日

（水深10m）

成果

報告書作成 式 5 957,490 4,787,450

上記の直接測量費合計 6,984,355

1㎡あたり 13.97
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表 4-5 水中 3Dスキャナー（Ekinox使用）の点検費用 

 

 

 

  

水中3Dスキャナー（動揺センサーはEkinoxを採用した場合）（点検面積100,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

測量準備

測量準備 式 1 374,508 374,508

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

水深測量

艤装テスト 式 1 253,506 253,506 RTKGNSS

水中3Dスキャナー測深 日 1 253,506 253,506
100,000㎡/日

（水深10m）

成果

報告書作成 式 1 957,490 957,490

上記の直接測量費合計 1,911,921

1㎡あたり 19.12

水中3Dスキャナー（動揺センサーはEkinoxを採用した場合）（点検面積500,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

測量準備

測量準備 式 1 374,508 374,508

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

水深測量

艤装テスト 式 1 253,506 253,506 RTKGNSS

水中3Dスキャナー測深 日 5 253,506 1,267,530
100,000㎡/日

（水深10m）

成果

報告書作成 式 5 957,490 4,787,450

上記の直接測量費合計 6,755,905

1㎡あたり 13.51
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表 4-6  マルチビームの点検費用 

 

 

 

費用算定の参考資料 

マルチビーム：漁港漁場関係工事積算基準（水産庁） 

 

  

マルチビーム（点検面積100,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

測量準備

測量準備 式 1 374,508 374,508

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

水深測量

艤装テスト１ 式 1 413,681 413,681 RTKGNSS

マルチビーム測深 日 1 413,681 413,681
100,000㎡/日

（水深10m）

成果

報告書作成 式 1 957,490 957,490

上記の直接測量費合計 2,232,271

1㎡あたり 22.32

マルチビーム（点検面積500,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

測量準備

測量準備 式 1 374,508 1,872,540

機材運搬 式 1 72,911 364,555 25km未満

水深測量

艤装テスト１ 式 1 413,681 413,681 RTKGNSS

マルチビーム測深 日 5 413,681 2,068,405
100,000㎡/日

（水深10m）

成果

報告書作成 式 5 957,490 4,787,450

上記の直接測量費合計 9,506,631

1㎡あたり 19.01
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表 4-7  潜水調査の点検費用 

 

 

 

費用算定の参考資料 

潜水調査：維持管理計画書策定のための現地調査積算基準（国土交通省港湾局） 

 

  

潜水調査（点検面積1,200㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

計画準備 式 1 140,100 140,100

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

潜水調査（重点項目） 日 1 290 348,000 1,200㎡/日

成果

報告書作成 式 1 540,905 540,905

上記の直接測量費合計 1,101,916

1㎡あたり 918

調査・測量準備

現地調査

潜水調査（点検面積6,000㎡の場合）

工種 細目 単位 数量 単価 金額 備考

計画準備 式 1 140,100 140,100

機材運搬 式 1 72,911 72,911 25km未満

潜水調査（重点項目） 日 5 290 1,740,000 1,200㎡/日

成果

報告書作成 式 5 540,905 2,704,525

上記の直接測量費合計 4,657,536

1㎡あたり 776

調査・測量準備

現地調査
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表 4-8 音響機器および潜水調査の点検費用一覧 

 

水深 10m を計測した場合 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

計測費用

（万円）

計測面積

（㎡）

計測費用

（万円）

計測面積

（㎡）

計測費用

（万円）

計測面積

（㎡）

調査費用

（万円）

調査面積

（㎡）

1 198 100,000 191 100,000 223 100,000 110 1,200

2 323 200,000 312 200,000 360 200,000 199 2,400

3 448 300,000 433 300,000 497 300,000 287 3,600

4 573 400,000 554 400,000 634 400,000 376 4,800

5 698 500,000 675 500,000 771 500,000 465 6,000

6 823 600,000 796 600,000 908 600,000 554 7,200

7 948 700,000 917 700,000 1,045 700,000 643 8,400

8 1,073 800,000 1,038 800,000 1,183 800,000 732 9,600

9 1,198 900,000 1,159 900,000 1,320 900,000 821 10,800

10 1,322 1,000,000 1,281 1,000,000 1,457 1,000,000 910 12,000

11 1,447 1,100,000 1,402 1,100,000 1,594 1,100,000 999 13,200

12 1,572 1,200,000 1,523 1,200,000 1,731 1,200,000 1,087 14,400

13 1,697 1,300,000 1,644 1,300,000 1,868 1,300,000 1,176 15,600

14 1,822 1,400,000 1,765 1,400,000 2,005 1,400,000 1,265 16,800

15 1,947 1,500,000 1,886 1,500,000 2,142 1,500,000 1,354 18,000

16 2,072 1,600,000 2,007 1,600,000 2,279 1,600,000 1,443 19,200

17 2,197 1,700,000 2,128 1,700,000 2,417 1,700,000 1,532 20,400

18 2,322 1,800,000 2,249 1,800,000 2,554 1,800,000 1,621 21,600

19 2,447 1,900,000 2,370 1,900,000 2,691 1,900,000 1,710 22,800

20 2,572 2,000,000 2,492 2,000,000 2,828 2,000,000 1,799 24,000

調査

日数

潜水調査マルチビーム水中3Dスキャナー（POS） 水中3Dスキャナー（Ekinox）
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4.2 漁港施設点検で求められる精度 

定期点検診断でのマルチビーム活用にあたり、点検に求められる精度を確保する必要

がある。 

 

【解説】 

（１）潜水目視調査における要求精度 

適切な機能診断・劣化度評価を行うためには「水産基盤施設ストックマネジメントのため

のガイドライン 巻末資料２ 潜水目視調査に係る老朽化度の評価基準」を満足する必要

がある。 

評価基準のうち、音響機器が適用可能な点検項目を表 4-9、表 4-10 に示す。音響機器で

確認した「a」判定（部材の機能が著しく低下している状態）や確認できない点検項目につ

いては、必要に応じ潜水目視調査を実施するなどの措置を講ずるものとする。 

 

 

---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 

重力式防波堤等の施設では、ひび割れ・鉄筋露出を判断することは困難であるが、水中 3D

スキャナーは 10cm 程度、マルチビームは 50cm 程度以上の欠損、本体工・ブロックの移動

等について適用可能である。 

 

表 4-9 重力式防波堤の判定基準及び水中 3Dスキャナーの適用性 

 

 

  

対象施設 調査方法
3DS

判定可否
ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ
判定可否

a ○ ○

d

a ○ ○

○
10cm程度

△
50cm程度

c

d

a ○ ○

b ○ ○

c --- ---

d ○ ○

調査項目 老朽化度の判断基準

重力式
防波堤
(消波堤)

本体工
(側壁、
 スリッ
ト
 部)

コンクリートの
劣化、損傷
(RCの場合)

潜水調査
・ひび割れ、剥離、
  損傷、欠損
・鉄筋露出
・老朽化の兆候

中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b
複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。

広範囲に亘り鉄筋が露出している。

c
一方向に幅3mm程度のひび割れがある。

局所的に鉄筋が露出している。

老朽化なし。

コンクリートの
劣化、損傷
(無筋の場合)

潜水調査
・ひび割れ、剥離、
  損傷、欠損
・老朽化の兆候

性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。

b
幅1㎝以上のひび割れがある。

小規模な欠損がある。

幅1cm未満のひび割れがある。

老朽化なし。

被覆工 移動、散乱
潜水調査
・被覆工等の移動・
　散乱

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の散乱がある。

---

老朽化なし。
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また、矢板式係船岸等の施設では、被覆防食工の変状を判断することは困難であるが、鋼

材の開孔や変形・著しい損傷等、a判定となるような老朽化については、水中 3Dスキャナ

ーで 10cm 程度、マルチビームで 50cm 程度の変状であれば適用可能であった。 

電気防食工や被覆工は水中 3D スキャナー、マルチビームとも a～d 判定の老朽化判断に

適用可能であった。 

 

表 4-10 矢板式係船岸の判定基準及び音響機器の適用性 

 

 

  

対象施設 調査方法
3DS

判定可否
ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ
判定可否

○
10cm程度

△
50cm程度

L.W.L付近
計測〇

L.W.L付近
計測×

○ ×

○ ×

× ×

c × ×

d × ×

a

b

c

d

a

d

a ○ ○

b ○ ○

c --- ---

d ○ ○

a ○ ○

b ○ ○

c --- ---

d ○ ○

矢板式
係船岸

矢板

鋼材の腐食、
亀裂、損傷
（防食工を施して
　いる場合）

潜水調査
・穴あきの有無
・水面下の鋼材の腐食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

a
腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

開孔箇所から裏理材が流出している兆候がある。

b
L.W.L付近に孔食がある。

全体的に発錆がある。

部分的に発錆がある。

付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

調査項目 老朽化度の判断基準

b

被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の
損傷が生じている。

保護カバー等に欠損がある。

c

被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ
等の損傷がある。

保護カバー等に損傷がある。

被覆
防食
工

塗装の場合 潜水調査
・欠陥面積率

欠陥面積率10%以上

欠陥面積率0.3%以上10%未満

欠陥面積率0.03%以上0.3%未満

欠陥面積率0.03%未満

有機被覆、
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被
覆、
ﾓﾙﾀﾙ被覆、
金属被覆
の場合

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

鋼材が露出し、錆が発生している。

被覆工 移動、散乱
潜水調査
・被覆工等の移動・散
乱

被覆工の散乱があり、かつ捨石材の流出が見られる。

被覆工の移動、散乱がある。

---

老朽化なし。

老朽化なし。

電気防食工
潜水調査
・状況の確認（全数）

陽極の欠落又は全消耗。

陽極取付の不具合
（ボルトのゆるみ等、軽微なものは判別不可）。

---

欠落等の異状なし。
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【音響機器で計測可能な変状サイズ】 

水中 3D スキャナーとマルチビームにより岸壁壁面に設置した供試体を船速 2～3 ノット

で計測した。 

水中 3D スキャナーは 20cm と 10cm の凹凸は概形と幅・奥行きを計測することが可能

で、5cm の凹部は隙間を確認できた。5cm の凸部は確認できなかった。マルチビームは 20cm

程度の凹凸を計測可能であったが、10cm 程度の凹凸は計測できなかった。 

供試体は、水中 3D スキャナー、マルチビームとも最も点群密度が高く取得できる設定で

計測した。水中 3Dスキャナーの点群密度は 45 点/100cm2、マルチビームは 26/100cm2 と

なり、水中 3Dスキャナーの密度はマルチビームの約 2 倍であった。 

 

凸

型

供

試

体 
   

 凸 5cm×5cm 凸 10cm×10cm 凸 20cm×20cm 

平
面
図 

   

側
面
図 

   

図 4-2 凸型供試体を用いた精度試験結果（水中 3Dスキャナー計測） 

  

進行方向 進行方向 進行方向 
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凹

型

供

試

体 

   

 凹 5cm×5cm 凹 10cm×10cm 凹 20cm×20cm 

平
面
図 

   

側
面
図 

   

図 4-3 凹型供試体を用いた精度試験結果（水中 3Dスキャナー計測） 

  

進行方向 進行方向 進行方向 
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凸

型

供

試

体 
   

 凸 10cm×10cm 凸 20cm×20cm 凸 30cm×30cm 

平
面
図 

   

側
面
図 

 
  

図 4-4 凸型供試体を用いた精度試験結果①（マルチビーム計測） 
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凸

型

供

試

体 
  

 凸 40cm×40cm 凸 50cm×50cm 

平
面
図 

  

側
面
図 

  

図 4-5 凸型供試体を用いた精度試験結果②（マルチビーム計測） 
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凹

型

供

試

体 
   

 凹 10cm×20cm 凹 20cm×20cm 凹 30cm×20cm 

平
面
図 

   

側
面
図 

   
図 4-6 凹型供試体を用いた精度試験結果（マルチビーム計測） 

 

  
図 4-7 水中 3Dスキャナーとマルチビームの最大点群密度 
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水中 3D スキャナーとマルチビーム精度検証結果は以下のとおりである。 

【水中 3Dスキャナー】 

・凸・凹部の 20cm および 10cm 幅の供試体は明瞭に判別することができた。 

・凸部の 5cm 幅の供試体は判別できなかったが、同じサイズの凹部は隙間があることが

確認された。 

【マルチビーム】 

・凸部の 50cm、40cm、30cm、20cm、凹部の 30cm、20cm 幅の供試体は明瞭に判別 

することができた。 

・凸部の 10cm 幅の供試体は判別できなかったが、同じサイズの凹部は隙間があること

が確認された。 

 

上記の結果を踏まえ、水中 3Dスキャナーとマルチビームの精度検証結果について表 

4-11に示す。 

以上から、水中 3Dスキャナーで計測する場合は、10cm 程度の変状（凸部・凹部）、マ

ルチビームで計測する場合は、20cm 程度の変状（凸部・凹部）が適用限界と考えられ

る。 

 

表 4-11 水中 3Dスキャナーおよびマルチビームの精度検証結果 

供試体 水中 3D スキャナー マルチビーム 備考 

① 凸部 20cm×20cm 形状判別可能 形状判別可能 

船速 2～3 

ノット 

② 凸部 10cm×10cm 形状判別可能 形状判別困難 

③ 凸部  5cm× 5cm 形状判別困難 ― 

④ 凹部 20cm×20cm 形状判別可能 形状判別可能 

⑤ 凹部 10cm×10cm 形状判別可能 変状の有無を確認 

⑥ 凹部  5cm× 5cm 変状の有無を確認 ― 
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4.3 水中 3Dスキャナーによる計測の実施 

計測計画に基づき、点検に求められる精度を確保しつつ、安全に配慮し計測を実施す

る。 

 

【解説】 

水中 3Dスキャナーでの計測は、マニュアル、手引きなどは公表されていない。そのた

め、水中 3Dスキャナーによる計測も、以下に示す「マルチビームを用いた深浅測量マニュ

アル（浚渫工編）,平成 30年 3月,国土交通省 港湾局」に準じることを基本とする。 

 

（１）計測角度と計測精度 

水中 3D スキャナーの点群密度は、水深・船速・発振回数・計測回数により決まる。水中

3D スキャナーは、マルチビームに比べてスワス幅（計測幅）が狭いため、センサーの上下

の向き（チルト角）を対象構造物の形状や水深によって調整して複数回データを計測し、取

得したデータを統合することで対象となる施設全体を計測する。また、マルチビームに比べ

て高い周波数で音波を発信しているため、計測精度は高いが、音波の減衰により水深 20m

以深は計測が困難である。これらの機器特性を踏まえ、求められる計測精度を満たすよう計

測計画を立案する必要がある。 

 

 
図 4-8 水中 3Dスキャナーの計測範囲  
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（２）GNSS テスト 

水深測量時に使用する基準点測量、海上測位方法に関して、十分な精度を有していなけれ

ばならない。 

GNSSは、測量実施前に以下の運用基準に則り、精度確認を行わなければならない。 

 精度確認の方法は既設基準点における事前チェックとする。 

 観測時間は 10 分以上、収録間隔は 1 回／秒以上で行う。 

 海上測位結果は、測位誤差の許容範囲は 0.5m 以内とする。 

 観測結果は、GNSS精度管理表に取りまとめる。 

 

（３）機器の取り付け（オフセット） 

マルチビーム測深機器本体および周辺機器の位置関係を明確にし、計測中も位置関係が変

化しない様に機器を取り付けるものとする。 

計測したオフセット値は、マルチビーム測深システム点検簿に記載する。艤装状況に変更

があった場合必ず計測をやり直す。 

 

（４）喫水確認 

喫水の確認は、バーチェックにより行うものとする。水面を基準(0m)とし反射板を吊り下

げ数mで固定し、ソナーヘッドから反射板の距離を水中 3Dスキャナーで計測、記録する。

水面を基準とした吊り下げ長から計測したソナーヘッドと反射板の距離を減じたものが喫水

値となる。この作業を３回行いその平均値により喫水値の確認を行う。 

また、標尺での計測や取り付けパイプに付した喫水目盛りを読み取るなども同時に行う。 

 

（５）パッチテスト 

水中 3Dスキャナーは、水面に対しできるだけ水平、垂直に艤装することを基本とする

が、船の形状や、固定時の固定ワイヤー等の張り具合により、必ず取付け誤差が発生する。

この取付け角度の誤差（以下、バイアス値）と各機器の収録遅延（以下、レイテンシー）を

求めるために、パッチテストを行う。パッチテストは、測深中艤装状況に変化がないことが

前提であり、変化があった場合は必ず再計測を行う。 

 

（６）音速度測定 

水中の音速度は水温・塩分で変化する。そのため、現地計測時に随時水温・塩分の測定を

実施する。測定は、水中音速度計による測定を基本とする。 

測定位置は計測海域の中央付近で可能な限り深い地点とする。汽水域など水温・塩分が変

化する海域では、適切に測定点を配置することが望ましい。なお、測定は一日作業で 1回以

上行うものとし、計測位置の記録も同時に残しておく。測定結果は、音速度測定結果表に取

りまとめる。 
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（７）計測方法 

変状判別の精度を左右する点群密度は水深・船速・発振回数・計測回数により決定され

る。現地状況や対象とする構造物や変状により、パン・チルト角・船速・計測回数をあらか

じめ正確に計画することは困難であるため、１施設、又は１スパンの計測が終了した時点

で、計測を中断し、取得データの確認を行い補測・再測の要否を判断する。 

 

①パン・チルト角 

水中 3D スキャナーは、センサーの角度を指定することで任意の角度で計測することがで

きる。船舶に艤装した際のセンサーの稼働範囲は、左右方向（パン）で 0°～360°、上下

方向（チルト）で-45°～60°である（図 4-9）。4.3（1）でも述べた通り、マルチビームに

比べてスワス幅（計測幅）が狭いため、チルト角を対象構造物の形状や水深によって調整し

て計測する。チルト角は、真横方向（15°）、斜め下方向（30°）、水底方向（45°）、パン

角は作業船に対して真横向き（90°）を基本として計測する。計測対象に合わせて複数回計

測したデータを統合することで対象となる施設全体の点群データを取得する。チルト角を

変えて計測した事例を図 4-10、パン角を変えて計測した事例を図 4-11 に示す。 

 

図 4-9 水中 3Dスキャナーセンサー稼働範囲  

180° 180° 

チルト（上下方向） パン（左右方向） 
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図 4-10 チルト角の違いに伴う矢板護岸の計測結果事例 

 

 

図 4-11 パン角の違いに伴う矢板護岸の計測結果事例  

【水中 3D スキャナ-】：発信部の角度（横、斜め下、下）を変えて複数回計測しパーツを統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ナローマルチ】：点群密度の薄いデータを角度を変えて 3回計測し、全てのデータを重合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

パン 60°（斜め前方向き） 

パン 90°（真横向き） 

パン 120°（斜め後方向き） 

点群密度低く点群がばらつく 

点群密度高く点群のばらつきが小さい 

矢板進行方向面で点密度高い 

進行方向と逆の矢板面で高密度 

矢板に未測部が無い 

チルト 0° 

チルト 30° 

チルト 45° 

 
平面図 

未測あり 

計測方向 

 

平面図 

計測方向 

未測はないが、低密度 

計測方向 

 平面図 

計測方向と逆の矢板面で高密度 
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水中 3Dスキャナーは、通常の計測では、作業船の進行方向に対して真横向き（パン90°）

を基本として計測を行う。一方、矢板護岸等の凹凸の大きい構造物を計測する場合、音波が

垂直に当たる面は明瞭に計測可能だが、音波が垂直に当たらない面は計測が困難である。こ

のような場合は、センサーのパン角を前後方向に変えてデータを取得し、計測データを統合

することで複雑な凹凸形状を持つ構造物を未測なく計測することが可能である。 

 

②船速 

点群密度は船速に左右されるため、できるだけ低速で計測し、点群密度を大きくする必要

がある。そのため、船速は 2～3ノットが目安となる。一方、波浪・潮流等の影響がある点

検区域では計画測線を低速で直進航行することは困難であるため、船速が目安より早い場合

は、補測・再測を行い、十分な点群密度を確保する必要がある。 

 

③計測回数 

水中 3Dスキャナーは、対象構造物の形状や水深によってチルト角を調整して複数回計測

を行い、データを統合することで対象となる施設全体の点群データを取得する。水深 10m

での計測時は、チルト角を真横方向（15°）、斜め下方向（30°）、水底方向（45°）の角

度を基本として 3回以上の計測を行う。 
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④適用水深 

水中 3Dスキャナーは、マルチビームに比べて高い周波数で音波を発信しているため、計

測精度は高いが、音波の減衰により水深 20m以深は計測が困難である。したがって、水中

3Dスキャナーによる計測は構造物の水面から水深約 15mまでが対象となる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-12 水深 20m 付近での水中 3Dスキャナーとマルチビームの取得データ比較 

 

  

  

  

水中 3D スキャナー 

ナローマルチビーム 

水深 20m 以深 

ナローマルチビーム断面図 

水中 3Dスキャナ断面図 

ばらつきが大きい 

水深 20m 以深 

水深 15m 

水深 18m 
(最適計測水深) 
   

  

水中 3D スキャナー 

ナローマルチビーム 

水深 20m 以深 

ナローマルチビーム断面図 

水中 3Dスキャナ断面図 

ばらつきが大きい 

水深 20m 以深 

  

  

水中 3D スキャナー 

ナローマルチビーム 

水深 20m 以深 

ナローマルチビーム断面図 

水中 3Dスキャナ断面図 

ばらつきが大きい 

水深 20m 以深 
 

水深 15m 

水深 18m 

マルチビーム マ ル チ ビ ー ム 断 面 図 
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4.4 マルチビームによる計測の実施 

測線計画に基づき、点検に求められる精度を確保しつつ、安全に配慮し計測を実施す

る。 

 

【解説】 

（１）測線間隔と計測精度 

点検精度は３次元データの点群密度により大きく異なる。３次元データの点群密度は、水

深・船速・発振回数・計測回数により決まるため、調査実施前に現地状況を踏まえて、求め

られる点検精度を満たすよう測線計画を立案する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 点群密度の計画例 

 

  

0.07m 

2～3knots 

係船岸 

断面図 

分解能：進行方向 7cm 

分解能：左右方向 

ビーム角度 0.5° 

2.1ｍ/（21°/0.5°）= 5cm 
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（２）GNSS テスト 

水中 3D スキャナーと同様 

 

（３）機器の取り付け（オフセット） 

水中 3D スキャナーと同様 

 

（４）喫水確認 

水中 3D スキャナーと同様 

 

（５）パッチテスト 

水中 3D スキャナーと同様 

 

（６）音速度計測 

水中 3D スキャナーと同様 

 

（７）計測方法 

変状判別の精度を左右する点群密度は水深・船速及び計測回数により決定される。現地状

況や対象とする構造物や変状により、測線位置・船速・計測回数をあらかじめ正確に計画す

ることは困難であるため、１施設、又は１スパンの計測が終了した時点で、計測を中断し、

取得データの確認を行い補測・再測の要否を判断する。 
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①測線間隔 

マルチビームの測線間隔は水深の約 2倍を目安とする。マルチビームの特性としてセンサ

ー直下の分解能が最も高い。そのため、現地計測中に変状が確認された場合、変状箇所の直

上に測線を設定し、補足を実施するとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-14 測線の違いによる変状の見え方 

 

 

②船速 

水中 3D スキャナーと同様。船速は 2～3ノットが目安となる。 

 

③計測回数 

マルチビームの届いていない未測箇所は再測・補測の必要があるが、約 20cm以上の変状

を対象とする場合の計測回数は 3回を基本として点群密度を高める。約 50cm以上の変状を

対象とする場合の計測回数は１回とするが、随時未測部分が無いことを確認する。 

 

 

測
線
①   

 

測
線
②   

港外 港内 

港外側法線から 10m離れた測線① 港外側法線から 30m離れた測線② 
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図 4-15 マルチビーム計測のデータ重ね合わせ 

  

【水中 3D スキャナ-】：発信部の角度（横、斜め下、下）を変えて複数回計測しパーツを統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【ナローマルチ】：点群密度の薄いデータを角度を変えて 3回計測し、全てのデータを重合せ 
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④適用水深 

海底面のブロック移動等の判定可否は水深により異なる。水深の違いによるセンサー直下

及びビーム端部でのビーム間隔を下表に示す。対象物の大きさにもよるが、水深 20m程度

であればセンサー直下のビーム間隔は 20cmとなり、ブロック移動を判別可能といえる。 

岸壁側面などの欠損等の変状を対象にする場合、分解能はセンサーと構造物との離岸距離

及び船速により決まる。岸壁に近づけない場合や高速（4ノット以上）の場合は、水深（分

解能）に留意する。 

 

表 4-4 水深とビーム間隔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水深(m) 直下ビーム間隔(m) 端部ビーム間隔(m)

5 0.03 0.14

10 0.08 0.31

20 0.17 0.65

30 0.25 1.00

50 0.43 1.69

100 0.86 3.40

センサーの喫水1mの場合

センサー 

水深 50m 

水深 25m 

0.5° 

0.5° 

端部は精度が低く、 

ﾋﾞｰﾑ間隔が広い 

水面 

直下は精度が高く、ﾋﾞ

ｰﾑ間隔が狭い 
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---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 

【浚渫工の施工管理等を目的とした場合の点群密度】 

「マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(浚渫工編)(平成 30年 4 月改定版)国土交通

省 港湾局」では点密度を 1.0m 格子 3点以上と規定しているが、マルチビームを構造物

の点検に適用する場合は、更に点群密度を大きくし、変状を判定する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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4.5 解析方法 

点検に求められる精度を考慮し計測データから変状抽出などの解析を行う。 

 

【解説】 

解析により作成した３次元データから変状を抽出する。この際、マルチビームの特性や構

造物変状の発生しやすい箇所などを考慮しながら解析する必要がある。 

 

（１）ノイズ除去処理 

ノイズには音響的、電気的なものの他、浮遊物、魚群、泡など海中を浮遊する物体などが

ある。ノイズの除去は、解析ソフトにより統計的にある程度削除することができるが、統計

的な処理では限界があるため、最終的にはプロファイル表示し手作業による除去作業を行う

必要がある。判断に迷う記録については画像等を残し他測線の記録などから総合的に判断す

る。 

 

 

図 4-16 エラーデータ等の除去処理例 

 

  

除去前 

除去後 

ノイズ等 



 

50 

 

水中 3D スキャナーでの計測は、4.3（7）①で述べた通り、センサーの上下の向き（チル

ト角）を対象の形状や水深によって調整して計測し、複数回の計測で取得したデータを統合

することで対象となる施設全体を計測する。そのため、各測線のデータが違和感なく合成す

るようにデータを除去する必要がある。 

水中 3D スキャナーで取得できるデータ形式は 3次元点群データであるため、マルチビ

ームや陸上レーザースキャナーで計測した点群データと統合することが可能である。陸上

の点群データと統合することで、陸上～水中をシームレスな空間情報として表現すること

ができる。 

 

 

図 4-17 陸上データと水中データの統合（矢板岸壁） 

 

 

図 4-18 陸上データと水中データの統合（重力式構造物 本体工） 

  

水面 
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（２）変状箇所の抽出 

対象施設ごと、または適当なスパン毎に３次元データを抽出し、変状の起こりやすい箇所

（防波堤マウンド法肩・法尻など）を重点的に変状の有無を確認する。 

なお、点群データは１方向からのみではなく、回転させてさまざまな方向から俯瞰するこ

とで、変状の把握が容易になる。 

 

 

 

 

図 4-19 ３次元点群データによる変状箇所の抽出 

  

ブロック式防波堤下端の欠損 

( )

( )
(a)

写真No. 24

老朽化

港外側基礎部

欠損
判定

施設全体 法線 上部工

各方向からの俯瞰により変状を抽出する 
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---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 

【電気防食工の陽極の判定】 

水中 3D スキャナーとマルチビームを用いた試験では、電気防食工の陽極（L=700mm、

300×280mm）を明瞭に把握することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-20 電気防食工の陽極 

  

【水中 3D スキャナー】              【マルチビームソナー】 

   

   

                  

NMBS 3DSC 

水面 水面 

複数回データ統合 複数回データ重合せ 

計測 

1 回の計測で得られた点群 1 回の計測で得られた点群 

防食陽極断面 防食陽極断面 

  



 

53 

 

【矢板護岸の L.W.L 付近の開孔確認】 

水中 3D スキャナーによる試験では、矢板護岸の L.W.L.付近の開孔部を明確に確認する

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

  

⑧ ⑩ ⑪ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② 
① 

⑨ 

⑧ ⑩ ⑪ 
① 

② ③ ④ ⑤ ⑥ 
⑦ 

⑨ 

水中 3D スキャナー計測結果 

ブロックの陰 

ブロック 

水面 

上流 下流 

平面図 側面図 

矢板 

開孔部奥行 

約 0.5m 

縦約 0.8m 

横約 0.3m 

ブロックの陰 開孔部 

：潜水目視で確認した開口部 ：水中 3D スキャナーで確認した開口部 

：ブロックの陰（点群未測） 
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5 安全管理対策 

5.1 関連法令 

マルチビームを用いた測量に伴う、海上作業については、関係する法令等を遵守する必

要がある。 

(1) 水路業務法 

(2) 測量法 

(3) 港則法 

(4) 海上交通安全法 

(5) 海上衝突予防法 

(6) 港湾法 

(7) 漁港漁場整備法 

(8) 海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律 
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5.2 作業手続き 

マルチビームの実施にあたり、事前に水路測量許可、海上作業の許可・届出、他の関係

する法令に規定する許可や届出を提出する。また、地方条例や各団体等によって定められ

た同意・承諾等を遵守してその履行に適切な対応を行う。 

さらに、作業の実施にあたっては、調査海域を管轄する関係機関や関係者への作業内

容、作業方法および作業工程の周知を行う必要がある。 

 

【解説】 

管轄海上保安部への海上作業の許可申請は、原則、作業を行う１か月前までに、受注者

が管轄の港長又は海上保安部署等へ行う。水路業務法６条に該当する場合の申請は、所轄

の管区海上保安本部長へ行い、２つ以上の海上保安本部管轄海域にまたがる測量の場合

は海上保安庁長官へ申請を行う。 

この許可申請に基づき、実施される測量作業区域、方法等の公示が行われるほか、水路

通報や航行警報が発出され、測量作業について安全周知が行われる。 
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---【参考情報】---------------------------------------------------------------- 

【水路測量の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上保安庁海洋情報部ＨＰ 

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/suirosoku.html 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/suirosoku.html
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ａ．課題名 

平成 31 年度水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場施設の長寿命化対策検討調査」のうち、人工

知能（AI）を活用した老朽化診断手法の検討 

 

ｂ．実施機関及び担当者名 

［国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産工学研究所］  

三上 信雄 

［一般社団法人 水産土木建設技術センター］   

松本 力 

完山 暢 

寺澤 知彦 

小金山 透 

 

ｃ．ねらい 

既存の「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン」（以下、「ガイドライン」

という）や「水産基盤施設機能保全計画策定の手引き」（以下、「手引き」という）では、簡易調

査、老朽化度の評価において調査員の目視を基本としている。しかし、点検における老朽化度判

定においては調査員により判定結果が異なることがあり、客観性に欠ける課題がある。今後の技

術者不足を考慮すれば、漁港施設の点検・診断においては一層の効率性が求められる。 

平成 30年度では人工知能（AI）を用いた老朽化診断の方向性について取りまとめたところであ

る。平成 31年度は、平成 30年度の調査結果を踏まえ、漁港構造物の写真からひび割れを検出し、

自動的に老朽化度を判定する診断方法について検討し、診断精度の向上を図るための老朽化状況

写真の撮影方法、深層学習方法について検討を行い、実用可能な診断手法の提案を目的とした。 
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ｄ．方法 

１. 漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討 

１－２ 人工知能（AI）を活用した老朽化度診断手法の検討 

 平成 30 年度調査では人工知能を用いた老朽化度診断の方向性について取りまとめた。平成 31

年度（令和元年度）には、平成 30年度調査の結果を踏まえ、診断精度の向上を図るための老朽化

状況写真の撮影方法、深層学習方法について検討を行い、漁港構造物の写真からひび割れを検出

し、自動的に老朽度を判定する診断方法について検討した上で、実用可能な診断手法を提案する。 

①人工知能の教師データ及び老朽化度判定に利用するための標準的な写真撮影手法 

②人工知能による「ひび割れ」画像判読の高精度化 

③判別された「ひび割れ」画像による老朽化度診断の基本システムの構築と実用化の提案 

 

図 d-1-2-1-1に検討フローを示す。なお、平成 30年度には図 d-1-2-1-2 のようなフローを提案

したが、本年度の検討を進める中で、より的確な手法になるように手順を変更した。 

 

図 d-1-2-1-1 検討フロー（システム構成） 

1. 画像撮影
（点検者撮影）

2. 画像処理
(元画像の分割)

5. 変状図作成
(写真構成と作図)

4. ひび割れ幅特定

6. 定量解析
(密度等の評価)

3. ひび割れの判読
（AI判読）

7. 老朽化度判定
（指標値分類）

1-① 撮影基準の設定
1-② 現地でのひび割れ画像撮影

6-① ひび割れ密度評価基準の設定
6-② ひび割れ密度の計測

7-① 老朽化度の指標値分類の設定
7-② 老朽化度の判定

2-① 分割方法の検討
2-② 教師画像の区分方法の検討
2-③ 教師画像作成

3-① 教師画像による学習
3-② 教師画像の判別率検証
3-③ ひび割れ判定基準の検討
3-④ 漁港写真でのひび割れ検出
3-⑤ 判別精度の改善

4-① 画像処理方法の検討
4-② ひび割れ幅計測方法の検討

5-① 検証対象漁港での写真撮影
5-② ひび割れ検出と画像処理
5-③ 画像の接続
5-④ 変状図作成(CAD図)

【本年度の検討フロー（システム構成）】
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図 d-1-2-1-2 平成 30年度検討で提案した検討フロー（システム構成）：参考 

 

１－２－１ 画像撮影 

人工知能によるひび割れ画像の機械学習用の教師データとして必要となる適正な質の写真画像

を取得するため、撮影基準（画質仕様も含む）と撮影方法を設定した。 

設定した撮影基準に従い、青森県の原田漁港及び長後漁港、神奈川県の三崎漁港においてひび

割れ画像の撮影を行った。様々なひび割れ画像のほか、ロープやワイヤー等のひび割れに類似す

る画像も撮影した。新たに撮影した画像の他、これまでに老朽化診断を実施した北海道の大樹漁

港、静浦漁港など 4漁港の診断結果写真から教師データとして適した画像を収集・抽出した。 

 

１－２－２ 画像処理 

撮影した画像は、2000 万画素の情報であるので、これを AI が学習する標準的な画像サイズで

ある 256×256 ピクセルの範囲で取り出した。これを AI に学習させるほか、元の写真をこの

256×256ピクセルに区分し、各区分箇所についてひび割れの有無を AIに判別させることとした。 

教師画像は、明確な（太い）ひび割れ、細いひび割れなどひび割れ状態に応じて画像のパター

ンを分類した（5分類）。また、ひび割れ以外に関しては、ロープ等の器具、海面、風化したコン

クリート面など漁港施設の特徴を踏まえて分類した（4分類）。 

こうした分類に従って、現地で撮影したひび割れ写真から、AIの教師データを切り出して作成

した。1 枚の漁港施設の写真から 50 枚程度の教師画像を抽出し、さらにこれらを 90°, 180°, 

270°回転した上で鏡像反転し、約 9000枚の教師画像データを作成した。 

 

 

 

①画像撮影
（点検者撮影）

②画像処理
（自動化）

④変状図作成
（自動作図）

⑤ひび割れ幅特定
（自動計測）

⑥定量解析
（自動処理）

③ひび割れの判読
（AI判読）

⑦老朽化度判定
（指標値分類）

十分な質と量の教師
データによるディー
プラーニングの実行

新規AI判読
システムの開発

老朽化度の分類基準
の定量化（客観的指
標値の設定）

指標値分類の検討

撮影共通条件を参考
に撮影方法を検討

各プロセスにおける
最適な画像解析ソフ
トを選定

画像解析ソフトの適用

⑧判定結果の確認
（点検者検証）

①

③

②,④～⑥

⑦
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１－２－３ ひび割れの判読 

9 パターンの教師画像を AIモデル AlexNetに学習させ、ひび割れ判読を行った。学習させた教

師画像を改めて判別させ精度を確認した結果、判別精度は 91.5%～100％の範囲であり、ほぼ十分

に学習し判別できる精度であった。このモデルを用いて、漁港施設の写真を判別したところ、ひ

び割れを検出したほか、ロープや海面なども認識し、従来想定していないひび割れ以外のものも

判別できることを確認した。 

 

１－２－４ ひび割れ幅特定 

教師画像からひび割れを人工知能が検出した上で、その画像を処理してやひび割れ幅の数値情

報を取得する手法を開発した。漁港施設の写真は 22×17 ブロックに区分しているので、AI がひ

び有りと判定したブロックごとにひび割れ箇所のピクセル数（1ピクセル＝１mm）を検出し、ピク

セル数が最大の箇所をそのひび割れの幅とした。 

 

１－２－５ 変状図作成 

銚子漁港（千葉県）でひび割れ写真を撮影し、AI判別システムの判別精度を確認するとともに

変状図を作成した。写真は施設を連続して撮影し、これを接続して施設全体の画像を作成した。

この作業は自動処理ではなく、調査者が目視で繋ぎ合わせの作業を行い、CAD 図を作成した。 

別途、各写真について AI がひび割れの有無を判別し、ひび割れ幅を検出した画像を接続した

後、これを基に調査者が CAD図を作成した。 

 

１－２－６ 定量解析 

ひび割れの密度等については、次年度の課題とした。 

 

１－２－７ 老朽化診断判定 

ひび割れ判定システムに適用するため、現行の判定基準において定性的な表現となっている評

価基準（記述内容）を定量化した指標値分類(案)を設定した。また、AIに基づく一連のひび割れ

判読実施手順のなかで、より精度を向上させるために改良すべき点を取りまとめた。 
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e. 結果 

１. 漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討 

１－２ 人工知能（AI）を活用した老朽化度診断手法の検討 

１－２－１ 画像撮影 

漁港施設の撮影方法は、AIの学習用の教師画像を取得すると共に、今後の老朽化診断において

実用的に運用できることを念頭に検討した。 

 

（１）撮影基準の設定 

平成 30年度の検討を踏まえ、具体的な撮影基準を設定した。表 e-1-2-1-1に撮影条件と撮影方

法を示す。この撮影方法では、特に撮影物までの距離を重視しており、カメラの解像度（画素数）

を基に対象物を 1mm/pixel で撮影できる手法とした。これによりひび割れの老朽化度診断の判定

基準（後述）に照らして、老朽化度を判定できる。 

 

表 e-1-2-1-1 撮影条件と撮影方法 

項目 条件内容 

使用カメラ 市販のコンパクトデジタルカメラ 

解像度は 2000万画素を基本とする。 

（この基本解像度以下でも良いが、画像のピクセルサイズを一定にするた

め、撮影距離を一定として撮影範囲は固定する。） 

撮影条件 撮影の対象に対して極力正対させて正面から撮影する。 

ISO 感度 ISO感度 200以下としてノイズが乗らないように撮影する。 

シャッター 

スピード 

手振れ・カメラ振れにより不鮮明な画像とならないようにシャッタースピ

ードを 1/100 秒以上に設定し撮影する。 

現行のコンパクトデジタルカメラであれば、鮮明な画像となるように自動

的に撮影設定は調整される。 

ファイル 

保存形式 

AI及び画像解析ソフトがサポートするファイル形式で撮影する。 

JPG形式等。 

撮影物までの 

距離の確認 

横 5152×縦 3864画素（1990 万画素）の場合、1mm/pixel（3mm幅のひび割

れを 3pixel で解像）とすると 5m×3.8mの範囲が撮影できる。 

あらかじめ撮影範囲をメジャーで確認し撮影距離を固定する※1。 

撮影方法 

天端面等は支持棒等で上空から下向きに撮影する。支持棒を台車等に固定

し移動しながら撮影※2する。（UAVも想定） 

壁面は正対するよう指示棒等を工夫する。 

撮影画像の位置と連続性が分かるように番号付けや目盛りをあらかじめ設

定しておく。 

支持棒上のカメラの画像を確認できるように WiFi で手元のスマートフォ

ンやタブレット等に画像を転送できる機能やリモコン機能を活用する。 

検査対象と無関係な領域（背景など）は極力写らないようにする。 

※1：各画像のラップ率は 10％程度とする(画像の連続性が確認できる程度) 
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【具体的な撮影方法】 

デジタルカメラを指示棒に取り付け、被写体までの距離を固定して撮影した。このとき、写真

の連続性がわかるように画像の一部を重ねて順次撮影した。将来的には手持ちではなく、UAVでの

撮影も想定して、こうした撮影方法とした。撮影に際し、カメラの画像を手元のスマートフォン

確認しリモコンで操作した。 

 

 

 

 
図 e-1-2-1-1 上：撮影距離の設定、下：撮影方法 

 

（２）現地でのひび割れ画像撮影 

以下の漁港でひび割れ画像およびその他施設を新たに撮影した。対象とした漁港は、これまで

の老朽化度診断において、ひび割れが顕著に見られた漁港である。現地での撮影作業では、ひび

割れのほか、ロープや設置物、漁港特有の「湿潤状態」「表面摩耗」「付着物」「糞」等、コンクリ

ート面の複雑・多様な状況を撮影した。 

なお、撮影当日は晴天であったため、「湿潤状態」は、バケツで海水を汲んで濡らした上で撮影

した。 

  

カメラの画素数が横 5152×縦 3864 画素

（1990万画素）の場合、1mm/pixel（3mm幅

のひび割れを 3pixel で解像）とすると、 

5152 pixel×1mm/pixel=5152mm 

となるような被写体距離を計測しておく。 

3
.
8
6
4ｍ

 

【撮影範囲と距離の事前確認】 
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表 e-1-2-1-2 画像取得の現地作業を実施した漁港と撮影内容 

漁港名 区分 枚数 

青森県原田漁港 ひび割れ画像 62 

 その他施設の画像 47 

青森県長後漁港 ひび割れ画像 46 

 その他施設の画像 32 

神奈川県三崎漁港 ひび割れ画像 129 

 

【原田漁港のひび割れ画像】   【長後漁港のひび割れ画像】   【三崎漁港のひび割れ画像】 

    

   
図 e-1-2-1-2 漁港での撮影画像例 

 

図 e-1-2-1-3 原田漁港での撮影作業 

 

このほか、過去に老朽化度診断を実施した以下の漁港から、教師画像データとして利用できる

ひび割れ画像を抽出した。なお、これらの画像は前述の撮影基準に適合していないので、厳密に

はひび割れ幅等を評価できないが、AIの学習用の教師データを補足するものとして利用した。 
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表 e-1-2-1-3 既存の老朽化度診断結果から教師データに利用した画像 

漁港名 区分 枚数 

北海道大樹漁港 ひび割れ画像 25 

北海道静浦漁港 ひび割れ画像 18 

北海道雄武漁港 ひび割れ画像 32 

北海道川白漁港 ひび割れ画像 38 

 

  

図 e-1-2-1-4 既存の老朽化度診断結果で参照した画像例 

左図：静浦漁港、右図：雄武漁港 
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１－２－２ 画像処理 

（１）分割方法の検討 

 教師データは、元の写真からひび割れ画像またはひび割れ無しの画像を 256×256ピクセルの範

囲で取り出して作成した。このピクセル数は、画像解析 AIである AlexNetの一般的な判別画像サ

イズである。なお、今回使用した MATLABの AlexNet（画像判別で採用した既存のニューラルネッ

トワーク）の判別サイズは 227×227ピクセルであるが、今後の一般的なサイズでの判別を想定し、

教師画像は 256×256ピクセルで作成した。 

なお、1枚の漁港施設の写真から 50枚程度の教師画像を抽出し、さらにこれらを 90°、180°、

270°回転した上で鏡像反転し、約 9000 枚の教師画像データを作成した。なお、こうした教師画

像作成方法は、試行錯誤を繰り返して設定したため、全画像を同じ処理をしたわけではなく、逐

次改良しながら最終的に教師画像数が約 9000枚となった。 

 

 

図 e-1-2-2-1 画像分割方法の検討 

 

（２）教師画像の区分方法の検討 

 ひび割れ画像は A～Eの 5パターンに区分して検討を行った。また、ひび割れ無しの画像は A～

Dの 4パターンに区分しており、全体で 9区分として AIに学習させた。どのように画像をパター

ン分けするかで AI学習度と判別精度が異なる。 

 最初の取り組みとして、教師データを 9 パターンとし、学習度のパラメータや画像判別の確立

判定基準等を調整し、より判読率の高い AIの作成を志向した。表 e-1-2-1-4にひび割れ有り教師

データの 5パターンの事例を示す。ひび割れ Aは判定基準案（後述）の幅 3㎜以上の画像であり、

ひび割れ B は幅 1 ㎜程度のものとした。このほかに、湿潤や欠け、埋没などのパターンを区分し

た。 
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表 e-1-2-2-1 ひび割れ有り教師データの 5パターン 

区分 画 像 例 

ひび割れ A 

太いひび割れ 

：幅 3mm以上 

（Index1） 

    

ひび割れ B 

細いひび割れ 

：幅 1mm程度 

（Index2） 

     

ひび割れ C 

暗い画像または濡

れた画像 

（Index3）  

    

ひび割れ D 

幅が広く欠けがあ

るひび割れ 

（Index4） 

    

ひび割れ E 

埋もれたひび割れ 

（Index5） 

    

 

ひび割れのない画像についても教師データを作成した。こうしたコンクリート面のほかロープ

等や草、海面等の画像判別精度を高めることで、ひび割れの判別精度も向上させることができる。

表 e-1-2-1-4にひび割れ無し教師データの 4パターンを示す。比較的なめらかなコンクリート面、

ロープなどの残置物、海面または海面との境界、劣化が進んだコンクリート面に区分した。 

このうちひび無し B は、ロープや雑草などが写った画像であり、多様な特徴を持つ。これらは

更に別途区分したほうが、精度が向上するものと考えられる。 
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表 e-1-2-2-2 ひび割れ無し教師データの 4パターン 

画像の区分 画 像 例 

ひび割れ無し A 

比較的なめらかな

コンクリート面 

（Index6） 

    

ひび割れ無し B 

ロープなどが写っ

た画像 

（Index7） 

    

ひび割れ無し C 

海面または海面と

の境界 

（Index8） 

    

ひび割れ無し D 

劣化が進んだコン

クリート面 

（Index9） 

    

 

（３）教師画像作成 

9 パターンの区分に従って教師画像を作成した。そのうえで、判別精度の低い画像や誤判定す

る画像の特徴を分析し、別途教師データ数を増やし、追加で学習させて逐次判別可能なひび割れ

のバリエーションを増やした。 

 

１－２－３ ひび割れの判読 

（１）教師画像による学習 

9 パターンの教師画像を AIモデル AlexNetに学習させ、教師画像を改めて判別させ精度を確認

した。学習パラメータのうち、エポック数 10、基本学習率 0.001を設定し、最終的な学習度（ミ

ニバッチの精度）96～100％であった。判別精度は 91.5%から 100％の範囲であり、ほぼ十分に学

習し判別できる精度であった。 

AlexNet は画像認識において現在最も標準的に利用されている CNN（convolutional neural 

network：畳み込みニューラルネットワーク）の一つであり、MATLAB の AlexNet は既に 100 万枚

を超えるイメージで一般物を学習しているため、ひび割れ等の変状を他のものと誤判別する可能

性が低い。なお、他に GoogLeNetや ResNetなど多様な CNNの研究が進められている。 

 



12 

【人工知能の概要】 

・・AI（Artificial Intelligence）：人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアにより人工的に再

現したアルゴリズムを示す。知的ふるまいとは、学習した内容に基づき適切に対応すること

を指す。 

・学習：以前の経験を土台にして新しい適応の仕方を習得していくこと。学習によって知識が蓄積

したり、新たな技術を習得したりして、学習者の内部状態が外部環境により適合する方向に

変化する。こうして、新たな問題が与えられた際に、より巧妙に対処できるようになる。 

・学習機能を持つアルゴリズムを指す。アルゴリズムには様々な手法が開発されており、課題によ

って適した手法を選択する必要がある。以下のうち、画像判別等では、ニューラルネットワ

ークを活用した例が多い。 

・ディープラーニングと：特定の事象に内在しているルール・特徴をコンピュータが自動で学習す

る手法。機械学習の一つで、自動的に機能強化を推し進める学習方法。 

・ニューラルネットワーク：深層学習の基礎技術であり、神経細胞をモデル化した計算素子と

して人工ニューロンを組み合わせた階層型ネットワークで構成される。単体の人工ニュ

ーロンは図 e-1-2-2-2のとおりであり、2 つの入力信号に対して 1つの信号を出力する。 

 
図 e-1-2-3-1 人工ニューロン 

 

 

図 e-1-2-3-2  N 個の層を持つ階層型ニューラルネットワーク 
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・深層学習：階層型のニューラルネットワークのうち、多くの層で構成され、層の階層構造が

深いネットワークを利用した機械学習を指して深層学習という。本検討で採用した

AlexNetは階層型ニューラルネットワークである。 

・畳み込みニューラルネットワーク：何段もの深い層を持つニューラルネットワークで、特に

一般物体認識と呼ばれる画像認識のタスクで優れた性能を持つアルゴリズムである。 

・汎化：学習データ以外の新たなデータに対しても正しく推定を行うことのできる能力を持つ。

濡れた面など多様な状況の写真からひび割れを正しく検出することが期待される。 

・教師データ：機械学習の教師あり学習において、人工知能のニューラルネットワークがあら

かじめ与えられる、例題と答えについてのデータを教師データと呼ぶ。訓練データに位

置付けられる。この大量のデータをもとに、ニューラルネットワーク自体が出力結果の

正否を判断し、最適化を行う。 

 

（２）教師画像の判別率検証 

9 パターンの教師画像を学習した AIモデル AlexNet により、教師画像を改めて判別させ精度を

確認した。ひび割れ有りがひび割れ無し、または、ひび割れ無しがひび割れ有りと判別されたの

は、11 画像のみであり、全体 1620 枚のうちので 11 枚なので（下図の朱色枠の箇所）、誤判定は

0.7％であった。本システムの目的は「ひび割れの判別」であるので、ひび割れ画像が誤判別され

なければ良いものとする。判定結果を図 e-1-2-2-4 に示す。このうち、ひび割れが有る画像であ

りながら、ひび割れ無しと判定した 9枚の画像について表 e-1-2-2-3に示す。 

今後は、ひび割れの 5 パターン以外の画像、例えば網目状のひび割れなどの教師データを追加

し、多様なひび割れに対応できるネットワークに改良する。 

 

図 e-1-2-3-3 学習済みネットワークによる教師画像の判別結果（精度検証） 

横方向は検証画像がどのクラスに判別されたかを示し（入力に対する判別結果）、縦

方向は判別された各クラスにどの画像が含まれるかを示す（出力された結果の内容） 
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表 e-1-2-3-1 ひび割れ有画像であるが、ひび無しと誤判定した画像 

真のクラス 予測されたクラス 画  像 

01 ひび割れ A 12ひび割れ無し B 

   

02 ひび割れ B 12ひび割れ無し B 

 

04 ひび割れ D 12ひび割れ無し B 

    

04 ひび割れ E 11ひび割れ無し A 
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（３）ひび割れ判定基準の検討 

22×17=374区画の画像について、どのようなひび割れ画像の枚数や連続性を考慮すると的確に

ひび割れの「有り」と「無し」を分別できるかを検討した。 

各セグメント(227×227)の判定結果のうち、1～5の累計がある一定数を超えたときに「ひび割

れ」と判定した。下図のように、５枚の時に最大の正答率を示している。なお、正答率算出用の

写真は、0.3mm 以上のひび割れを含む写真をひび割れありとして、112 枚(あり:ひび割れ=58:54)

の正答数で正答率を算出した。 

 

 
図 e-1-2-3-4 ひび割れ区画枚数による判別精度の検討 

判別最小枚数>5のときに最大(0.795)を示す。 

 

  

8 8 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

8 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

7 1 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

7 6 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 8

7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

6 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 8

0.741

0.759

0.777

0.795

0.768 0.768

0.786

0.768

0.777

0.700
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0.720
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（４）漁港写真でのひび割れ検出 

学習した AlexNet を適用して、青森県原田漁港及び青森県長後漁港で撮影した画像のひび割れ

検出精度を検討した。一例を図 e-1-2-2-5 に示す。左図が判別のための元画像であり、これを分

割して各区分を 9 パターンで判別したものが右図である。この画像のひび割れは全て「ひび割れ

A（Index1）」と判別されている。また、海の画像である Index8 やロープなどを示す index7 も適

正に判別している。 

 

 

 
図 e-1-2-3-5 漁港施設元画像（左図）と AI での判別後のインデックス分布（右図） 

この画像ではひび割れ A（Index1）が検出された 

 

他の事例を図 e-1-2-2-6～図 e-1-2-2-8 に示す。亀甲状のひび割れや埋もれたひび割れなど、

多様なひび割れのうち、十分に判別できていない事例も見られる。今後、学習の教師画像の区分

方法等の再検討により改善を図る必要がある。 

 

 

8 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6

8 8 8 8 8 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7

8 8 8 8 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6

8 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 1 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6

6 6 6 1 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 7 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 7 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 7 7 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 7 7 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 7 6 6 6 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 7 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6

6 7 7 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6

6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 7 6 6 6

7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 7 7 6

7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6

7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 1 7 6 6 6 6

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 7

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 1 7 8 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8

6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 8 8 8 8

No. ひび割れ有り No. ひび割れ無し

1 太いひび割れ：幅3mm以上 6 比較的なめらかなコンクリート面

2 細いひび割れ：幅1mm程度 7 ロープなどが写った画像

3 暗い画像または濡れた画像 8 海面または海面との境界

4 幅が広く欠けがあるひび割れ 9 劣化が進んだコンクリート面

5 埋もれたひび割れ
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図 e-1-2-3-6 漁港施設元画像（上図）と AI での判別後のインデックス分布（下図） 

この画像では多様なひび割れ（Index1～Index4）が検出された。 

また、暗い色の個所がひび割れ（Index3）と誤判定された。 

8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 1 2 7 7 6

8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 7 2 7 6 7 2 2 7 7 7 6

8 8 8 8 7 7 6 6 7 6 6 7 7 1 2 6 2 1 6 7 7 6

8 8 8 7 6 7 2 6 6 6 6 7 5 2 2 2 7 7 6 6 7 7

8 8 7 7 6 7 6 6 6 7 6 2 2 7 1 1 7 6 6 6 8 8

8 7 6 6 6 7 6 7 6 6 7 2 2 1 7 7 7 6 6 6 3 8

8 7 6 6 6 7 6 6 6 2 2 2 2 2 7 6 6 6 6 3 3 3

7 6 6 6 7 6 6 5 7 7 2 2 2 7 6 6 6 6 3 3 3 3

6 6 6 7 6 6 6 6 7 2 4 1 7 7 6 6 7 6 6 3 6 8

6 7 7 6 6 6 6 7 2 2 1 2 7 6 6 6 6 6 6 6 8 8

7 6 7 7 6 6 7 7 2 1 1 7 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8

6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 1 7 6 6 6 6 6 3 6 7 8 8

7 7 6 7 7 7 6 2 1 7 9 6 7 6 6 6 6 6 7 8 8 8

6 6 7 6 7 7 6 7 7 9 6 6 7 7 3 3 3 7 7 8 8 8

6 6 6 7 2 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 3 3 7 7 7 7 7

6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 8 6

6 6 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 8 8 8 8 6 6

No. ひび割れ有り No. ひび割れ無し

1 太いひび割れ：幅3mm以上 6 比較的なめらかなコンクリート面

2 細いひび割れ：幅1mm程度 7 ロープなどが写った画像

3 暗い画像または濡れた画像 8 海面または海面との境界

4 幅が広く欠けがあるひび割れ 9 劣化が進んだコンクリート面

5 埋もれたひび割れ



18 

 

 

 
図 e-1-2-3-7 漁港施設元画像（上図）と AI での判別後のインデックス分布（下図） 

この画像ではひび割れが十分に検出されていない。 

 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6

7 6 6 6 7 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6

8 7 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6

6 7 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6

6 6 7 3 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6

6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

No. ひび割れ有り No. ひび割れ無し

1 太いひび割れ：幅3mm以上 6 比較的なめらかなコンクリート面

2 細いひび割れ：幅1mm程度 7 ロープなどが写った画像

3 暗い画像または濡れた画像 8 海面または海面との境界

4 幅が広く欠けがあるひび割れ 9 劣化が進んだコンクリート面

5 埋もれたひび割れ
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図 e-1-2-3-8 漁港施設元画像（上図）と AI での判別後のインデックス分布（下図） 

この画像ではひび割れ B（Index2）が一部検出されたが、目地を一部誤判別している 

 

（５）判別精度の改善 

全体の画像サイズは横 5152×縦 3864画素（1990 万画素）であるので、22×17=374 の画像に区

分して画像のパターンを判別した。判別精度を向上させるため、教師データの区分や枚数を変え

たデータを試行し、より精度の高い方法を採用した。この試行の結果として得られた条件が、約

9000枚の教師データを 9パターン区分に区分し、連続ひび割れ区画数 5枚とした条件である。 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 5 5 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 2 6 6 6 6 6 5 7 6 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 2 6 6 6 7 7 6 7 6

6 6 6 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5 5 7 5 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 5 6 6 6

6 6 6 6 6 7 2 6 6 6 6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 7 6 6 2 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 7 7 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

6 7 7 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

7 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

7 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 7 7 7 7

6 7 7 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6

6 7 5 6 7 7 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6

No. ひび割れ有り No. ひび割れ無し

1 太いひび割れ：幅3mm以上 6 比較的なめらかなコンクリート面

2 細いひび割れ：幅1mm程度 7 ロープなどが写った画像

3 暗い画像または濡れた画像 8 海面または海面との境界

4 幅が広く欠けがあるひび割れ 9 劣化が進んだコンクリート面

5 埋もれたひび割れ
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【参考：「ひびみっけ」による判読結果】 

・ 既存サービス「ひびみっけ」(富士フィルム)による漁港施設のひび割れ判別を実施した。 

・ ひびの検出精度は比較的高いが、ロープ、海面と堤体との境界、目地等をひび割れと誤判別

するので、多様な状態が想定される漁港では、ひび割れを的確に判別できない。 

 

 

図 e-1-2-3-9 「ひびみっけ」によるひび割れ検出（１） 

ロープをひび
割れと判別 

海面との境界を
ひび割れと判別 

日付をひび割
れと判別 

ひび割れを的
確に検出 

ひび割れを的
確に検出 

目地をひび
割れと判別 

海面との境界を
ひび割れと判別 
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図 e-1-2-3-10 「ひびみっけ」によるひび割れ検出（２） 

  

ひび割れが検
出されない 

目地をひび
割れと判別 

日付をひび割
れと判別 

ひび割れを的
確に検出 

目地をひび
割れと判別 

日付をひび割
れと判別 

ひび割れを的
確に検出 

目地をひび
割れと判別 
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１－２－４ ひび割れ幅特定 

（１）画像処理方法の検討 

人工知能によって、ひび割れがあると判別された写真について画像処理を施し、ひび割れ幅等

を検出する手法を検討した。画像処理の手順は以下のとおりである。 

 

①グレイスケール化 

 カラー画像を 256諧調のグレイスケール画像に変換 

②メジアンフィルター（ノイズ除去） 

 グレイスケール画像について周辺ピクセルの諧調で平均し、画像を滑らかに変換 

③二値化 

 滑らかな画像を白黒の 2値画像に変返還 

④ピクセル数フィルター（ライン抽出） 

 2 値画像からひび割れのような連続した長いライン上の連続ピクセルを抽出 

⑤モルフォロジー演算（スケルトン輪郭抽出） 

 抽出したピクセルの輪郭を明確に返還 

 

（２）ひび割れ幅計測方法の検討 

画像処理によって、写真内のひび割れ箇所と考えられるピクセルを抽出する。この抽出された

ピクセルを、人工知能で判別したひび割れありの区画と照らし合わせ、各区画内のピクセル幅を

検出する。検出した最大ピクセル数から、mm単位のひび割れ幅に換算し、別途整理する「老朽化

度の判定基準」に照らして老朽化度を判断する。 

上記手法で検出したひび割れ画像の事例を次ページに示す。この手法では、ひび割れをはじめ、

堤体と海面との境界やロープと停滞の境界などの画像コントラストの強いピクセルを検出する。

この画像と先に人工知能によって解析したひび割れ箇所のブロックとを照らし合わせて、ひび割

れ画像の幅を特定する。 

なお、本年度は、変状図の作成とひび割れの数値情報取得を人的作業にて実施するが、将来的

にはウェーブレット変換手法など画像解析技術を高度化してできるだけ自動的に実施できること

を目指す。 
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図 e-1-2-4-1 ピクセル単位でのひび割れ個所の検出 

AI でひび割れと判別された区画においてひび割れ幅のピクセル数を集計し、

実際のひび割れ幅に換算する。 

 

最大 5pixelなので、
ひび割れ幅は 5㎜ 



24 

 

 

図 e-1-2-4-2 ピクセル単位でのひび割れ個所の検出 

AIでひび割れと判別された区画においてひび割れ幅のピクセル数を集計し、

実際のひび割れ幅に換算する。 

 

  

最大 5pixelなので、
ひび割れ幅は 5㎜ 
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１－２－５ 変状図作成 

（１）検証対象漁港での写真撮影 

画像解析及び人工知能を活用した老朽化度診断のフローに従って実施した老朽化度判定結果を

調査者が別途目視で判定した結果と比較して判読精度を評価した。また、一連の実施手順のなか

で、より精度を向上させるために改良すべき点を取りまとめた。 

ここでは銚子漁港を対象としてひび割れ写真の撮影から、ひび割れ画像の判別、ひび割れ幅の

検出、変状写真と変状図の作成、老朽化判定までの一連の作業を実施し、自動的に実施でき省力

化できる手順と、作業者が人為的に検討すべき手順を整理した。 

 

【対象漁港】 

千葉県の銚子漁港を対象として、ひび割れが見られる 4 施設について、基準に沿って写真撮影

を行った。4施設を以下に示す。 

①-4m岸壁(b)（第 2 漁船渠）813.0m 

②-6mA岸壁(a)（第 1漁船渠）岸側 200.0m   

③-6mA岸壁(a)（第 1漁船渠）海側 200.0m   

④-6mD岸壁 150m 

 

図 e-1-2-5-1 銚子漁港での撮影作業と施設の状況 

 

  

①-4m 岸壁(b)
（第 2漁船渠） 

②-6mA岸壁(a)（第 1 漁船渠）岸側 

④-6mD岸壁 
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図 e-1-2-5-1 銚子漁港の平面図と撮影個所 

①-4m岸壁(b) 
（第 2漁船渠） 

②-6mA岸壁(a) 
（第 1漁船渠）岸側 
③-6mA岸壁(a) 
（第 1漁船渠）海側 

④-6mD 岸壁 
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（２）ひび割れ検出と画像処理 

銚子漁港で撮影した写真を対象に、開発した AI判別と画像処理を行い、ひび割れの有無を検出

した。こうして処理した画像を張り合わせて施設全体の CAD図に集約する。-6mA岸壁(a)（第 1漁

船渠）200.0mでは 43枚の写真を撮影した。要所におけるひび割れ判別の事例を示す。 

 

 

 

 

図 e-1-2-5-2 人工知能による-6mA 岸壁(a)のひび割れ判別事例（１） 

 

7 7 6 6 2 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 6 8 7 8 8

7 7 7 7 2 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 8 7 8 8

6 6 7 7 1 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8

7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8

7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

7 7 7 7 2 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

7 7 7 7 2 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 8 8

7 7 7 7 2 6 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 6 8 7 8 8

7 7 7 7 2 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 6 8 7 8 8

7 7 7 7 2 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 8 7 8 8

7 7 6 7 2 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 8 7 8 8

7 7 6 7 2 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 8 7 8 8

6 6 6 7 2 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 8 7 8 8

7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 6 8 7 8 8

6 6 7 7 7 2 7 7 7 7 6 7 6 6 7 6 7 6 8 7 8 8

6 6 6 6 6 2 6 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 6 8 7 8 8

6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6 8 7 8 8

7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7

7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 6 6 7

7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7

7 7 7 7 4 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 6 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 2 6 7 7 6

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 1 6 7 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 6 6 6

7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 1 6 6 6

7 2 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 6 6 6

6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 7 6 6 6

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 2 6 6 6

7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 2 6 6 6

6 6 7 6 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 2 6 6 7 3 3 3 3

7 6 6 6 6 6 2 7 6 2 7 7 7 7 7 6 6 7 8 3 3 8

6 6 6 6 7 7 7 2 7 7 7 8 8 7 7 6 6 6 8 3 8 8

7 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 2 7 6 6 6 7 8 8 8

6 7 7 6 6 6 6 6 2 7 3 7 7 7 2 7 7 7 7 8 8 8

7 7 7 6 6 6 6 2 6 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 8 8

7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 8 8 8

7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 6 7 8 8 8

7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 8 8 8

7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 8 8 8

6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 8 8

6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8

7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 8 8 8

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 8 8 8

7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 8 8 8

6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8

7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8 8

No. ひび割れ有り No. ひび割れ無し

1 太いひび割れ：幅3mm以上 6 比較的なめらかなコンクリート面

2 細いひび割れ：幅1mm程度 7 ロープなどが写った画像

3 暗い画像または濡れた画像 8 海面または海面との境界

4 幅が広く欠けがあるひび割れ 9 劣化が進んだコンクリート面

5 埋もれたひび割れ

判別結果：ひび割れ有り 

判別結果：ひび割れ有り 

判別結果：ひび割れ有り 
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図 e-1-2-5-3 人工知能による-6mA 岸壁(a)のひび割れ判別事例（２） 

 

 

 

 

 

6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 2 7 6 2 7 7 7 6

7 6 2 2 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 2 7 2 7 6 7 7

2 2 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 2 7 7 6 7 7

7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 7 7 6 6 7 7 2 7 6 7 7 7

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6

7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 2 7 6 6 6 7

6 6 6 2 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 7 7

7 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 6

6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 1 7 7 7 7

6 6 6 6 7 1 2 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 2 7 7 6 6

7 6 6 7 7 6 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 6 2 6 6 6 6

6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 6 7 6 2 6 6 6 6

6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7 6 2 6 6 6 6 2 6 6 6 6

7 7 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 1 7 6 6 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 2 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 1 6 6 6

6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 2 6 6 6

7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 8 7 3 8

6 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 8 7 8 8

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 8 7 8 8

7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 8 7 8 8

7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 8 7 8 8

7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 7 8 8 8

7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 8 8 8

7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 6 7 6 7 8 7 8

7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8

6 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 8 7 8

6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 7 8

6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6 7 7 8

6 6 7 7 6 6 7 6 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 8

6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 8 7 8

7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6

6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6

7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6

7 6 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

No. ひび割れ有り No. ひび割れ無し

1 太いひび割れ：幅3mm以上 6 比較的なめらかなコンクリート面

2 細いひび割れ：幅1mm程度 7 ロープなどが写った画像

3 暗い画像または濡れた画像 8 海面または海面との境界

4 幅が広く欠けがあるひび割れ 9 劣化が進んだコンクリート面

5 埋もれたひび割れ

判別結果：ひび割れ有り 

判別結果：ひび割れ無し 

判別結果：ひび割れ無し 
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図 e-1-2-5-4 画像処理によるひび割れ等のピクセル検出事例 

 

（３）画像の接続 

変状図作成に向け、各施設で撮影した写真を張り合わせて施設全体の画像を作成した。一例を

示すと、銚子漁港の-6mA岸壁(a)（第 1漁船渠）200.0mでは 43枚の写真を撮影しており、各写真

について AIによるひび割れ判別と画像処理によるひび割れ幅計測をした後、各写真を繋ぎ合わせ

た全体画像を作成した。なお、この作業は自動処理ではなく、調査者が目視で繋ぎ合わせの作業

を行い、AIの判別結果を参照してひび割れ幅の計測箇所を判断した。 
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（４）変状図作成（CAD図) 

写真から調査者が目視で CAD 図と AI が判別したひび割れ画像とを比較した結果、ほぼ一致す

ることを確認した。なお、AI判別に基づく CAD図では、「欠け」や「割れ」の個所や、3㎜以下の

細いひび割れは検出していない。今後は多様なひび割れの状況で検証する必要がある。 

 

【写真から目視で作成した CAD図】 

 
 

【AIがひび割れを検出した画像から作成した CAD図】 

 

 

図 e-1-2-5-5 調査者の目視によるひび割れ判別と AIによる判別の比較 
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１－２－６ 老朽化度判定（指標値分類） 

（１）老朽化度の指標値分類の設定 

既存の判断基準には抽象的な表現があり、調査者によって結果が異なる恐れがある。ひび割れの

老朽化度を自動判別するため数値指標案を検討した。 

 

表 e-1-2-6-1 ひび割れの老朽化度診断における指標値分類案 

 

 
 

  

対象
施設

判定
結果

a □

b □

c □

d □

a □

b □

c □

d □

a □

□

□

□

□

c □

d □

a □

□

□

□

□

□

□

d □

a □

□

□

□

□

c □

d □ 老朽化なし。

配筋ピッチ30cmとし縦
横各1本まで

または基礎部にある場
合等

b2
幅１cm以上のひび割れがあるが、部材背面までは達していない。

小規模(面積率10％未満)の欠損がある。

幅１cm未満のひび割れがある。

コンクリートの
劣化、損傷
（無筋の場合）

目　視
・ひび割れ、剥離、
　損傷、欠損
・劣化の兆候など

性能に影響を及ぼす程度(体積率20％以上)の欠損がある。

b1
部材背面に達する幅１cm以上のひび割れがある。

大規模(面積率10％以上20％未満)の欠損がある。

一方向に幅３mm程度のひび割れがある。

局所的(面積0.1㎡未満)に鉄筋が露出している。

老朽化なし。

10％以上の範囲(面積率)で鉄筋が露出している。

b2
複数方向に幅３mm程度のひび割れがある。

10％未満の範囲(面積率)で鉄筋が露出している。

c

老朽化なし。

本体工
（側壁、
　スリット部）

コンクリートの
劣化、損傷
（ＲＣの場合）

目　視
・ひび割れ、剥離、
　損傷、欠損
・鉄筋露出
・劣化の兆候など

中詰材等が流出するような(部材背面に達する)穴開き、ひび割れ、欠損がある。

b1
複数方向に幅３mm程度より大きい(部材背面に達しない)ひび割れがある。

大規模(面積率10％以上)の欠損がある。

b2
幅１cm以上のひび割れがあるが、部材背面までは達していない。

小規模(面積率10％未満)の欠損がある。

幅１cm未満のひび割れがある。

老朽化なし。

上部工
コンクリートの
劣化、損傷

目　視
・ひび割れ、損傷、欠損
・劣化の兆候など

性能に影響を及ぼす程度(本体工の中詰材等が露出)の欠損がある。

b1
部材背面に達する幅１cm以上のひび割れがある。

老朽化なし。

沈　下
目　視
・(目地ずれ)、段差

目視でも著しい沈下(１ｍ程度)が確認できる。

隣接ケーソンとの間に数十cm程度(10cm以上1ｍ未満)の段差がある。

隣接ケーソンとの間に数cm程度(10cm未満)の段差がある。

隣接ケーソンとの間に側壁厚程度(40～50cm)のずれがある。

小規模(40cm未満)な移動がある。

調査項目 調査方法 老朽化度の判断基準
計測寸法
(最大値)

重
　
力
　
式
　
防
　
波
　
堤
　
（

消
波
堤
）

施設全体

移　動

目　視
（メジャー等による
　計測を含む、以下同じ）
・水平移動量

本体の一部がマウンドから外れている。

【凡例】

赤文字：（ばらつき要因となる）定量化されていない表現

青文字：分類指標（案）
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１－２－７ まとめ 

本年度の検討により基本システムの骨格の検討と AI によるひび割れ判読の自動化手法を開発

した。既存のひび割れ検出サービスが誤判定するロープなども判別でき、ひび割れ検出の精度が

向上した。フロー図に示した老朽化度診断の一連の作業手順のうち、変状図作成、定量解析、老

朽化度診断は人為的な作業が必要なため、今後は作業負担の軽減手法となるよう省力化・自動化

を目指す。 

 

図-1-2-7-1 ひび割れ老朽化度判定システム(仮)の構成 

 

  

1. 画像撮影
（点検者撮影）

2. 画像処理
(元画像の分割)

5. 変状図作成
(写真構成と作図)

4. ひび割れ幅特定

6. 定量解析
(密度等の評価)

3. ひび割れの判読
（AI判読）

7. 老朽化度判定
（指標値分類）

1-① 撮影基準の設定
1-② 現地でのひび割れ画像撮影

6-① ひび割れ密度評価基準の設定
6-② ひび割れ密度の計測

7-① 老朽化度の指標値分類の設定
7-② 老朽化度の判定

2-① 分割方法の検討
2-② 教師画像の区分方法の検討
2-③ 教師画像作成

3-① 教師画像による学習
3-② 教師画像の判別率検証
3-③ ひび割れ判定基準の検討
3-④ 漁港写真でのひび割れ検出
3-⑤ 判別精度の改善

4-① 画像処理方法の検討
4-② ひび割れ幅計測方法の検討

5-① 検証対象漁港での写真撮影
5-② ひび割れ検出と画像処理
5-③ 画像の接続
5-④ 変状図作成(CAD図)

【本年度の検討フロー（システム構成）】

今年度検討では人為的

に作業を実施した項目 

 

作業の軽減に向けた省力

化・自動化を目指す 
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f．課題 

 人工知能と画像処理による実用的な老朽化診断に向けて、ひび割れ以外の変状についても判読

学習用教師データの充実と人工知能学習（AIモデルの精度向上）を進め、老朽化状態の総合的な

判断手法について可能性を検討する。主な課題は以下のとおりである。 

 

①判別精度の向上  

ひび割れが砂で埋もれたものや亀甲状のもの等、平成 31 年度の検討で判別精度の低い画像が

ある。漁具の一部や海藻等の残置物は多様であるため判別精度が低い。こうしたひび割れ以外の

判別精度を高めることで、ひび割れの検出精度も向上する。 

 

②AIでの判別後の CAD図作成作業等の効率化 

多数の写真を施設ごとに一連の画像にまとめる作業を人為的に実施しており、作業の効率化が

求められる。画像を基に CAD 図を作成する作業の効率化も重要となる。今後は、一連のひび割れ

判読システム（仮）の整備が課題である。 

 

③システムの運用方法の検討 

ひび割れ判読システム（仮）の地方自治体職員やコンサルタントが利用可能な配布方法を検討

する。また、システムの適用範囲の明確化と利用マニュアルを整備が求められる。 
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ａ．課題名 

２ 構造物の振動特性等に着目した漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討  

 

ｂ．実施機関及び担当者 

国立研究開発法人水産研究・教育機構  三上信雄 明田定満 佐伯公康 

（一社）水産土木建設技術センター   松本 力 完山 暢 藤田孝康 

 

Ｃ．ねらい 

平成 30 年度調査結果を踏まえ起振機を用いて構造物の固有振動数を特定する手法

について、複数の構造形式、構造寸法での現地試験を行い、起振機を用いる方法の適用

範囲を明らかにするとともに、平成 30 年度調査で求めた固有振動数の実測値と理論値

の関係性について、室内試験および現地試験の結果から検証を行う。また、現地条件等

による適用条件等を含めた現地への適用方法について提案するとともに、マニュアル

案の改訂を行う 

 

ｄ．方法 

（２）構造物の振動特性等に着目した漁港施設の点検・診断技術の高度化の検討 

平成 30 年度の調査結果及び課題を踏まえ、平成 31 年度調査においては、①構造形式・

施設規模・地盤条件等の違いを加味した室内試験や現地試験を行うことで室内試験の圧縮

ばねと現地試験の石材等の堤体基礎との力学的相違の整理、②実際に測定した固有振動数

と理論値の相関を明確にするためのデータ解析や理論値を活用するための指標化の検討、

③効率的な固有振動数の解析方法の検討、等を行い、現地への適用方法について固有振動

数の実用性と汎用性の向上を図り、マニュアル案の改訂を行った。具体的には、図 d-1 に

示す室内試験、現地試験を行って、構造形式や現地条件等による適用条件を含めた現地へ

の適用方法を検討するとともに、マニュアル案の改訂内容を検討した。 

 

 

 

図 d-1 点検・診断技術の高度化の検討の流れ（フロー） 
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① 室内試験（ケース 0） 

圧縮ばねと固有振動数の基本特性を把握するため、単体供試体の底部に圧縮ばねの種類

と個数を変化させた試行試験（ケース 0）を行った（図 d-2-1 参照）。圧縮ばねのばね定数

は、青ばね K=198.61N/mm、黄ばね K＝94.07N/mm の 2 種類、個数は、4，6，8，12，

24、48 個の 6 パターン、計 12 パターンである。圧縮ばねの配置は図 d-2-2、のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 d-2-1 圧縮ばねの設置例と測定状況（青ばね K=198.61N/mm） 

 

 

図 d-2-2 試行試験（ケース 0）における圧縮ばねの配置（青ばね K=198.61N/mm） 

 

② 室内試験（ケース 1～4） 

平成 30 年調査で起振機による圧縮ばね 4 配置パターンでの固有振動数が明示されてい

る。そこで、平成 30 年度に作成した供試体を用いて、圧縮ばね配置条件やばね定数を変化

させた場合、目地材を模した摩擦材を挟み込んだ場合、などの複数ケースで試験を行い（表

d-1、図 d-3 参照）、固有振動数の変化を把握した。 

また、圧縮ばねを現地の地盤材料に近い砂利等とした場合の固有振動数の相違を把握す

ることで、理論値と実測値の相関関係を分析した。 

 

５０
５
０

５０

５
０

２５０

２
０
０

５
０
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1５０
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表 d-1 室内試験実験ケース 

 

 
図 d-3 室内試験のイメージ（ケース 1～4） 

 

１）供試体および基礎に見立てた圧縮ばね 

供試体は、表 d-2 の使用材料と配合で製作した。 

 

表 d-2 供試体の使用材料と配合 

 

 

 

 

 

 

 

注：s/a；供試体における全骨材量（S+G=a）に対する細骨材量（S）の絶対容積比（s/a）  

ケースNo 圧縮ばね配置 ケース数

ケース1 比較対象（昨年度と同じ） 目地材なし：1パターン 4パターン 4

目地材：2パターン
（材料を変化）

ばね定数を変更
（目地材なし×1、目地材×2：3パターン）

砂利：2パターン
（大きさを変化）

ケース4
基礎を砂利に置き換え（現場
の捨石に近い状態の把握）

－ 2

試験項目

ケース2
目地材付加（隣接スパンから
の影響把握）

4パターン 8

ケース3
圧縮ばねを変化（ばね定数に
よる影響把握）

4パターン 12

ケース１ ： 3体並列設置

（H30と同条件、他ケースとの比較）

ケース２ ： ケース１＋ゴムマット

（＋ゴムマット、隣接供試体と比較）

圧縮ばね

500ｍｍ

400ｍｍ

600ｍｍ
276ｋｇ/１供試体

目地材

圧縮ばね

500ｍｍ

400ｍｍ

600ｍｍ
276ｋｇ/１供試体

起振機

速度計

砂利（捨石想定）

500ｍ

ｍ400ｍｍ

600ｍｍ

ケース４ ： 単体（砂利：捨石マウンド想定）

圧縮ばね（ばね定数変更）

500ｍｍ

400ｍｍ

600ｍｍ
276ｋｇ/１供試体

目地材

ケース３ : ケース１・２の圧縮ばねを変えたもの

W C S G SP AE

W/C
(%)

Gmax
(mm)

目標
スランプ
（㎝）

目標
空気量
（%）

s/a

単位量(kg/m³)

0.30 0.005

混和剤（C×%）

50 20 10±2.5 4.5±1.5 45.8 172 344 800 986

記号

セメント C

細骨材 S

粗骨材 G

SP

AE

青梅産砕石 密度：2.70g/cm³,吸水率：0.62％,最大寸法：20mm

混和材料
高性能AE減水剤 アルキルエーテル系陰イオン 界面活性剤

AE助剤 マイクロエア202

種類 物性または主成分

普通ポルトランドセメント 密度：3.16g/cm³

菊川支流産山砂 密度：2.59g/cm³,吸水率：2.18％
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供試体寸法は、コンクリート単塊式でよく見られる 4,000×6,000×5,000mm を模し

て、この 1/10 スケールである 400×600×500mm とした（図 d-4 参照）。この供試体

を漁港施設、基礎マウンドを圧縮ばねで見立てた室内試験を実施した。圧縮ばねは、

図 d-5 に示すように、供試体底面にばね定数（圧縮ばね 1 個のばね定数は、青ばね

K=198.61N/mm、黄ばね K＝94.07N/mm）が既知の 2 種類を用いた。 

 

図 d-4 供試体外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 d-5 圧縮ばね（左：青ばね K=198.61N/mm、右：黄ばね K＝94.07N/mm） 

 

２）目地材と圧縮ばねの配置 

目地材は、厚さ 3mm の天然ゴム製、および加工ゴム製（1mm 天然ゴムの両表面に

フェルトを接着したもの）の 2 種とし、供試体と供試体の間に設置した（図 d-6-1 参

照）。 

  

図 d-6 供試体の配置（ケース１～３） 

圧縮ばね

500mm

400mm

600mm

276kg/1供試体
目地材

測定供試体 振動方向
（Ｘ軸方向）

目地材

速度計

起振機
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ケース１～３については、１）で述べた供試体と同じ配合・寸法（W/C50％、

400×500×600mm）で実際の防波堤を模擬した設置方法とした。圧縮ばねは、１）で述

べたように 4 種（48、44、40、36 個）とし、その配置は図 d-7 に示すとおりとした。 

 
 

図 d-7 圧縮ばね配置方法 

 

ケース４については、5～10mm 砂利と 15～20mm 砂利の 2 種類を基礎と見立て、

これらの上部に供試体単体を設置した場合の振動特性を把握した（図 d-8 参照）。 

 

 

 

片側1列抜き
（圧縮ばね40個：8×5）

全面敷詰め
（圧縮ばね48個：8×6）

全面敷詰め4個抜き
（圧縮ばね44個：8×5+4）

片側1列＋4個抜き
（圧縮ばね36個：8×4+4）

振動方向：Ｘ軸
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図 d-8 供試体の配置（ケース４） 

 

３）起振機と強制振動の加振方法 

供試体における強制振動を測定するために、起振機を用いて加振時の振動数を段階

的に変えて強制振動させ、この時の加振振動数ごとの供試体の短辺方向（Ｘ軸）にお

ける振動を測定した。強制振動させるために使用した起振機は、図 d-9、表 d-3 に示

すとおりであり、供試体上部の中央部に起振機 1 台を設置し、前述したような供試体

短辺方向（Ｘ軸）に強制加振させた。 

これらの測定は、固有振動数と想定される振動数付近で振動数を 10 ケース程度に

変えて加振し、供試体上部における振動を 1 分間ずつ速度計で計測した（図 d-9 参

照）。また、計測した振動波形の振幅を振動数ごとに求めることで共振曲線を作成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 d-9 起振機設置状況（左）と起振機（右） 

 

表 d-3 起振機の仕様 

  

 

 

砂利（捨石想定）

500ｍ

ｍ400ｍｍ

600ｍｍ

起振機形式 SL-0105

最大加振力 9.8N

最大加速度 無負荷490m/s
2

最大荷重 50g

可動部重量 20g
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起振機は、次の点を考慮して選定した。まず、供試体寸法が a=400mm、b=500mm、

h=600mm であるため、基礎である圧縮ばね 1 つあたり K＝198.61（N/mm）とした場

合、全面敷詰 48 個を単位面積あたりに換算すると、K＝47,666.4（N/m2）となる。 

加振力 9.8N のタイプでは、50g の最大荷重に対し、加速度が 140（m/s2）まで振動

を起こすことが可能である。最大振幅が 5mm のため Aω2＝0.005(m)×（2π×f）2＝140

より、fmax＝26.63（Hz）となる。これは 26Hz 以下では最大加振力を発揮できないこ

とを示しており、これまでの室内試験では 10Hz 以下で加振しているため、f＝10（Hz），

A＝5mm とすると、Aω2＝0.005（m）×（2π×10）2＝19.74（m/s）となるため、加振

力は、0.050×19.74=0.98（N）（<9.8（N））より大きければ供試体を加振できることが

わかる。これらを踏まえ、加振力 9.8N の起振機を室内試験に用いた。 

 

４）測定機器と測定方法 

測定機器は、表 d-4、図 d-10 に示す(株)東京測振社製の速度計 CV-374V を用い

た。測定方法は、図 d-11 に示すように、長辺方向の中央部、かつ短辺方向の片側 1/4

（圧縮ばねを除く方）の点に速度計を設置することで供試体上部の振動を測定した。

測定は、起振機を用いない自由振動と強制振動の双方とし、速度計の設定は、

100Hz、6,000date（60 秒）とした。 

 

表 d-4 速度計（センサ）の基本仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 d-10 速度計（センサ）の配置 

加速度 小型サーボ型速度計（CV-374）

成分数 3軸（3成分）

測定範囲 ±0.02m/s（±2kine）

周波数特性 0.1～100 Hz

アナログ部 分解能 0.25μm／s（25μkine）

センサ
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図 d-11 測定状況 

  

500㎜

4
0
0
㎜

250㎜

：起振機
：速度計

振動方向
（Ｘ軸） 隣接供試体隣接供試体
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③ 現地試験 

 現地の地盤条件と理論値の関係に着目し、基礎地盤や欠陥の状況が明確な防波堤におい

て、起振機による加振により強制振動を行い、固有振動数を特定し、室内試験で得られた

理論値について現地実測値との関係を比較・分析した。また、併せて自由振動計測も行い、

計測した波形の処理方法を工夫（解析する区間の分割化や平滑化処理等）することにより

効率的な固有振動数特定のための解析手法を検討した。 

 

１）試験対象漁港の選定 

 試験対象は、漁港管理者へのヒヤリングや機能保全計画書を確認することで、基礎がマ

ウンド式と岩着式、構造形式が直立提・コンクリート単塊式、ケーソン式であり、基礎に

欠損を有する施設がある漁港を抽出した。抽出した現地試験対象漁港候補は、表 d-5 のと

おりである。 

 次に、これらの施設のうち、欠損がある施設と比較できる健全な施設を有する、または

類似施設や隣接施設があることが想定される岩手県（2-2 小堀内漁港、2-3 平井賀漁港）、

神奈川県（3-1 茅ヶ崎漁港、3-2 三崎漁港）の漁港を試験対象漁港として選定した。 

 

表 d-5 現地試験対象漁港候補 

 漁港名 市町村 施設名 備考 試験 

1 仙法志漁港 北海道 

利尻町 

旧南防波堤 直立提（単塊式）、マウンド式、小

規模洗堀（ｂ判定） 

 

2-1 白井漁港 岩手県 

普代村 

防波堤 直立提（単塊式）、岩着式、小規模

欠損（ｂ判定） 

 

2-2 小堀内漁港 

(比較用) 

岩手県 

宮古市 

西防波提 直立堤（単塊式）、基礎捨石式、基

礎部欠陥なし 

○ 

2-3 平井賀漁港 岩手県 

田野畑村 

東防波堤 混成堤（単塊式）、基礎捨石式、中

規模洗堀（ａ判定） 

○ 

3-1 茅ヶ崎漁港 

(比較用) 

神奈川県

茅ケ崎市 

1 号西防波

堤 

混成堤（単塊式）、マウンド式、基

礎部欠陥なし 

○ 

3-2 三崎漁港 神奈川県

三浦市 

西口南防波

堤 

直立堤（ケーソン式）、岩着式、中

規模洗堀（ａ判定） 

○ 

4 宇瀧漁港 島根県 

出雲市 

北防波堤 直立提（単塊式）、岩着式、大規模

洗堀（ａ判定） 
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２）現地試験方法 

現地試験は、以下の漁港および施設を対象とし、合計4施設9スパンで実施した（表

d-6参照）。 

 

表d-6 現地試験対象漁港候補 

漁港名 市町村 施設名 スパン（上部工）  欠損の有無 

小堀内漁港 岩手県宮古市 西防波堤 スパン9  

平井賀漁港 岩手県田野畑村 東防波堤 スパン15-1  

スパン15-3 ○ 

茅ヶ崎漁港 神奈川県茅ケ崎市  1号西防波堤 スパン23  

スパン24  

三崎漁港 神奈川県三浦市  西口南防波堤 スパン23  

スパン25 ○ 

 

選定したそれぞれのスパンで起振機1台、振動計測装置（速度計）2台を設置して、

事前に計算した概算固有振動数を中心に起振機の振動数を10ケース程度変化させて強

制振動（加振）させていき、振動を1分間ずつ記録した。また、加振させない状態で

ある自由振動も1分間記録した。以下にそれぞれの施設平面、施設断面図、および計

測時の機材設置図について記した（図d-12-1～d-15-3）。 

これらの各スパンで計測した振動データについて、加振した振動数ごとにそれぞれ

高速フーリエ変換することでフーリエ振幅スペクトルを求め、これらのスペクトルか

ら加振振動数と同振動数の振幅を抽出することで共振曲線を作成した。作成した共振

曲線において、卓越する極値が確認されるため、この極値を計測スパンの固有振動数

とした。また、加振させない状態である自由振動についてもそれぞれ高速フーリエ変

換することでフーリエ振幅スペクトルを求めた。なお、計測対象スパンの固有振動数

と地盤の固有振動が異なることを確認するために地盤の振動を計測した。ここで、卓

越振動の極値を明確にする処理としてフーリエスペクトル解析結果の平滑化（スムー

ジング）を行った。スムージングバンド幅は現マニュアルで使用している0.2Hzおよ

び0.4Hzを用いた。 

 

【小堀内漁港 西防波堤】 

 

図d-12-1 施設平面（小堀内漁港西防波堤） 
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図d-12-2 施設断面（小堀内漁港西防波堤） 

 

 

図d-12-3 機材等配置図 

 

【平井賀漁港 東防波堤】 

 

図d-13-1 施設平面（平井賀漁港東防波堤） 

:起振機

:速度計

6.5m

6.02m

3.25m

1.505m

1.625m

NO.200

（X1）

NO.201

(X2）

1.505m

1.625m

3.1m

3.75m

3.5m

4.5m
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図d-13-2 施設断面（平井賀漁港東防波堤） 

 

 

 

図d-13-3 機材等配置図（上：スパン15-1、下：スパン15-3） 

 

 

 

:起振機

:速度計

NO.201

(X2）

NO.200

（X1）

3
.5
m

6.5m

1.6m

0.875m

3.25m

0.875m

1.6m

1.75m

4.0m

5.0m

:起振機

:速度計

NO.201

(X2）

NO.200

（X1）

4
.5
m

6.5m

1.6m

1.125.m

3.25m

1.125m

1.6m

2.25m

4.0m

5.0m
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【茅ヶ崎漁港 1号西防波堤】 

 

 

図d-14-1 施設平面（茅ヶ崎漁港1号西防波堤） 

 

図d-14-2 施設断面（茅ヶ崎漁港1号西防波堤） 

 

 

図d-14-3 機材配置図（スパン23，24） 
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【三崎漁港 西口南防波堤】 

 

 

図d-15-1 施設平面（三崎漁港西口南防波堤） 

 

 

図d-15-2 施設断面（三崎漁港西口南防波堤スパン25：欠損あり） 

 

欠損部



15 

 

 

図d-15-3 機材配置図（上：スパン23欠損なし、下：スパン25欠損あり） 

 

３）使用機材 

(1)起振機 

起振機は、図 d-16 に示すように、加振力 490N 相当を有する(株)サンエス製の永久磁石

起振機 SSV-125ME を使用した。本機は、水平方向に加振する振動数を設定して加振する

ことが可能であり、永久磁石の採用によりブロワ等の特別な冷却装置を必要としないため、

高い静穏性があり、ノイズが極小となる特徴を有する。対象施設のスパン上部に設置し、

固有振動数周辺を含む 10 ケース程度振動数を変えて、加振した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図d-16 起振機の概要 

 

起振機の選定は、今回の検討振動数帯においてフラットな加振力特性（最大加振

力 490N）を有することで、十分な応答が得られるかどうかを検討した。この検討で

は構造物上部に起振機を設置し、水平加振することで、構造物底面中心にロッキン

グ中心があるような振動をするものと仮定している（図 d-17 参照）。 

 

:起振機

:速度計

6.3m

4.2m

2.1m

1.575m

1.05m

NO.200

（X1）

NO.201

(X2）

1.575m

1.05m

3.15m

6.3m

4.
2m

2.1m

1.575m

0.8m

NO.200

(X1)

NO.201

（X2）

1.5m

:起振機

:速度計

:鉄塔

1.575m

0.8m

3.15m

9.0m

3.15m

起振機形式 SSV-125ME

最大加振力 588N

最大加速度 無負荷14.7m/s
2

最大荷重 80kg

可動部質量 40kg
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図 d-17 加振力検討のために想定した構造体 

 

図 d-17 より、 ba, は、それぞれ剛体ブロックの幅と奥行きであり、 hAm ,, は、それぞ

れ，起振機に載せる質量、起振テーブルの振幅（制約あり）、剛体ブロックの高さである。

なお、本検討では、起振機自体の質量は考慮していない。  
振幅を A（最大 25mm）とすると、 )exp( tiAu = となる。よって，加速度は、

)exp(2 tiAu −= となるので、慣性力（加振力）は、 )exp(2 timAum =−  となる。 

このときの運動方程式は，①のとおりである。 

/2 2

/2
exp( )

a

va
J k bd mA i t h     

−
+   =    ①  

( )F  は水平起振力、 vk ：鉛直方向地盤反力係数、 3

12
1 bakK v=

である。  

①式の計算を進めると、 

/ 2 /22 3 3

/2/2

2

1 1
3 12

exp( )

a a

v v vaa
J k b d J k b J k ba

J K mA i t h

        

   

−−
 +  = +  = +  

= + = − 

  

これより、 )exp(0 ti = とおき、 0( ) exp( )F F i t = とすると、 2
0 0( )K J F h  − = 、よって、 0

0 2

F h
K J




=
−

が各振動数ごとの回転角となる。得られる応答の推定値とセンサーの最大感度と分解能を

併せて考慮し、3(Hz)以上は一定加振、3(Hz)未満は加振力低下として、3(Hz)で振幅 25mm

加振した場合を基準とした。加速度は )/(883.8)32()(025.0 222 smHzmA ==  となるの

で、加振力は 2 250( ) 8.883( / ) 444( ) 588( )mA kg m s N N =  =  となり、最大加振力 588N より小

さくなる。得られる応答の推定値とセンサーの最大感度と分解能を併せて考慮すると、今

回選定した起振機 SSV-125ME により必要な応答信号が十分得られることがわかる（室内

試験で使用した起振機 SL-0105 では対応は困難）。 

 

(2)振動計測装置（速度計） 

振動計測装置（速度計）は、(株)東京測振製の小型サーボ型速度計CV-374V（室内

試験時と同型。図d-10参照）、2台（計測用パソコン、バッテリー含む）を使用し

た。 

 

④ 計測方法の効率化、解析方法の高度化 

ｈ=6,000ｍｍ

a=4,000ｍｍ

ｂ=5,000ｍｍロッキング中心

起振機

加振方向（振動方向）
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室内実験を通じ、室内モデルによる理論値と実測値の相関関係を明らかにするとともに、

現地試験結果と比較・分析することにより、①理論値を活用した現地試験時における効率

的な計測方法の提示、②自由振動による固有振動数特定における解析手法の高度化、を検

討した。 

 

⑤ マニュアル（案）改訂 

 ①～③の室内試験及び現地試験結果、④の効率化・高度化方法の検討結果を踏まえ、構

造形式や現地条件等による適用条件を含めた現地への適用方法について提示するとともに、

マニュアル案の実用性と汎用性の向上を図り、平成 30 年 3 月にまとめられた「漁港施設

における固有振動及び透過弾性波を用いた基礎部と堤体内部欠陥の診断手法適用マニュア

ル（案）」（現行のマニュアル（案）の目次：図 d-18 参照）の改訂を行う。 

 

 
 

図d-18 現行マニュアル（案）の目次構成（固有振動法部分）  

 

Ⅰ．総説

１．本技術資料の位置付け

２．本技術資料の活用の考え方
・ 自由振動法が記載

３．本技術資料の適用範囲

４．本技術資料の構成

５．用語の定義

Ⅱ．技術資料

１．固有振動法

１－１　固有振動法

・ 自由振動法（常時微動測定）における留意事項

１－２　測定機器と方法

・ 自由振動法（常時微動測定）による基本的な測定方法

１－３　測定技術者

１－４　測定手順

・ 自由振動法（常時微動測定）による測定手順及び解析方法

１－５　報告

１－６　適用事例

・ 自由振動法による固有振動数特定の事例

１－７　概算費用

・ 自由振動法による現地調査（測定＋解析）の概算費用
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ｅ．結果 

 

1. 室内試験の結果 

室内試験では、「ｄ．方法」におけるケース 0 の 12 パターン、表 d-1 に示したケー

ス 1 の 4 パターン、ケース 2 の 8 パターン、ケース 3 の 12 パターン、ケース 4 の 2

パターン、計 5 ケース、31 パターンで強制振動試験を行い、固有振動数に対する、圧

縮ばね配置条件やばね定数の変化による影響、目地材を模した摩擦材の設置による影響、

現地捨石マウンドを模した砂利を基礎とした場合の影響を調べた。 

（1）圧縮ばねと固有振動数の関係 

圧縮ばねと固有振動数の基本特性を把握するため、単体供試体の底部に圧縮ばねの個

数を変化させた試行試験（ケース 0）を行った（図 d-2-1、d-2-2 参照）。結果は表 e-1

のとおりである。なお、本年度は低反発ばね（黄ばね）のばね定数 94.07N/mm におけ

る試験を行った。高反発ばね（青ばね）のばね定数 198.61N/mm の試験は平成 29 年度

調査で実施されおり、ここでは当該調査の結果を用いている。 

 

表 e-1 圧縮ばねと固有振動数の関係（ケース 0） 

 

 

表 e-1 から、圧縮ばねの種類（ばね定数）によらず圧縮ばねの個数と固有振動数は相

関性が高いことがわかる。また、その関係は比例関係にあり、ばね定数が高い方が固有

振動数も大きくなる。 

 

（2）圧縮ばねの種類、配置およびばね個数と固有振動数の関係 

圧縮ばねの種類、配置および個数を変えたケース 1～3 の結果を表 e-2 に示す。 

 

表 e-2 室内試験結果：ケース 1～3（共振曲線値と理論値） 

 
 

この結果から、基礎部分の欠陥を模して圧縮ばねの個数を減少させた場合、減少程度

に応じて固有振動数も低下する。また、目地材（ゴム）の有無による固有振動数の変化

青ばね K=198.61

（平成29年度）

黄ばね K=94.07

（平成31年度）

4 4.1 2.8

6 4.2 2.9

8 5.2 3.5

12 5.5 3.9

24 7.4 5.1

48 9.8 6.5

X軸実測値 (Hz)

ばね個数

y = 0.1293x + 3.8352

R² = 0.9741

y = 0.0831x + 2.7143

R² = 0.9642

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0 10 20 30 40 50 60

固
有

振
動

数
（

H
z）

ばね個数

X軸 固有振動数（実測値）

青ばね K=198.61

（平成29年度）
黄ばね K=94.07

（平成31年度）

全面敷詰め(圧縮ばね48個) 5.0 0.78 4.7 0.73 5.0 0.78 6.4 6.3 0.67 6.4 0.68 6.5 0.69 9.4

全面敷詰め4個抜き(圧縮ばね44個) 4.3 0.70 4.6 0.75 4.6 0.75 6.2 5.7 0.64 6.0 0.67 6.0 0.67 9.0

片側1列抜き(圧縮ばね40個) 3.6 0.61 4.1 0.70 4.2 0.71 5.9 4.7 0.55 5.7 0.67 5.7 0.67 8.5

片側1列4個抜き(圧縮ばね36個) 3.0 0.54 3.7 0.66 3.8 0.68 5.6 4.0 0.49 5.4 0.67 5.4 0.67 8.1

平均（実測値／理論値） 0.66 0.71 0.73 0.59 0.67 0.67

目地材1

(天然ゴム)
対理論値

目地材2

(加工ゴム)
対理論値対理論値

目地材

なし
対理論値

目地材1

(天然ゴム)
対理論値

目地材2

(加工ゴム)

実測値と理論値で比較

共振曲線値(Hz)［水平方向：X軸］

ばね定数:94.07N/mm ばね定数:198.61N/mm

実測値

理論値

実測値

理論値目地材

なし
対理論値

ケース1（4パターン） ケース2（8パターン）ケース3（12パターン）
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は少ない。これは、両隣に供試体が配置されていることにより、X 軸 1 方向に振動が制

限されていることから、振動形態が同様になっていることが要因と考えられる。特に、

現地の実態に近い目地材を付加した場合、理論値に対する実測値は 7 割程度とほぼ一定

の値となっており、現地試験への理論値の活用が可能と考えられる（具体的な活用方法

は「（4）現地試験への理論値の活用方法について」に記述）。 

なお、理論値は、「漁港施設における固有振動及び透過弾性波を用いた基礎部と堤

体内部欠陥の診断手法適用マニュアル案（平成 30 年 3 月）（以下「マニュアル案」

という）pp.8-9」より、ロッキング中心が供試体底面の中心にあるという仮定で算

出しており、以降も同様である。 

以下、試験結果の詳細を示す。 

 

① ケース１：3 列並列供試体（基本ケース） 

基本ケースとして、平成 30 年度の室内試験と同条件での強制振動を行い、振動特

性を検証した。固有振動数は、測定した振動波形を高速フーリエ変換し、強制振動し

た振動数の値をそれぞれの振動数ごとにプロットすることで共振曲線を作成し、そ

の極値（ピーク値）を共振曲線値として固有振動数と判断した。ケース 1 における

共振曲線を図 e-1 に示す（圧縮ばねの配置は図 d-7 参照）。 

 

 

図 e-1 基礎条件（圧縮ばね個数）が異なる共振曲線（Ｘ軸） 

 

図 e-1 より、共振曲線は、いずれも極値（共振曲線値）が明確に表れており、この

極値が固有振動数と特定できる。圧縮ばね配置を変えた 4 パターンの固有振動数は、

既存試験結果とほぼ同じで再現性が高い。また、これまでと同様に、圧縮ばね個数が減

少してばね定数が減少すると供試体の共振曲線値も減少している。 

 

② ケース２：摩擦材付加供試体（目地材付加ケース） 

目地材を変えた 4 パターン×2 の共振曲線値（固有振動数）は、目地材がないケース

1 と比較し理論値の減少傾向と同じ傾向を示した。減少傾向は天然ゴムと加工ゴムはほ

基礎条件 供試体X軸方向の共振曲線 基礎条件 供試体X軸方向の共振曲線

全面敷き詰め

（圧縮ばね48個）

片側1列抜き

（圧縮ばね40個）

全面4個抜き

（圧縮ばね44個）

片側1列＋4個抜き

（圧縮ばね36個）
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ぼ同じであり、摩擦係数の違いは共振曲線値への影響は見られなかった。このことから、

強制振動の場合、摩擦係数は固有振動数には影響が少ないと考えられる。また、実測値

と理論値の比率は天然ゴムで 0.67～0.69（平均 0.67）、加工ゴムで 0.67～0.68（平均

0.67）とほぼ同じとなっており、理論値と実測値の関係は相関が高いことがわかる。 

 

③ ケース３：圧縮ばね変更供試体（基礎地盤条件変更ケース） 

圧縮ばねを変えた 12 パターンの固有振動数は、圧縮ばね個数の減少に伴って共振曲

線値が減少する傾向はケース 2 と同様であった。目地材を付加した実測値と理論値の比

率は、天然ゴムで 0.66～0.73（平均 0.71）、加工ゴムで 0.68～0.78（平均 0.73）となり、

ケース 2 に比べ変動幅は若干広がっているものの違いは少なく、理論値と実測値は相関

が高いことがわかる。 

このように、圧縮ばねを変えても、目地材の違いによる固有振動数の違いは少なく、

強制振動によって、1 方向に振動させる場合は固有振動数にほぼ影響しないことがわか

った。また、現地において目地材により密着している防波堤の実態に近い摩擦材を付加

した場合、理論値と実測値の相関は高く、現地試験への活用が可能と考えられる。 

 

【参考：青ばね理論値算出（48、40 個を掲載）】 

圧縮ばね定数が既知の圧縮ばね(青ばね：K＝198.61N/mm)を使用し、供試体は縦

横それぞれ a=400mm、b=500mm、高さ h=600mm の長方形コンクリートブロック

である。これらの数値を用いてそれぞれの式に代入すると 

① 全面敷詰め（圧縮ばね 48 個） 

M = 276 

𝐾𝑉=
48 × 198.61 × 103

0.4 × 0.5
= 47,666,400 

𝐾𝑅 = 127,110.4 

J = 276(
0.42

12
+
0.62

3
) = 36.8 

𝑓0 =
1

2𝜋
√
127,110.4

36.8
= 9.35 

② 片側抜き（圧縮ばね 40 個） 

M = 276 

𝐾𝑉=
40 × 198.61 × 103

0.4 × 0.5
= 39,722,000 

𝐾𝑅 = 105,925.3 

J = 276(
0.42

12
+
0.62

3
) = 36.8 

𝑓0 =
1

2𝜋
√
105,925.3

36.8
= 8.54 
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【参考：黄ばね理論値算出（48、40 個を掲載）】 

圧縮ばね定数が既知の圧縮ばね(黄ばね：K＝94.07N/mm)を使用し、供試体は縦横

それぞれ a=400mm、b=500mm、高さ h=600mm の長方形コンクリートブロックで

ある。これらの数値を用いてそれぞれの式に代入すると 

① 全面敷詰め（圧縮ばね 48 個） 

M = 276 

𝐾𝑉=
48 × 94.07 × 103

0.4 × 0.5
= 22,576,800 

𝐾𝑅 = 60,204.8 

J = 276(
0.42

12
+
0.62

3
) = 36.8 

𝑓0 =
1

2𝜋
√
60,204.8

36.8
= 6.44 

② 片側抜き（圧縮ばね 40 個） 

M = 276 

𝐾𝑉=
40 × 94.07 × 103

0.4 × 0.5
= 18,814,000 

𝐾𝑅 = 50,170.7 

J = 276(
0.42

12
+
0.62

3
) = 36.8 

𝑓0 =
1

2𝜋
√
50,170.7

36.8
= 5.88 

 

（3）砂利と固有振動数の関係 

現地地盤の捨石マウンドに近い条件として供試体の基礎を砂利した場合のケース 4 の結

果を表 e-3 に示す。 

表 e-3 室内試験結果：ケース 4（共振曲線値と理論値） 

 

 

 

砂利基礎の場合の単体供試体における固有振動数は、砂利の大きさが変わっても固有振

動数はほとんど変化がなかった。これは、砂利の大きさが変わっても供試体への反発力に

差がなかったと考えられる。また、砂利基礎の場合においても理論値と実測値を比較した

結果、実測値は理論値の約 0.6 となった。圧縮ばねに比べやや小さい数値であるが、1 割

以内の差であり、理論値と実測値の相関は圧縮ばねの関係と同様であると言える。ただし、

N 値から理論値を推計する場合は、この差を考慮する必要がある。 

なお、砂利基礎の場合の理論値算出にあたっては、室内試験における砂利基礎の N 値を

礫層（密実でない場合）相当（N 値 30）※として計算を行った。 

※「月刊基礎工：（株）総合土木研究所，Vol.25」を参考に設定 

X軸方向

実測値

全面敷詰め 11.2 19.5 0.57

ケース４：砂利(15~20)

共振曲線値(Hz)
実測値/理

論値理論値
X軸方向

実測値

全面敷詰め 11.0 19.5 0.56

ケース４：砂利(5~10)

共振曲線値(Hz)
実測値/理

論値理論値
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（4）現地試験への理論値の活用方法について 

実測値と理論値に一定の相関関係があることから、理論値を活用することにより、現地

の計測対象施設の概算的な固有振動数（「概算固有振動数（仮称）」）の推定が可能と考えら

れる。概算固有振動数という指標値を用いることにより、現地での強制振動試験時におい

て、全く固有振動数がわからない中でランダムに振動数を選択し強制振動をかける場合に

比べ、目的となる固有振動数域を推測できることから、結果的に共振曲線を得るための加

振回数を減らすなど計測の効率化を図ることができる。また、自由振動におけるフーリエ

スペクトル解析時のピーク値の絞り込みにも有効である。 

ただし、防波堤の基礎地盤においては、捨石マウンドや岩着タイプの基礎が一般的であ

るが、現場では地盤条件として N 値や弾性波速度まで設定（調査）されていることはほと

んどない。また、本試験の対象施設は既設構造物であることから実施時においては既に施

設は施工済みのため、N 値を推定のために追加調査を実施するのは手間も多くコストもか

さむ。そこで、本試験方法において理論値を活用した概算固有振動数の設定にあたっては、

基礎タイプに応じた N 値について既存文献※を参考に一定幅での数値を示すことにより推

定することが実用的と考えられる。これらを踏まえた N 値の推定および概算固有振動数の

設定方法は以下のとおりである。 

①N 値の推定 

本調査における概算固有振動数の設定における N 値は以下によるものとしている。 

・捨石マウンドタイプ： 60～100 ［礫層（密実な状態）］ 

・岩着タイプ    ：200～300 ［岩石］ 

※「月刊基礎工：（株）総合土木研究所，Vol.25」を参考に設定 

②概算固有振動数の設定 

上記の基礎地盤のタイプ別で推定した N 値により理論値を算出し、室内試験における

相関関係から求められる換算係数 0.7（理論値に対する実測値の割合）を乗じた値を概

算固有振動数とする。 

 

【マニュアル改訂案における記載内容（案）】 

○概算固有振動数の設定 

効率的に計測するため、事前に対象スパンの構造形式、規模、基礎条件による理論値

から概算固有振動数を設定（N 値から算出）し、概算固有振動数を中心に測定振動数を

決めることが望ましい。概算固有振動数の設定は以下のとおりとする。  

1）N 値の推定 

防波堤の基礎地盤は、捨石マウンドや岩着タイプの基礎が一般的であるが、現場では

地盤条件としての N 値 11)や弾性波速度は不明なことが多いことから、概算固有振動数

の設定における N 値として以下の数値を用いることとする。 

・捨石マウンドタイプ  ：  60 ～ 100 ［礫層（密実な状態）］ 

・岩着タイプ     ： 200 ～ 300 ［岩石］ 

2）概算固有振動数の設定 

基礎地盤タイプ別で推定した N 値により理論値を算出し、室内試験における相関関係

から換算係数 0.7（理論値に対する実測値の割合）を乗じた値を概算固有振動数とする。 
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2. 現地試験の結果 

現地試験では、室内試験と同様に、漁港施設を起振機によって顕著なロッキング振

動を生じさせ、振幅が極大値を示す（共振状態となる）振動域を測定することで共振曲

線を作成した。また、共振曲線における極値（共振曲線値）を固有振動数として同定し

た。 

現場では、振動特性が顕著になる水平方向（Ｘ軸）の振動に着目し、起振機で固有振

動数に近いと思われる振動数付近で段階的に振動させ、振動波形を測定した。測定し

た振動波形は、それぞれの振動数での振動波形を高速フーリエ変換し、それぞれの振

幅最大値を振動数ごとにプロットすることで、共振曲線を作成した。 

なお、既存計測方法と比較検証のため、各試験対象施設では、自由振動も併せて測定

し、安定した振動である区間を複数選び、高速フーリエ変換することで測定振動のス

ペクトルを求め、測定振動におけるフーリエスペクトルの卓越振動数を固有振動数と

同定する方法も実施した。 

 

（1）岩手県漁港（小堀内漁港、平井賀漁港） 

小堀内漁港および平井賀漁港における自由振動におけるフーリエスペクトル解析結

果を図 e-2、図 e-3、強制振動による共振曲線を図 e-4 に示す（比較のため自由振動の

フーリエスペクトル解析結果を併記する）。 

自由振動の計測データを用いたフーリエスペクトル解析では、小堀内漁港西防波堤

スパン 9（図 e-2 参照）、平井賀漁港東防波堤スパン 15-1（図 e-3 参照）と 15-3 では

ピーク（卓越振動数）を確認できた。また、両漁港ともに強制振動における共振曲線に

おいては極値が明確に現れている（図 e-4 参照）。ただし、小堀内漁港および平井賀漁

港のどちらの施設も極値が複数出現する二山型の曲線となっており、共振曲線だけで

は固有振動数を特定することが難しい。しかしながら、図 e-4 の右欄の自由振動のフ

ーリエスペクトル解析結果を比較することにより試験対象施設の固有振動数の特定す

ることが可能である。 

 

［固有振動数の特定］ 

ここでは、以下の考え方で固有振動数を設定した。 

① 小堀内漁港西防波堤スパン 9（欠陥なし）では、自由振動による卓越振動数が 5.2Hz

を示していることから、強制振動による共振曲線値でそれに近い 5.2Hz を固有振

動数とした。 

② 平井賀漁港東防波堤スパン 15-1（欠陥なし）では、自由振動による卓越振動数が

7.1Hz を示していることから、強制振動による共振曲線値でそれに近い 7.2Hz を

固有振動数とした。 

③ 平井賀漁港東防波堤スパン 15-3（欠陥あり）では、自由振動による卓越振動数は

6.7Hz を示していることから、強制振動による共振曲線値でそれに近い 6.5Hz を

固有振動数とした。 
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図 e-2 小堀内漁港西防波堤（スパン 9）の自由振動フーリエスペクトル 

 

  
図 e-3 平井賀東防波堤（スパン 15-1）の自由振動フーリエスペクトル 

 

 

 

5.2

5.2

5.2Hz付近にピーク

が見られる

7.17.1

7.1Hz付近にピーク

が見られる
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図 e-4 小堀内・平井賀漁港における共振曲線（単位：Hz） 

 

ここで、平井賀漁港スパン 15 は、上部工と下部工でそれぞれ 3 つに分かれた（小ス

パンと称す）コンクリート単塊式の構造形式である。3 つの小スパンのうち 15-1 が基

礎に欠陥がない下部工で、先端部の 15-3 が基礎（底面）に欠陥を有する下部工となっ

ている。写真 e-1 に示すように、また、上部工と下部工の小スパン間（目地）で若干の

ズレが生じている。この小スパン間のズレが二山型の共振曲線になった要因と推察さ

れる。 

 

平井賀漁港東防波堤（調査対象スパン） 

写真 e-1 スパン割が異なる施設の事例（本体工と下部工の目地が不揃い） 

 

欠陥の有無

(洗掘･空洞)

共振曲線

［水平方向（X軸）］

自由振動：フーリエスペクトル

［水平方向(X軸）］

スパン9 なし

スパン15-1 なし

スパン15-3 有り

測定場所

平井賀漁港

東防波堤

小堀内漁港

西防波堤

5.2

7.2

6.6

5.2

5.2

5.2Hz付近にピー

クが見られる

6.76.7

6.7Hz付近にピー

クが見られる

7.17.1

7.1Hz付近にピー

クが見られる
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小堀内漁港および平井賀漁港における自由振動による卓越振動数、強制振動による

共振曲線値、基礎地盤の理論値を表 e-4 に示す。自由振動による卓越振動数および強

制振動による共振曲線値ともに基礎を有する下部工であるスパン 15-3で固有振動数が

低下しており、平成 30 年度調査結果と同様に基礎部分に欠陥を有する場合に固有振動

数が低下するという固有振動法の理論に合致する結果となった。 

 

表 e-4 自由振動卓越振動数、共振曲線値、および理論値の比較（岩手県） 

 
 

【参考：理論値算出】 

○小堀内西防波堤 

➢ 算出条件 

• a=6.5m,b=6.02m,h=4.5m（陸上:1.75m,水中:2.75m）  
• 捨石基礎：N = 60 or 100 

• Vs = 300 

• 𝐸0 = 2,800*N*1,000 

• 浮力を考慮  

［N60 の場合］  

M = 376,710 

E0 = 2,800*60*1,000 = 168,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*168,000,000 = 560,000,000 

bv = √(6.5*6.02) = 6.26 

kv = 560,000,000*(6.26/0.3)^(-3/4) = 57,390,204 

kr = 57,390,204*6.5^3*6.02/12 = 7,906,660,481 

j = 297,388*(6.5^2/12+6.02^2/3) = 3,865,019 

F0 = 1/2π √(7,906,660,481/3,865,019) = 7.20 

［N100 の場合］  

M = 376,710 

E0 = 2,800*100*1,000 = 280,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*280,000,000 = 933,333,333 

bv = √(6.5*6.02) = 6.26 

kv = 933,333,333*(6.26/0.3)^(-3/4) = 95,650,341 

kr = 95,650,341*6.5^3*6.02/12 = 13,177,767,461 

j = 297,388*(6.5^2/12+6.02^2/3) = 3,865,019 

F0 = 1/2π √(13,177,767,461/3,865,019) = 9.29 

 

○平井賀防波堤 

➢ 算出条件 

• a=6.0m,b=4.5m,h=5.0m（陸上:1.0m,水中:4.0m）  

自由振動

卓越振動数
共振曲線値

スパン9 ー 7.2 9.3

( 5.0 ) ( 6.5 )

スパン15-1 ー 7.1 7.2 0.98 0.76 7.3 9.5

スパン15-3 ○ 6.7 6.6 0.90 0.70 ( 5.1 ) ( 6.6 )

自由振動計測でも固有振動特定可能0.72 0.56～ ～5.25.2
小堀内漁港

西防波堤

基礎捨石

（1m）

・Ｎ値:60～100

・浮力考慮

・Ｎ値:60～100

・浮力考慮

欠陥のあるスパン（スパン15-3）で固有振

動数低下

平井賀漁港

東防波堤

基礎捨石

（0.8ｍ）
～ ～

現地試験 基礎の形式
欠陥の有無

(洗掘･空洞)

構造物短辺方向（Ｘ軸）単位：Ｈz
備考

（算定条件）

備考

（固有振動数の特定、結果の評価）対理論値
理論値

（概算固有振動数 ）
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• 捨石基礎：N = 60 or 100 

• Vs = 300 

• 𝐸0 = 2,800*N*1,000 

• 浮力を考慮  

• ［N60 の場合］  

M = 221,688 

E0 = 2800*60*1000 = 168,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*168,000,000 = 560,000,000 

bv = √(6.0*4.5)=5.20 

kv = 560,000,000*(5.20/0.3)^(-3/4) = 65,958,012 

kr = 65,958,012*6.0^3*4.5/12 = 5,342,598,961 

j = 221,688*(6.0^2/12+4.5^2/3) = 2,512,467 

F0 = 1/2π √(5,342,598,961/2,512,467) = 7.34 

［N100 の場合］  

M = 221,688 

E0 = 2800*100*1000 = 28-,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*280,000,000 = 933,333,333 

bv = √(6.0*4.5) = 5.20 

kv = 933,333,333*(5.20/0.3)^(-3/4) = 109,930,020 

kr = 109,930,020*6.0^3*4.5/12 = 8,904,331,602 

j = 221,688*(6.0^2/12+4.5^2/3) = 2,512,467 

F0 = 1/2π √(8,904,331,602/2,512,467) = 9.47 

 

（2）神奈川県漁港（三崎漁港、茅ヶ崎漁港） 

茅ヶ崎漁港および三崎漁港における自由振動におけるフーリエスペクトル解析結果

を図 e-5、図 e-6、強制振動による共振曲線を図 e-7 に示す（比較のため自由振動のフ

ーリエスペクトル解析結果を併記する）。 

自由振動の計測データを用いたフーリエスペクトル解析では、茅ヶ崎漁港西防波堤

スパン 23（図 e-5 参照）では明瞭なピークを確認できない。茅ヶ崎漁港西防波堤スパ

ン 24、三崎漁港西口南防波堤スパン 23 および 25（図 e-6 参照）では明確なピークは

確認できないものの一定のピーク範囲を確認することできた。一方で、茅ヶ崎漁港西

防波堤スパン 23 と三崎漁港西口南防波堤スパン 23 では強制振動における共振曲線に

おいては極値が明確に現れている（図 e-7 参照）。ただし、茅ヶ崎漁港西防波堤スパン

24 と三崎漁港西口南防波堤スパン 25 では、前述の小堀内漁港や平井賀漁港と同様に、

極値が複数出現する二山型の曲線となっており、この場合、共振曲線だけでは固有振

動数を特定することが難しい。しかしながら、図 e-7 の右欄の自由振動のフーリエス

ペクトル解析結果を参照することにより試験対象施設の固有振動数の特定することが

可能である。 

 

［固有振動数の特定］ 

ここでは、以下の考え方で固有振動数を特定した。 

① 茅ヶ崎漁港西防波堤では、両スパンとも基礎部分に欠陥がない。スパン 23 では、

自由振動による卓越振動数は特定できないものの、共振曲線において 4.1Hz で極
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値を示していることから固有振動数を 4.1Hz とした。 

② 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 24 は共振曲線では二つのピークが現れ共振曲線値を特

定できなかったが、自由振動のフーリエスペクトル解析結果において 3.2～4.2Hz

とピーク範囲（卓越振動数）が絞れることから、強制振動による共振曲線値でそれ

に近い 4.2Hz を固有振動数とした。 

③ 三崎漁港西口南防波堤では、スパン 23 が基礎に欠陥がなく、スパン 25 が基礎の

先端部分に欠陥がある。スパン 23 では、自由振動による卓越振動数は 3.0～5.0Hz

においてピークが見られ、共振曲線において 5.2Hz で極値を示していることから

固有振動数を 5.2 Hz とした。 

④ 三崎漁港西口南防波堤スパン 25 では、共振曲線値としては、5.3 と 5.9 で極値が

出現しているが、自由振動の卓越振動数において 3.0～5.0Hz の範囲でピーク範囲

（卓越振動数）が絞られることから固有振動数は 5.3Hz とした。 

  
図 e-5 茅ヶ崎漁港西防波堤（スパン 23）の自由振動フーリエスペクトル 

 

  

明瞭なピークを確認

できない

明瞭なピークを確認でき

ない
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図 e-6 三崎漁港西口南防波堤（スパン 25）の自由振動フーリエスペクトル 

 

 
図 e-7 茅ヶ崎・三崎漁港における共振曲線（単位：Hz） 
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ここで、写真 e-2 からわかるように、三崎漁港西口南防波堤スパン 23・25 では、上

部工と本体工のスパン割（目地）が一致していない。前述の岩手県平井賀漁港と同様

に、この上部工と本体工のスパン割のズレが二山型の共振曲線になった要因と推察さ

れる。 

 

 

三崎漁港西口南防波堤（調査対象スパン） 

写真 e-2 スパン割が異なる施設の事例（上部工と本体工の目地が不揃い） 

 

茅ヶ崎漁港および三崎漁港における自由振動による卓越振動数、強制振動による共

振曲線値、理論値を表 e-5 に示す。 

 

表 e-5 自由振動卓越振動数、共振曲線値、および理論値の比較（神奈川県） 

 
 

ここで、三崎漁港西口南防波堤のスパン 25 の先端部に欠陥（欠損）があることから、

スパン 25 がスパン 23 に比べ固有振動数が小さくなると想定されたが、両スパンはほ

ぼ同じ固有振動数であり欠陥の有無で違いが出ていない。この理由としては、三崎漁

港西口南防波堤は基礎地盤が岩着形式となっていることから、堤体と地盤が捨石コン

クリートにより一体化され堤体底面と基礎地盤が固着化しており、堤体端部に欠陥（空

隙）があっても振動の中心軸のずれが生じていないことが考えられる。また、平井賀漁

港と同様に上部工が本体工に比べ複数のスパンで分割されており、両者のスパン割は

一致していない。そのため、各スパンの上部工での振動が本体工に一体的に伝わって

いなかったことが原因として推察される。このように、基礎地盤が岩着形式のような

場合や上部工と本体工でスパン割が一致していない場合は、強制振動により固有振動

数を特定することが難しいケースも想定され、本手法の実施においては注意が必要で

ある。 

このように、固有振動法では構造体を一体のものとして、かつ、底面において堤体が

ロッキング振動するという理論構築をしており、上部工と下部工（または本体工）のス

パン割がずれている場合、堤体底面の基礎地盤と固着化しているような場合などは手

法適用が難しい場合があることがわかった（手法適用における留意事項）。この点は現

地データの蓄積の上でさらに検討していく必要である。 

自由振動

卓越振動数
共振曲線値

茅ヶ崎漁港 スパン23 ー 特定困難 4.1 0.70 0.60 5.9 6.8 自由振動計測では固有振動特定困難

1号西防波堤 スパン24 ー 3.2~4.2 4.2 0.72 0.62 ( 4.1 ) ( 4.7 ) 自由振動計測で固有振動数をある程度絞れる

三崎漁港 スパン23 ー 3.0~5.0 5.2 0.75 0.61 7.0 8.5

西口南防波堤 スパン25 ○ 3.0~5.0 5.3 0.76 0.62 ( 4.9 ) ( 6.0 )

欠陥のあるスパン（25）とないスパン

（23）で固有振動数の変化が見られない
岩着 ～ ～

・Ｎ値:200～300

・浮力考慮

・Ｎ値:60～100

・浮力考慮

現地試験
基礎の形式

（厚さ）

欠陥の有無

(洗掘･空洞)

構造物短辺方向（Ｘ軸）単位：Ｈz
備考

（算定条件）

備考

（固有振動数の特定、結果の評価）対理論値
理論値

（概算固有振動数 ）

マウンド式

（1ｍ）
～ ～
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【参考：理論値算出】 

○茅ヶ崎 1 号西防波堤  

➢ 算出条件 

• a=5.4m,b=5.0m,h=5.0m（陸上:3.0m,水中:2.0m）  
• 捨石基礎：N = 60 or 80 

• Vs = 300 

• 𝐸0 = 2,800*N*1,000 

• 浮力を考慮  

［N60 の場合］  

M = 295,313 

𝐸0 = 2,800*60*1,000 = 168,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*168,000,000 = 560,000,000 

bv = √5.4 ∗ 5.0 = 5.20 

kv = 560,000,000*(5.2/0.3)^(-3/4) = 65,958,012 

kr = 65,958,012*5.4^3*5.0/12 = 4,327,505,159 

j = 295,313*(5.4^2/12+5.0^2/3) = 3,178,547 

F0 = 
1

2𝜋
√
4,327,505,159

3,178,547
 = 5.87 

［N100 の場合］  

M = 295,313 

𝐸0 = 2,800*100*1,000 =280,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*280,000,000 = 933,333,333 

bv = √5.4 ∗ 5.0 = 5.20 

kv = 933,333,333*(5/0.3)^(-3/4) = 109,930,020 

kr = 109,930,020*5.4^3*5.0/12 = 7,212,508,598 

j = 295,313*(5.4^2/12+5.0^2/3) = 3,178,547 

F0 = 
1

2𝜋
√
7,212,508,598

3,178,547
 = 7.58 

 

○三崎西口南防波堤 

➢ 算出条件 

• a=6.3m,b=4.2m,h=9.0m（陸上:2.0m,水中:7.0m）, 

• 岩着基礎：N 値=200 or 300 

• Vs=300 

• 𝐸0＝2,800*N*1,000 

• 浮力を考慮  

［N=200］ 

M = 333,732 

𝐸0 = 2,800*200*1,000 = 560,000,000 

kv0 = 1/0.3*1* 560,000,000 = 1,866,666,667 

bv = √6.3 ∗ 4.2 = 5.14 

kv = 1,866,666,667*(5.14/0.3)^(-3/4) = 221,532,028 

kr = 221,532,028*6.3^3*4.2/12 = 19,367,696,658 
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j = 333,732*(6.3^2/12+4.2^2/3) = 10,114,583 

F0 = 
1

2𝜋
√
19,367,696,658

10,114,583
 = 6.97 

［N = 300］ 

M = 333,732 

𝐸0 = 2,800*300*1,000 = 840,000,000 

kv0 = 1/0.3*1* 840,000,000 = 2,800,000,000 

bv = √6.3 ∗ 4.2 = 5.14 

kv = 2,800,000,000*(5.14/0.3)^(-3/4) = 332,298,042 

kr = 332,298,042*6.3^3*4.2/12 = 29,081,544,988 

j = 333,732*(6.3^2/12+4.2^2/3) = 10,114,583 

F0 = 
1

2𝜋
√
29,081,544,988

10,114,583
 = 8.53 

 

 

なお、室内試験結果において述べたように、概算固有振動数という指標値を示すこ

とにより、自由振動におけるフーリエスペクトル解析時のピーク値の絞り込みにも活

用できる。 

 

（4）解析手法の高度化・効率化：自由振動による固有振動数の特定手法の改善 

1）現状の解析手法 

現状における自由振動から卓越振動数を求める方法は、以下の手順のとおりである。 

ｱ) 水平方向の振動を 0.1Hz 以下の振動数を遮断して 5 区間抽出 

ｲ) 5 区間それぞれのパワースペクトルを求め、スムージングをかけて平滑化 

ｳ) これらの 5 つの平均を求め、全てをフーリエスペクトルに変換 

ｴ) ｱ)～ｳ)を図化し、振動数の極値（卓越数値）である自由振動卓越振動数を判別 

しかしながら、現地の構造物では、振動計測時に波の影響や近接の地盤振動と思わ

れる影響が加味され、明確な振動数の極値（卓越数値）を判別できず自由振動により固

有振動数を特定することが難しい場合があることがわかっている。このような状況の

場合、地震解析等を使用する一般的なスムージングバンド幅（0.1～0.4Hz）によりフ

ーリエスペクトル解析を行っても、様々な振動のピークがたくさん出てくるため、目

的とする自由振動卓越振動数としての極値（ピーク）が明瞭に出てこない。 

そこで、本調査では、「スムージング解析の方法を工夫することにより自由振動にお

いて卓越する振動数以外の振動成分を低減させ、本来の自由振動卓越振動数の判別を

容易にする」解析方法を検討した。解析方法としては、①フーリエスペクトル解析にお

ける通常のスムージングバンド幅（0.1～0.4Hz）よりも大きなバンド幅（0.8～1.6Hz）

によりスムージング（平滑化）を行う、②これまで構造物の振動の「速度成分」を変数

として解析してきたが、ノイズ成分の低減効果の観点から「変位成分」に注目してスム

ージング（平滑化）を行う、の 2 ケースである。 

 

振動学見地から考察すると、『速度を変位に変換することによりω（角振動数）が

大きい領域にあるノイズ成分が低減される効果（ローパスフィルター的な効果）
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がある。そのために、曲線が滑らかになり、ピークが見やすくなる』ことが期待

できる。 

 

2）新たな解析方法の検討 

検討事例として、自由振動卓越振動数としての極値（ピーク値）が明瞭に出なかった

茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 において実施した解析結果を以下に示す。 

 

 
図 e-8 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の強制振動による共振曲線 

 

図 e-8 は強制振動による共振曲線を示したものであるが 4.1Hz に明確なピーク値を

読み取ることができる。また、わずかではあるが 5Hz 付近にも小さい極地が読み取れ

る（ここは固有振動数以外の周辺の振動を検知したものと考えられる）。 

しかしながら、通常のスムージングバンド幅（0.2Hz）によるフーリエスペクトル解

析結果である図 e-9-1 ではピーク値を読み取ることができない。そこで、①スムージ

ングバンド幅の調整、②変位応答によるスムージング処理によるフーリエスペクトル

解析を行った。結果は以下のとおりである。 

 
図 e-9-1 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の自由振動のフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：0.2Hz 図 e-5 再掲） 

 

4.1

4.1HZ付近に共振点

（ピーク）があると明

確にわかる

明瞭なピークを確認

できない

明瞭なピークを確認でき

ない



34 

 

① スムージングバンド幅の調整（大きなバンド幅によるスムージング処理） 

スムージングバンド幅を 0.8Hz と 1.6Hz に設定してスムージング処理をした結果が

図 e-9-2、9-3 である。0.8Hz において細かいピークが少なくなり全体的に平滑化され

た。この中で、ピークとして鋭いものではないが比較的大きなピーク域（卓越成分）が

残り、卓越振動数が 3.0～4.2Hz の中に存在することが判読できる（図 e-9-2 参照）。 

さらに、スムージングバンド幅 1.6Hz で処理した場合、ピークは緩やかになるもの

他の主立ったピークがなくなるため、4.1Hz 付近に曲線の変曲点を確認でき（図 e-9-

3 参照）、ここが卓越振動数と思われる極値であると判断できる（強制振動試験結果参

照）。 

 
図 e-9-2 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の自由振動のフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：0.8Hz） 

 
図 e-9-3 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の自由振動のフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：1.6Hz） 

3.0～4.2Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

3.0 4.2

3.0～4.2Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

3.0 4.2

4.1Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

4.1

4.1
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② 変位応答によるスムージング処理によるフーリエスペクトル解析 

変位応答によるフーリエスペクトル解析結果を図 e-10-1、10-2、10-3 に示す。いず

れの場合も、自由振動のフーリエスペクトル解析結果の曲線に比べて、細かいピーク

が少なく滑らかになりピークが見やすくなっていることがわかる。 

スムージング幅 0.2Hz では、曲線は滑らかになっているものの他の振動成分のピー

クが多く、卓越振動数のピークが明瞭になっていない（図 e-10-1 参照）。0.8Hz にお

いては、かなり細かいピークがなくなった（図 e-10-2 参照）。この中で、比較的大き

なピーク域（卓越成分）が残り、卓越振動数が 3.0～4.3Hz の中に存在することが判読

できる。さらに、1.6Hz で処理したところ、他の振動のピークがなくなるため、4.1Hz

付近に曲線の極値を確認でき（図 e-10-3 参照）、ここが卓越振動数と思われる極値で

あると判断できる（強制振動試験結果参照）。 

 
図 e-10-1 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の自由振動［変位応答］のフーリエスペク

トル解析結果（スムージングバンド幅：0.2Hz） 

 

明瞭なピークを確認で

きない

明瞭なピークを確認
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図 e-10-2 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の自由振動［変位応答］のフーリエスペク

トル解析結果（スムージングバンド幅：0.8Hz） 

 

 
図 e-10-3 茅ヶ崎漁港西防波堤スパン 23 の自由振動［変位応答］のフーリエスペク

トル解析結果（スムージングバンド幅：1.6Hz） 

 

このように、同一の自由振動計測結果を①スムージングバンド幅の調整、②変位応

答によるフーリエスペクトル解析を併用（補完）することにより、これまで自由振動法

では特定できなかった卓越振動数（固有振動数）を把握することが可能であり、既存解

析手法の高度化・効率化も繋がると考えられる。 

 

 

  

3.0～4.3Hz付近においてピー

ク（卓越振動数）が見られる

3.0 4.3

3.0～4.3Hz付近においてピー

ク（卓越振動数）が見られる

3.0 4.3

4.1Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

4.1

4.1
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3. マニュアル（案）の改訂 

 

以上の結果を踏まえ、固有振動法のマニュアル（案）の改訂を行った。固有振動法の

マニュアル（案）への主な追加項目は以下のとおりである。 

① 強制振動による固有振動数の特定手法の追示 

② 自由振動による固有振動数の特定手法の高度化（概算固有振動数設定、変位応

答による自由振動解析方法） 

③ 固有振動法の適用範囲や適用条件の明示 

 

これらの手順を整理した固有振動法での基礎部欠陥評価のフローを図 e-11 に示す。 

 

図 e-11 固有振動法による基礎部分の欠陥評価のフロー（今年度成果反映版） 

今年度成果反映部分

NO

NO

 NO

YES

YES

自由振動計測 強制振動計測

計測対象施設の選定（スパン割の決定）

構造形式、地盤条件の設定（スパン単位）

概算固有振動数の推定

スパン毎の固有振動数を比較

基礎部分に欠陥可能性あり

振動波形の解析
（振動数によるスペクトル解析）

共振曲線による解析
（加振振動数ー振幅曲線）

 YES

潜水目視観察等詳細調査

基礎部分の欠陥なし 基礎部分の欠陥あり

該当スパンの固有振動数を特定

卓越振動の判読

波形平滑化や変位応答

の解析による判読

共振曲線値の判読

隣接スパンとの相
なし あり

欠陥の有無

なし

あり
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また、改訂後のマニュアル（案）の構成（目次案）を図 e-12 示す。 

 

図 e-12 改訂マニュアル（案）の目次構成 

Ⅰ．総説

１．本技術資料の位置付け

２．本技術資料の活用の考え方
・ 自由振動法が記載
⇛ 強制振動法の適用方法を追記

３．本技術資料の適用範囲

４．本技術資料の構成

５．用語の定義

Ⅱ．技術資料

１．固有振動法

１－１　固有振動法

・ 自由振動法（常時微動測定）における留意事項が記載

⇛ 強制振動法における留意事項を追記

１－２　測定機器と方法

・ 自由振動法（常時微動測定）による基本的な測定方法が記載

⇛ 強制振動法による測定方法を追記

１－３　測定技術者

１－４　測定手順

・ 自由振動法（常時微動測定）による詳細な測定手順及び解析方法（データ処理等）が記載

⇛ 自由振動の解析方法として変位応答による解析方法を追記

⇛ 強制振動法による詳細な測定手順及び解析方法（データ処理等）を追記

１－５　報告

１－６　適用事例

・ 自由振動法による固有振動数特定の事例が記載

⇛ 強制振動法による固有振動数特定の事例を追記（現地試験結果を整理）

１－７　概算費用

・ 自由振動法による現地調査（測定＋解析）の概算費用が記載

⇛ 強制振動法による現地調査（測定＋解析）の概算費用を追記

２．透過弾性波法

２－１　透過弾性波法

２－２　測定器と方法

２－３　測定技術者

２－４　測定手順

２－５　報告

２－６　適用事例

２－７　概算費用

今回の改訂対象外

【改訂事項（追記部分）が赤字】

【改訂のポイント】

１．固有振動法の適用範囲の拡充：強制振動による共振曲線から固有振動数を特定する方法を追記

２．自由振動法の汎用性の向上：常時微動の振動波形の変位応答による解析手法を追記し、卓越周波数の

特定可能範囲を拡大
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まえがき 

 

水産基盤施設は、我が国の水産物の安定供給の基盤となるものであり、これまで継続的か

つ重点的に整備がなされてきた。漁港の主要な施設である外郭施設及び係留施設を例に取れ

ば、昭和25年（1950年）から平成25年（2013年）までの間に整備された施設の延長は5,000km

にも及ぶ。これらの施設は、今後急速な老朽化の進行が予想され、維持管理・更新等に係る

費用の増大が懸念される。そこで平成20年度より、「水産物供給基盤機能保全事業（水産基

盤ストックマネジメント事業）」がスタートし、効果的かつ効率的な漁港施設の維持管理・

更新等、施設の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が図られることとなった。その中

で、漁港施設の機能診断は、簡易調査による目視が主体のため、時間やコスト等の労力に加

え、点検技術者による精度のばらつき等の問題がある。特に、施設の大半が水中部に位置す

る防波堤等の外郭施設においては、その構造の大部分が水面下にあり、部材の状況を陸上か

ら簡易に視認することが難しく、点検の際に潜水等を伴うことによってコストの増大や危険

性への直面を余儀なくされている。 

水産庁漁港漁場整備部では、平成27～令和元年度の5年間にわたり、構造物自体の内部空

洞や基礎欠陥を安全かつ簡易に診断する方法として、漁港構造物の固有振動を用いた手法、

および弾性波（透過弾性波法）を用いた手法について検討を進めてきたところである。 

本適用マニュアル（案）は、その成果をとりまとめたものであり、漁港管理者や関係者に

広く活用され、より一層の効果的かつ効率的な機能診断が実施されることを望んでいる。 

 

令和2年3月30日 

水産庁漁港漁場整備部 

 

 



 

1 

 

Ⅰ．総説  

１．本適用マニュアル（案）の位置づけ 

本適用マニュアル（案）は、漁港施設を効果的かつ効率的に診断する新たな手法を示し、

漁港管理者及び関係者（所有者及び実務点検者）が、日常管理や定期点検において適切に活

用することを目的とする。 

（１）背景 

漁港漁場施設をはじめとした水産基盤施設の長寿命化や更新コストの縮減を図るため、水

産基盤施設ストックマネジメント事業が進められている。その中で、漁港漁場施設の機能診

断は簡易調査にて目視や計測を中心に行うこととなっており、特に水中部においては、潜水

や専門機器を用いた詳細調査により評価結果の検証や要因の特定を行う体系となっており、

潜水作業を伴うことによる時間やコスト等の労力が大きく、その軽減策が求められている。

さらに、潜水作業は終始水中部で行われることから安全面への対応、潜水士不足や高齢化へ

の対応なども必要とされている。1),2)。そのため、より実用的な点検・診断手法の開発・導

入が期待されている 3)。  

また、漁港漁場施設は、①主要部材がコンクリートであり、無筋コンクリートの割合が多

い、②防波堤のような延長が長い施設が多い、③構造物の大部分が地中部もしくは水中部に

位置しているといった特徴があり、陸上の安全な場所において構造部材の取り壊しや補修を

必要とせずに簡易に行える機能診断手法の普及が期待されている。特に非破壊検査による手

法は、目視で確認できない箇所を評価できる可能性が高いもので、点検の実施手順に適切に

組み込むことにより点検の効率化に繋がるものと考えられる。  

既往の非破壊検査の例として、漁港構造物における多点での強度推定（機械インピーダン

ス法）4)、表面劣化を計測する方法（表面ｐ波法）など 5）が挙げられる。しかし、これらは

構造物の表面状態を診断することを目的としており、構造物の内部空洞や基礎部欠陥といっ

た変状の検出は新に診断手法を確立する必要がある。 

 

（２）目的 

本適用マニュアル（案）は、非破壊検査手法を用いた漁港施設における防波堤等の内部欠

陥や基礎部欠陥を効果的かつ効率的に診断する新たな手法を示し、漁港管理者及び関係者

（所有者及び実務点検者）が、日常管理や定期点検における簡易調査（重点項目）において

適切に活用できるようその実施手順を示すことを目的とする。 

本適用マニュアル（案）を活用することで、漁港管理者及び関係者の作業性や経済性が向

上されることを期待する。  
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２．本適用マニュアル（案）の活用の考え方  

本適用マニュアル（案）で示す技術は、固有振動法及び透過弾性波法（以下、「本技術」

と称す）であり、これらは漁港施設の日常管理および定期点検の簡易調査（重点項目）及び

詳細調査に適用するものである。 

漁港施設における維持管理の手順は、図１のとおりである 2)。漁港管理者は、機能保全計

画を策定し、この計画に則って、日常管理や保全対策を実施していくこととされる。また、

機能保全計画の中で、日常管理計画も策定され、表１の各種点検を目的や内容に則って、回

数や頻度を設定して行うこととされる 2)。このうち、定期点検の頻度は、漁港の重要度に応

じて、５～10年の間隔で実施することとされ、機能保全計画の見直しのために、簡易調査

（重点項目）を実施し、必要に応じて詳細調査を実施することとなっている（表１参照）
2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 漁港施設維持管理の手順 2)   

  

表１ 日常管理における点検の種類等 2)  

点検の種類  目的・内容  実施時期、頻度等  

日常点検  

  

・簡易調査において把握された老朽化の進

行状況の確認、新たな老朽化の発見のた

め。  

・簡易調査（簡易項目）に沿った目視（陸

上）調査。  

・概ね１年に１回以上。  

臨時点検と併せ、１年に複数回実

施することが望ましい。  

・漁業者等からの情報提供等によ

り管理者等の体制を補完。  

臨時点検  

  

・台風による高波浪の来襲後、一定規模以

上の震度の地震発生後や船舶の衝突等事

案が発生した場合、施設の変状、損傷の

有無等の把握のため。  

・簡易調査（簡易項目）に沿った目視（陸

上）調査。  

・事案発生後可能な限り やかに。  

・地震の規模については管理者等で

決定。  

定期点検  

  

・現行の機能保全計画書の見直しのため。 

・簡易調査（重点項目）を実施。必要に応

じ詳細調査を実施。 

 

・水産物生産・流通拠点漁港におけ

る主要な施設については概ね５年

に１回。  

・それ以外の漁港については、漁港

等の機能の重要性を踏まえ、概ね 

５～10 年の間隔で適切に設定。  
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前述した定期点検における簡易調査（重点項目）では、陸上及び海上からの目視による調

査を基本としているため、海中部にある防波堤基礎部の変状を把握することが困難であっ

た。しかし、本技術を用いることで、これら部位の変状の有無を潜水調査や海上調査を行わ

なくても、簡便に把握することができる。これにより、現場での負担が大きい潜水作業の軽

減を図るための潜水調査のスクリーニング(詳細調査点検箇所の絞り込み)が可能となり、点

検・調査作業の効率化も図られる。 

このため、定期点検での防波堤水中部やケーソン内部の簡易調査（重点項目）にあたって

は、潜水調査や海上調査に先立ち、本技術を活用することが有効である。 

本技術の適用フローを以下に示す（図２参照）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固有振動法による測定（スパンごと）
振動波形の解析（固有振動数の特定）

実施単位（スパン割）の設定

本技術を活用した
簡易調査（重点項
目）フロー

詳細調査

固有振動数の隣接スパンとの比較
同一 or 相違？

変状が
有り or 無し？

透過弾性波法による測定
（スパン毎）

変状なし

基礎部の潜水調査

・ 基礎部の潜水
・ 削孔・カメラ等による
空洞化調査

堤体に変状あり
（詳細調査による老朽化度の評価）

［基礎部の確認（堤体の空洞も含む）］

［堤体の空洞の確認］

同一

相違

有り

無し
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図２ 本手法の適用フロー 

３．本適用マニュアル（案）の適用範囲 

本適用マニュアル（案）は、コンクリート構造物の防波堤（直立堤、混成堤）の基礎部欠

陥と堤体の内部欠陥の把握を適用範囲とする。  

 

（１） 対象施設  

本適用マニュアル（案）における対象施設は、主要な材料がコンクリート構造物の防波堤

のうち、直立堤と混成堤とする。また、固有振動法はこれら対象施設の基礎部分における洗

掘や空洞、堤体底面の欠損といった基礎部欠陥を対象とし、透過弾性波法は対象施設におけ

る堤体の内部欠陥を対象とする。 なお、杭式や矢板式の構造物は対象外である。 

  

（２） 留意事項等  

固有振動法及び透過弾性波法は、直立堤や混成堤１スパンごとに測定することとする。ま

た、計測対象施設の堤体のスパン割が、上部工、本体工、下部工で一致しない場合や堤体が

岩盤上に直接設置（岩着形式）される場合は正常な固有振動数を計測できない場合があるの

で注意を要する。 

本適用マニュアル（案）は、固有振動法と透過弾性波法の特性や漁港構造物への適用、試

験方法等を検討するため、数値計算、室内試験を行い、実際の構造物で適用性を確認した成

果をもとに作成している。  

 

（３）地中部もしくは水中部の変状を把握する技術 

一般に、地中部もしくは水中部の変状を把握するための点検手法として、電磁波レーダー

探査、超音波探査（カラーイメージングソナー）、削孔による目視確認、および潜水による

目視確認等が挙げられる（表２）。  

電磁波レーダー探査は、主としてパラペットの地中部における空洞を検出するために採用

される。そのため、対象となる箇所のコンクリート部分は 100～200mm 前後である。また、

水中部での精度が低く、超音波探査は傭船等を伴うため、手間やコストを要する。削孔によ

る目視確認は、構造物の取り壊しを伴うため、空洞部が判明した後に用いられることが多

い。そのため、現状では潜水による目視確認が主に実施されている 7-12)。潜水による目視確

認は、海象条件や作業時間の規制による制約が大きく、調査対象物が長大となるほど手間と

コストを要し非効率となる場合が多い。 

本適用マニュアル（案）で扱う固有振動法は、構造物上部での陸上作業により振動観測を

行い、基礎部欠陥を検出する方法である。本手法による基礎部欠陥の検出は、構造物内部に

空洞がないことを前提としているため、固有振動数に異常が見られる場合は、構造物の内部

空洞の有無を確認することが望ましい。これを検出する手法が弾性波を構造物に伝搬させる

ことで内部空洞の有無を把握する透過弾性波法である。 
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表２ 地中部もしくは水中部の変状を把握するために一般に用いられる点検手法 

点検手法 特徴 適用範囲 

 

適用材料 

漁港構造物 

（水中部）へ

の適用性  

電磁波レーダー

探査 2),6),7),11) 

非破壊検査手法。 

比較的容易に、平面的

に広範囲の測定が出来

る。 

調査箇所の断面を画像

記録することが出来

る。  

海水面よりも上

の範囲。  

探査深度は地表

面から２ｍまで

の範囲  

コンクリ

ート 

×  

超音波探査（カ

ラーイメージン

グソナー）9) 

非破壊検査手法。  

比較的容易に、平面的

に広範囲の測定が出来

る。  

調査箇所の断面を画像

記録とすることが出来

る。  

構造物全体  コンクリ

ート及び

鋼材 

○  

（陸上からの

確認は限定的

であるため調

査船等を要す

る。）  

削孔による目視

確認 2),6),7),11) 

破壊検査手法。  

変状の有無、位置、規

模が精度良く把握でき

る。  

修復に時間と費用を要

する。また、削孔箇所

が弱点部になる。  

海水面よりも上

で、作業足場の

確保が可能な範

囲（ただし、事

後の復旧を要す

る。）  

コンクリ

ート 

○  

（確認できる

範囲は限定的

である。）  

潜水による目視

確認 2),6),7) 

潜水による直接目視。  

変状の有無、位置、規

模が精度良く把握でき

る。  

調査には時間と費用を

要する。  

構造物全体  

（ただし、大深

度になると減圧

を要する。）  

コンクリ

ート及び

鋼材 

○  

（海象条件と

深度による制

約がある。）  

固有振動法 14)，

15)，16),17) 

非破壊検査手法。  

陸上から広範囲にわた

り短時間で精度良く検

査が出来る。  

堤体の基礎部欠

陥（洗掘や空

洞、堤体底面の

欠損など） 

コンクリ

ート 

○  

透過弾性波法
12)，13) 

非破壊検査手法。 

陸上から広範囲にわた

り短時間で精度良く検

査が出来る。  

堤体の内部空洞 コンクリ

ート 

○  
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４．本適用マニュアル（案）の構成 

  「本適用マニュアル（案）」は、「Ⅰ．総説」と「Ⅱ．技術資料」の２部構成とする。  

 

（１）本適用マニュアル（案）の構成 

本適用マニュアル（案）は、「Ⅰ．総説」と「Ⅱ．技術資料」の２部構成である。Ⅰ．総

説では、本適用マニュアル（案）の背景や目的、技術の位置づけ、構成を述べている。ま

た、Ⅱ．技術資料では、１．固有振動法、２．透過弾性波法の２つの技術を記述している。

なお、「１．固有振動法」には、自由振動法と強制振動法による方法の２種類がある。 

それぞれの章で、技術ごとに、適用範囲、測定機器と方法、測定技術者、測定手順、適用

事例を掲載しており、漁港管理者の参考となるよう概算費用を整理している。  
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５．用語の定義 

 本適用マニュアル（案）における用語は、「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガ

イドライン 2)（ｐ2）」における用語に準拠している。「水産基盤施設ストックマネジメント

のためのガイドライン 2)」に記載のないものは、以下のとおりである。 

 

固有振動数：様々な構造物が固有にもつ振動数が存在し、その振動数を固有振動数という

（P9,10参照）18) 

卓越振動数：測定された振動の全体で、他と比較して振幅、または応答が最も大きくなるこ

とを卓越するといい、この時の振動数を卓越振動数という 18)。 

起振機：構造物に一定振幅の外力を加える（加振する）ために使用される機器のことを起振

機という 18)。 

速度計：構造物等の測定点に設置することで、測定点の変位（速度計の場合、速度）を測定

する機器を速度計という 18)。 

自由振動：ある振動系に外力の作用を受けずに生じている振動を自由振動という 18)。 

強制振動：強制的な外力の作用で加振した状態で起きている振動を強制振動という 18)。 

共振曲線：構造物に対して、起振機の振動数を段階的に変えながら、加振し、その時の振動

を速度計で測定すると、それぞれの振動データが各振動数ごとに得られる。これらの最大変

位を各振動数ごとにプロットすると共振曲線が得られる 18)。 

ロッキング振動：構造物がある点（ロッキング中心）を中心として、回転振動することをロ

ッキング振動という（P9,10 参照）18)。 

フーリエ・スペクトル解析：振動波形のフーリエ・スペクトルを求めることを指し、これに

より振動数成分の検出と時間領域から振動数領域へ変換することを意味している 19)。 

スムージングバンド幅：フーリエ・スペクトルは、振幅の凹凸が大きいため、このスペクト

ルをできるだけなめらかにすることを平滑化（スムージング）という。平滑化は、振動数領

域で一定のバンド幅を持つウィンド関数を乗じた移動平均すること等で行われる。このとき

のバンド幅のことをスムージングバンド幅という。18)，19) 

Ｈ／Ｖスペクトル：３成分の常時微動から算出する水平方向と鉛直方向のスペクトル比のこ

と 20)。 

 

  

  

  



 

8 

 

【参考文献】  

1) 水産庁漁港漁場整備部：水産基盤施設機能保全計画策定の手引き，平成 27 年 5月改定  

2) 水産庁漁港漁場整備部：水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン，平

成 27 年 5月改定  

3) 水産庁：インフラ長寿命化計画（行動計画），平成 26年 8月  

4) http://nrife.fra.affrc.go.jp/seika/kikaiimpedancehoumanual201604/201604ki 

kaiimpedancehoumanual.pdf  

5) http://nrife.fra.affrc.go.jp/seika/hyoumenphahoumanyuaru/150331hyoumenpha 

hou.pdf  

6) 国土交通省：港湾の施設の点検診断ガイドライン【第 2部 実施要領】，平成 26 年 7月  

7) 農林水産庁・国土交通省：海岸保全施設維持管理マニュアル～堤防・護岸・胸壁の点

検・評価及び長寿命化計画の立案～，平成 26年 3月  

8) 国土交通省：ダム総合点検実施要領・同解説，平成 26 年 6月  

9) 国土交通省：橋梁定期点検要領，平成 26年 6月  

10) 鉄道総合技術研究所：鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編），平成 19 年 1月  

11) 国土交通省：道路トンネル定期点検要領，平成 26年 6月  

12) 日本非破壊検査協会規格：コンクリートの非破壊検査試験－弾性波法－第 2部：衝撃弾

性波，NDIS 2426-2:2014,一社）日本非破壊検査協会，東京，平成 26年 9 月 

13) 藤田孝康，松本 力，斎藤将貴，笠井哲郎，奥野正洋，加藤広之，野神功一，不動雅之: 

透過法衝撃弾性波法による漁港施設の内部欠陥診断手法の検討, 土木学会論文集 B3（海

洋開発）, 74(2), I_79-I_84, 2018. 

14) 藤田孝康，斎藤将貴，三神 厚，笠井哲郎，奥野正洋，加藤広之，野神功一，不動雅之: 

漁港施設における不可視部の診断手法としての固有振動の適用性検討, 土木学会論文集

B3（海洋開発）, 74(2), I_103-I_108, 2018. 

15) 藤田孝康，丸山敏生，笠井哲郎，三神 厚：防波堤の固有振動特性を用いた老朽化の評価

手法に関する研究，コンクリート工学年次論文集, Vol.40, No.2, pp.1327-1332, 2018. 

16) 齋藤 将貴, 藤田孝康，梅津 啓史,三神 厚：起振機実験による防波堤の固有振動特性の

検討，コンクリート工学年次論文集, Vol.41, No.2, pp.1369-1374, 2019. 

17) 梅津 啓史,藤田孝康，三上 信雄，斎藤 将貴,三上 厚,不動 雅之,井上真仁,笠井 哲郎：

漁港施設の機能診断のための固有振動特性の適用性検証,土木学会論文集 B3（海洋開

発）, 75(2), I_575-I_580, 2019. 

18) 小坪清真：土木振動学，森北出版(株)，東京，2006 年 9月 1日 

19) 大崎順彦，地震動のスペクトル解析入門，鹿島出版会，東京，1993 年 4月 30日 

20) 中村豊：常時微動計測に基づく表層地盤の地震動特性の推定、鉄道総研報告 Vol.2, 

No.4’ 1988, pp.18-27. 

  



 

9 

 

Ⅱ．技術資料  

１．固有振動法  

１－１ 固有振動法  

本適用マニュアル（案）は、固有振動数を用いて、漁港施設のコンクリート構造物の防波

堤等の基礎部欠陥の有無を評価するための方法を規定する。  

【解説】  

（１） 固有振動法の測定原理  

固有振動法は、構造物を弾性体、底質地盤をばねと仮定して、堤体上部で堤体の振動を

計測し、この振動波形から固有振動数を特定する方法である。また、この固有振動数によ

って、堤体下部および底質地盤の変状（基礎部欠陥）を評価することが可能である 1)。 

本手法は、防波堤に常に周期 0.2 秒前後の振動が生じていること、この振動は捨石基礎

という弾性体の上に堤体が載った１つの振動系と見なすことができること、この振動はロ

ッキング振動であるという報告をもとにしている 2)。また、漁港施設の防波堤が図１に示

すような構造であることから、前述のロッキング振動が水平方向（Ｘ軸方向）で顕著であ

ると考えられ、Ｘ軸方向の固有振動に着目している 3)。  

 
    

 

 

 

 

 

 

図１ 防波堤等における平面・断面模式図  

                    図２ 水平方向振動の模式図 

 

本手法の原理は、土木振動学におけるロッキング振動を参考としている 4)。 

まず、基礎の地盤を等方均質な線形弾性体であると仮定し、このような地盤上に縦横そ

れぞれ a、b、高さ lの長方形コンクリートブロックの水平振動を考える（図２参照）。 

このブロックの振動は、重心 G（ここではロッキング中心を構造体重心としている）の

水平変位ｙおよび重心まわりの回転角 θをもつ２自由度系であり、この場合の水平復元

力は、以下のようになる。 

 

 

ここで、ksは水平地盤係数である。また、重心まわりの復元モーメントは左回りとな

る。  

 

 

Ｚ軸方向

Ｘ軸方向
Ｙ軸方向

港外側
港内側

Ｘ軸方向

ｌ
G

θ

ｙ

a

b
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ここで、kvは鉛直地盤係数である。ブロックの質量をｍ、重心回りの質量の慣性モーメン

トをＪとすれば、水平振動の方程式は、以下となる。  

 
また、回転運動の方程式は、下式となる。  

 

ここまでは、コンクリートブロックの水平動と回転を考えた２自由度系として取り扱った

ものである。 

実際の防波堤等では、構造体底面にロッキング中心があることが多いとされる 2)。そこ

で、(1)式は、ロッキング中心が構造体底面中央にあると仮定したロッキング振動だけを考

えた１自由度の運動方程式である 4)。なお、ＫR：ばね定数（または地盤反力係数）、J：慣性

モーメントを示す。 

  Ｊ�̈�＋Ｋ
𝑅
𝜃＝0 ・・・・・・・・・・・・(1) 

固有振動数は， 

J
Kf R

2
1

0 =  ・・・・・・・・・・・・(2) 

 

以下より、J、ＫRを求め、これらを(2)式に代入することで固有振動数が求められる。 
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（２）固有振動法による自由振動法と強制振動法 

本手法は、常時微動（自由振動）を計測して、その波形を解析する「自由振動法」と起

振機による強制的な加振で振動を発生させてこれを計測し、その波形を解析する「強制振

動法」による方法の２種類がある。これら２種類の方法を導入する流れは、図３に示すと

おりである。 

 

 

図３ 本手法の適用フロー 

 

（３）制約条件と留意事項 

本手法における対象施設は、Ⅰ．総説における３．の（１）で述べたように、主要な材

料がコンクリート構造物の防波堤のうち、直立提と混成提である。また、対象となる基礎

は、直接基礎（岩着式）、捨石式、マウンド式とする。ここでは、主として現地での制約

条件と留意事項を述べる。  

  

1) 制約条件  

NO
NO

 NO
YES

YES

潜水目視観察等詳細調査

基礎部分の欠陥なし 基礎部分の欠陥あり

該当スパンの固有振動数を特定

スパン毎の固有振動数を比較

基礎部分に欠陥可能性あり

振動波形の解析
（振動数によるスペクトル解析）

共振曲線による解析
（加振振動数ー振幅曲線）

 YES

計測対象施設の選定（スパン割の決定）

構造形式、地盤条件の設定（スパン単位）

概算固有振動数の推定

自由振動計測 強制振動計測

卓越振動の判読

波形平滑化や変位応答

の解析による判読

共振曲線値の判読

隣接スパンとの相違
なし あり

欠陥の有無
なし

あり
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   固有振動法は、防波堤等の 1スパン（幅５ｍ程度、高さ８ｍ程度）を対象とする。本手

法は、自由振動と強制振動の２種類の振動を計測するものであり、これらは外的要因の影

響（降雨等）を受け易いため、雨天での計測は不可とする。 

また、周辺で振動を伴う工事が実施されている場合や風速 10ｍ以上となる場合等は、

振動測定のノイズが大きくなるため、測定不可とする。  

  

2) 留意事項  

   対象スパンにおける振動測定は、測定誤差が大きくなるため、周辺の振動（車両、船

舶、工事機械等）に留意する。 
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１－２ 測定機器と方法 

（１） 測定機器 

測定機器は、分解能や測定振動数等、対象構造物の振動を適切に検知できる速度計と

する。 

（２） 測定方法 

測定は、自由振動及び強制振動の双方とも速度計を対象構造物の上部に水平設置し、

測定振動数 100Hz で１～３分間計測する。  

【解説】  

（１） 測定機器  

① 自由振動 

測定機器は、速度計（または加速度計）と測定振動を記録するための PC及び付属

のアプリケーションとする。なお、速度計は、分解能が 0.03×10-5m/s

（0.03kine）程度とし、測定振動数 1Hz以上が測定可能なものとする。 

② 強制振動 

強制振動は、強制振動を起こす起振機と前述の速度計および測定振動を記録するた

めの PC及び付属のアプリケーションとする。起振機は、構造物を起振させるのに

十分な加振力を持ったものとし、水平に稼働するものが望ましい。なお、速度計の

分解能は、自由振動と同等程度とする。 

 

（２）  測定方法  

① 自由振動 

測定は、速度計を対象構造物の上部に水平設置し、自由振動を測定振動数 100Hzで

３分間測定する。測定した固有振動が構造物自体のものであるか否かを確認するた

め、構造物と離れた箇所で地盤の振動も併せて測定する。 

② 強制振動 

測定は、起振機を構造物中央に設置し、速度計を対象構造物の上部に水平設置する

ことで、強制振動を測定振動数 100Hz で１分間測定する。なお、構造物が小さく、

起振機自体の振動を測定される場合は、中心線から１／４の箇所に速度計を移動さ

せて測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 自由振動（左）と強制振動（右）の測定概要 

L L/4

℄

℄

ℓ

港外側

港内側

上部工

本体工

ℓ/2

L L/4

℄

℄

ℓ

港外側

港内側

：起振機

：速度計

上部工

本体工

ℓ/2
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（３） 測定機器の校正及び点検 

測定機器の校正は、定められた期間ごと、または異常が確認された場合に、測定技術者

が機器製造者またはその代理人に依頼して行う。 

また、測定機器の点検は、測定の事前事後で測定機器の動作に異常がないことを測定技

術者が確認する。 
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１－３ 測定技術者 

  本適用マニュアル（案）に基づいて測定を行う技術者は、測定方法の原理、測定機器

に関する知識及びコンクリートに関する基礎知識をもつ者とする。  
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１－４ 測定手順  

本手法における測定手順は、「事前準備」、「測定場所の決定」、「測定」、「データ処理」

とする。  

  

【解説】 

本手法には、自由振動法と強制振動法の２種類があり、それぞれの測定手順は、図５に

示すとおりである。 

自由振動法と強制振動法のいずれの測定もまず、測定のための「事前準備」を行い、

「測定場所の決定」を行って、測定機器等を設置して「測定」する。測定後は、「データ

処理」することで固有振動数を特定し、周辺スパン等と比較する。 

  

 【自由振動法】                【強制振動法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 測定フロー 

  

  

【事前準備】
① 機材準備
② 起動確認

【測定場所の決定】
① 対象スパンの選定
② 測定位置の決定

【測定】
① 測定機器*2準備
② 測定
*２：測定機器は、起振機、速度計、PC一式を指す

【データ処理】
① 測定データの共振曲線極値
② 固有振動数の特定
③ 周辺スパンとの比較

【事前準備】
① 機材準備
② 起動確認

【測定場所の決定】
① 対象スパンの選定
② 測定位置の決定

【測定】
① 測定機器*1準備
② 測定
*１：測定機器は、速度計とPC一式を指す

【データ処理】
① 測定データの卓越振動数

（スペクトル解析）
② 周辺地盤の卓越振動数
③ 固有振動数の特定
④ 周辺スパンとの比較
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１－４－１ 事前準備 

事前準備は、「機材準備」、「起動確認」の順で実施する。 

  

【解説】 

（１） 機材準備  

自由振動の機材準備は、速度計一式（PC含む）、バッテリーセット、位置出し用機材

（エスロンテープ、コンベックス、チョーク等）等を用意する。 

強制振動の機材準備は、自由振動の機材に加え、起振機一式を準備する。また、発電機

や延長ケーブルを準備する。 

双方ともに、必要に応じて、測定時にパソコン画面が見やすくなるように、日傘等を用

意する。 

   

（２） 起動確認  

自由振動、強制振動ともに、速度計、PC及び付属アプリケーション、起振機の起動確

認を行う。  
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１－４－２ 測定場所の決定 

測定場所の決定は、「対象スパンの選定」、「測定位置の決定」の順で実施する。 

 

【解説】 

（１） 対象スパンの選定 

対象施設は、本手法の適用検討時に選定しておく。このうち、対象スパンは、原則とし

て、全スパンとする。なお、構造形式が異なる場合は、同じ構造形式群別で区分する。 

 

（２） 測定位置の決定  

自由振動における測定位置は、速度計を設置する位置とする。この測定位置は、対象ス

パンごとに１ヶ所ずつ選定する。 

測定位置は、基本的に対象スパンにおける上部工上面の中心とし（スパン長(L)の中

心：Ｌ／２）、構造物短辺の港内側 1/4（スパン幅(W)の 1/4：Ｗ／４）とする。ただし、

ひびわれ、表面劣化、剥離などの老朽化、またはカキや藻類など付着物がある場所は可能

な限り避けることとし、平らで測定機器の水平設置が可能な位置とする。測定位置出し

は、エスロンテープ等で計測し、測定位置をチョーキングする。 

強制振動における測定位置は、速度計を設置する位置とし、その位置は自由振動と同様

とする。強制振動を起こす起振機は、スパン長（Ｌ）の中心でスパン幅（Ｗ）の中心とす

ることで対象スパンの中央とする。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 測定位置模式図  

 

 

 

 

 

 

 

 

港外側

港内側

Ｘ軸方向スパン長（Ｌ）

スパン幅（W）

スパン長（Ｌ）の中心

スパン幅（Ｗ）の1/4

（L/2）  

（W/4）  
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起振機 SSV-125ME
最大加振力 588N（60kgf）
振動数範囲 0.1～100Hz
起振方向 水平方向

最大加速度 無負荷14.7ｍ／s2

最大変位 80mmp-p
電源 AC100V単相
可動部質量 40kg
寸法 W224×D374×H184mm

 

１－４－３ 測定 

測定は、「測定機器の準備」、「測定」の順で実施する。 

 

【解説】  

（１） 測定機器準備 

① 自由振動法 

自由振動法における主な測定機器は、速度計と PC一式である。これらの測定機器準備

は、以下の手順で実施する。なお、ここでは測定機器の事例として、適用事例（後述）で

用いた東京測振社製の小型振動計測装置及び付属のデータ処理ソフト一式を示す。 

（手順）PC 立ち上げ前に測定器の準備として  

1)速度計を測定位置に水平設置する。 

2)速度計の測定方向（X、Y、Z軸）を合わせる。 

3)速度計、PC、バッテリーそれぞれをケーブルで接続する。 

4)速度計、PC、バッテリー等の接続は、ケーブルやケーブル接続部の断線等に留意

する。また、バッテリーは事前に十分な充電と予備器を備えておく。 

 

② 強制振動法 

強制振動法における主な測定機器は、起振機、速度計、および PC一式である。速度

計、および PC一式の手順は、自由振動と同様である。ここでは、起振機の手順を示す。

なお、ここでは起振機の事例として、適用事例（後述）で用いた（株）サイエス製の永久

磁石起振機 SSV-125MEを示す。 

（手順）起振機の準備として  

1)起振機の設置場所（対象スパン中央）にドリル等で穴を明ける。 

2)起振機が振動によって動かないようにネジ等で固定する。 

3)起振機をケーブルで接続する。 

4)起振機の接続は、ケーブルやケーブル接続部の断線等に留意する。また、バッテ

リーは事前に十分な充電と予備器を備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 起振機事例  

※「強制振動における起振機」の詳細は、起振機の取扱説明書 7)を参照されたい。 



 

20 

 

【起振機の選定例】 

起振機は、検討振動数帯においてフラットな加振力特性（最大加振力 588N）を有する

ことで、十分な応答が得られるかどうかを検討することで選定する。ここでは、構造物上

部に起振機を設置し、水平加振することで、構造物底面中心にロッキング中心があるよう

な振動をするものと仮定した検討を行った（図８参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 加振力検討のために想定した構造体 

 

図６より、 ba, は、それぞれ剛体ブロックの幅と奥行きであり、 hAm ,, は、それぞれ，

起振機に載せる質量、起振テーブルの振幅（制約あり）、剛体ブロックの高さである。な

お、本検討では、起振機自体の質量は考慮していない。 
振幅を A（最大 25mm）とすると、 )exp( tiAu = となる。よって，加速度は、 )exp(2 tiAu −=

となるので、慣性力（加振力）は、 )exp(2 timAum =−  となる。 

このときの運動方程式は，①のとおりである。 
/2 2

/2
exp( )

a

va
J k bd mA i t h     

−
+   =    ①  

( )F  は水平起振力、 vk ：鉛直方向地盤反力係数、 3

12
1 bakK v=

である。 

①式の計算を進めると、 

/ 2 /22 3 3

/2/2

2

1 1
3 12

exp( )

a a

v v vaa
J k b d J k b J k ba

J K mA i t h

        

   

−−
 +  = +  = +  

= + = − 

  

これより、 )exp(0 ti = とおき、 0( ) exp( )F F i t = とすると、 2
0 0( )K J F h  − = 、よって、

0
0 2

F h
K J




=
−

が各振動数ごとの回転角となる。得られる応答の推定値とセンサーの最大感度と

分解能を併せて考慮し、3(Hz)以上は一定加振、3(Hz)未満は加振力低下として、3(Hz)で振

幅 25mm 加振した場合を基準とした．加速度 )/(883.8)32()(025.0 222 smHzmA ==  と

なるので，加振力は， 2 250( ) 8.883( / ) 444( ) 588( )mA kg m s N N =  =  最大加振力 588N より小

さくなり、十分、応答信号が得られることが見込まれたため、本起振機を選定した。 

 

 

ｈ=6,000ｍｍ

a=4,000ｍｍ

ｂ=5,000ｍｍロッキング中心

起振機

加振方向（振動方向）
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（２） 測定 

① 自由振動法 

測定は、速度計の設定を測定振動数 100Hz とし、測定時間 3分とする。測定中は、自由

振動を測定することから、可能な限り、他の振動が測定されないように留意する。また、

測定した固有振動が構造物固有のものであるかを確認するため、構造物と異なる箇所で地

盤の振動を測定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 測定状況  

 

（測定機器操作手順） 

1) 速度計、GPS、LAN を接続し、水平を確保した後、速度計を測定できる状態とする（本

体の電源を入れる）。 

2) PCの電源を ONにし、CV-374フォルダ内にある「RTD FlexStarter」を起動する。 

3) 設定画面で「Semi-auto mode」，「計測振動数：100Hz」，「計測時間：60秒」を選択し、

「TKD」によって、保存するファイル名を設定する（空欄でも可能)。 

4) 測定表示画面である「Device」をクリックし、接続されている速度計が適正に表示

（Ｘ、Ｙ、Ｚ軸）されているか確認して、「0K」をクリックする。 

5) 測定記録画面である「RTD start」をクリックし、Recordコマンドをクリックすると

記録が始まり、計測時間である 60秒経つと自動で終了する。 

6) 計測日時開始時間がファイル名となるため、記録しておく。 

7) 「ファイル」終了し、速度計のスイッチを切る。 

8) PC主電源を OFF し、 接続していたケーブル類を抜く。 

※「測定」の詳細は、速度計 CV-374、ネットワークセンサー、受信ソフト一式の取扱説

明書 10)を参照されたい。 

 

② 強制振動法 

 強制振動における起振は、測定対象施設を水平方向に起振可能な起振機によって行う

（「（１）測定機器準備②強制振動法参照）。後述する概算固有振動数（理論値）をもとに、

概ね 10振動数程度の振動数を段階的に変えて起振させ、振動数ごとに測定する。 

 測定は、自由振動と同様の方法とするものの、各振動数の測定時間は 1分とする。 

Ｗ／４ 

Ｌ／２ 

速度計 

水準器 
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③ 概算固有振動数の設定 

 効率的に計測するため、事前に対象スパンの構造形式、規模、基礎条件による理論値か

ら概算固有振動数を設定し、概算固有振動数（理論値から換算）を中心に測定振動数を決

めることが望ましい。概算固有振動数の設定は以下のとおりとする。 

1）N値の推定 

防波堤の基礎地盤は、捨石マウンドや岩着タイプの基礎が一般的であるが、現場では地

盤条件としての N値 11)や弾性波速度は不明なことが多いことから、概算固有振動数の設定

における N値として以下の数値を用いることとする。 

・捨石マウンドタイプ ：  60 ～ 100 ［礫層（密実な状態）］ 

・岩着タイプ     ： 200 ～ 300 ［岩石］ 

2）概算固有振動数の設定 

基礎地盤タイプ別で推定した N値により理論値を算出し、室内試験における相関関係か

ら換算係数 0.7（理論値に対する実測値の割合）を乗じた値を概算固有振動数とする 6)。 

 

【概算固有振動数の算出例】 

固有振動法の測定原理における(2)式参照（P10） 

［算出条件］ 

• 構造物（スパン）寸法：a=6.5m,b=6.02m,h=4.5m（陸上:1.75m,水中:2.75m） 

• 基礎構造：捨石基礎：N = 60 or 100 

• Vs = 300，𝐸0 = 2,800*N*1,000 

• ＊スパン重量に浮力を考慮 

［Ｎ値 60の場合の固有振動数の理論値］ 

M = 376,710 

E0 = 2,800*60*1,000 = 168,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*168,000,000 = 560,000,000 

bv = √(6.5*6.02) = 6.26 

kv = 560,000,000*(6.26/0.3)^(-3/4) = 57,390,204 

kr = 57,390,204*6.5^3*6.02/12 = 7,906,660,481 

j = 297,388*(6.5^2/12+6.02^2/3) = 3,865,019 

F0 = 1/2π √(7,906,660,481/3,865,019) = 7.20 

［Ｎ値 100 の場合の固有振動数の理論値］ 

M = 376,710 

E0 = 2,800*100*1,000 = 280,000,000 

kv0 = 1/0.3*1*280,000,000 = 933,333,333 

bv = √(6.5*6.02) = 6.26 

kv = 933,333,333*(6.26/0.3)^(-3/4) = 95,650,341 

kr = 95,650,341*6.5^3*6.02/12 = 13,177,767,461 

j = 297,388*(6.5^2/12+6.02^2/3) = 3,865,019 

F0 = 1/2π √(13,177,767,461/3,865,019) = 9.29 

 

概算固有振動数：F0*0.7＝5.04～6.50（Hz） 
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１－４－４ データ処理  

   データ処理は、「測定データの卓越振動数」、「周辺地盤の卓越振動数」、「固有振動数の特

定」、「周辺スパンとの比較」の順で実施する。  

  

【解説】  

（１） 測定データの卓越振動数 

  測定データは、Ｘ軸方向（場合によってはＹ軸）の振動を対象とする。  

測定データは、以下の順で卓越振動数を求める。  

1) 取得データの振幅を確認して、振幅が安定している測定時間を確認する。 

2) 水平方向の振動を 0.1Hz 以下の振動数を遮断して 5 区間抽出する。 

3) 5 区間それぞれのパワースペクトルを求め、スムージング（スムージングバンド幅

は、一般的なスムージングバンド幅である 0.2，0.4Hz とする 6））をかけて平滑化す

る。 

4) 上記 3)を図化し、振動数の極値（卓越数値）である自由振動の卓越振動数を判別す

る。 

 

  

図 10 パワースペクトル図例（スムージング幅：0.4Hz）  

  

上記 1)～4)の解析を行っても、様々な振動ピークが卓越し、図 10 のように明瞭な卓越振

動数が現れない場合がある。 

このような場合は、①通常のスムージングバンド幅（0.2，0.4Hz）よりも大きなバンド幅

（0.8，1.6Hz）によりスムージング（平滑化）を行う、②ノイズ成分の低減効果の観点から

「変位成分」に注目してスムージング（平滑化）を行うといった方法を用いて、卓越振動数

を判別する（適用事例２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓越振動数 
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（２） 周辺地盤の卓越振動数  

周辺地盤の卓越振動数は、対象とする構造物と離れた場所の地盤の常時微動を対象とす

る。地盤の振動データは、（１）と同様に、取得データの確認、振幅が安定した時間のデー

タを用いることとする。周辺地盤の卓越振動数は、３方向の振動波形を元に水平方向と鉛

直方向のスペクトルの比（Ｈ／Ｖスペクトル）を図化することで求める。  

Ｈ／Ｖスペクトル比から周辺地盤の卓越振動数を求め、この卓越振動数が（１）の測定

データにおける卓越周波数と異なることを確認する。 

 

（３） 固有振動数の特定  

   固有振動数の特定は、（１）測定データの卓越振動数が（２）周辺地盤の卓越振動数と異

なることを確認することで、当該卓越振動数が構造体の固有振動数であることを特定す

る。なお、Ｘ軸以外のＹ、Ｚ軸も卓越振動数を求めて比較することで、Ｘ軸の固有振動数

特定の参考となる。  

    

（４） 隣接スパンとの比較  

   上記（１）～（３）の手順で特定した各スパンの固有振動数をそれぞれ比較して、相違

があるか同一であるかを判断する（図２参照）。  
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１－５ 報告  

  報告する事項は次のとおりである。  

（１） 測定年月日、測定場所、測定者名  

（２） 測定箇所の概要（構造物の概要、測定位置図、断面図等）  

（３） 測定方法及び測定機器の仕様  

（４） 測定結果 

（５） 解析結果 

【解説】 

 報告書例を以下に示す。  

  

（１）測定年月日    測定場所    測定者名    

（２）測定箇所の概要（構造物の概要、測定位置図、断面図等）  

  

  

  

（３）測定方法及び測定機器、仕様  

  

  

  

（４）測定結果  

   

  

  

（５）解析結果 
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１－６ 適用事例  

適用事例を以下に示す。 

１－６－１ 適用事例１（自由振動法①） 

（１） 概要  

① 対象施設 ：重力式防波堤  

② 構造形式 ：直立堤（コンクリート単塊式）  

③ 対象スパン：スパン 1：洗堀あり、スパン 2：洗堀なし  

④ 施設条件 ：  

・堤体本体（水中部を除く）に大きな変状がない。  

・基礎の幅、奥行ともに 1.0m以上の基礎部欠陥（洗堀）がある。  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 対象施設の状況（左上：施設全景、右上：標準断面図、下：損傷図（基礎部欠陥）） 
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                   ↑港内側 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 対象施設の状況（平面図） 

 

（２） 測定結果  

図 13 に測定結果を示す。これは対象２スパンで測定したＸ軸方向の振動波形を 5区間

抽出して、それぞれ高速フーリエ変換し、スムージングバンド幅を 0.4Hzで平滑化し

て、これらの平均とともに、パワースペクトルを対数表示したものである。図より、洗

堀がないスパンは 5.71Hz、洗堀があるスパンは 4.83Hz が卓越振動数である。洗堀がある

（設置面積が少ない）場合、卓越振動数が低下する傾向となっている。 

 

 

【スパン１：洗堀あり】            【スパン２：洗堀なし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 対象スパンにおける卓越振動数（左：スパン１、右：スパン２） 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 

  

       

   

    

スパン１：洗堀あり スパン２：洗堀なし 

5.71Hz 4.83Hz 
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また、周辺地盤の振動を測定し、H/V スペクトル比を求めた結果は、図 14 に示すとおりで

ある。図より、周辺地盤の卓越振動数は、5.86Hz であり、洗堀を有するスパン、洗堀がない

スパンの双方の卓越振動数と異なることがわかる。このことより、それぞれの卓越振動数

は、当該スパンの固有振動数であると見なせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 周辺地盤におけるＨ／Ｖスペクトル比 

  

5.86Hz 
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１－６－２ 適用事例２（自由振動法②） 

（１） 概要  

① 対象施設 ：重力式防波堤  

② 構造形式 ：混成提（単塊式）  

③ 対象スパン：１スパン（洗堀なし）  

④ 施設条件 ：  

・ 堤体本体（水中部を除く）に大きな変状がない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 対象施設の状況（左上：施設全景、右上：平面図、下：標準断面図） 
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（２） 測定結果  

図 16 は、対象スパンで測定したＸ軸方向の振動波形を 5区間抽出して、それぞれ高速

フーリエ変換し、スムージングバンド幅を 0.2Hzで平滑化して、これらの平均ととも

に、パワースペクトルを対数表示したものである。図より、明確な卓越振動数が検出で

きていない。そこで、前述のデータ処理（P22）で述べたように①スムージングバンド幅

の調整、②変位応答によるスムージング処理によるフーリエスペクトル解析を行った。 

 

図 16 対象スパンにおけるフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：0.2Hz） 

 

① スムージングバンド幅の調整（大きなバンド幅によるスムージング処理） 

スムージングバンド幅を 0.8Hzと 1.6Hz に設定してスムージング処理をした結果を図

17、18 に示す。0.8Hzで細かいピークが少なくなり全体的に平滑化された。この中で、

比較的大きなピーク域（卓越成分）が残り、卓越振動数が 3.0～4.2Hz の中に存在するこ

とが判読できる（図 17参照）。 

 

図 17 対象スパンにおけるフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：0.8Hz） 

明瞭なピークを確認

できない

明瞭なピークを確認でき

ない

3.0～4.2Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

3.0 4.2

3.0～4.2Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

3.0 4.2



 

31 

 

さらに、スムージングバンド幅 1.6Hz で処理した場合、ピークは緩やかになるもの他

の主だったピークがなくなるため、4.1Hz 付近に曲線の変曲点を確認でき（図 18参照）、

これが卓越振動数と判断される。 

  
図 18 対象スパンにおけるフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：1.6Hz） 

 

② 変位応答によるスムージング処理によるフーリエスペクトル解析 

変位応答によるフーリエスペクトル解析結果を図 19、20、21に示す。いずれの場合

も、自由振動のフーリエスペクトル解析結果の曲線に比べて、細かいピークが少なく滑

らかになりピークが見やすくなっていることがわかる。 

スムージング幅 0.2Hzでは、曲線は滑らかになっているものの他の振動成分のピーク

が多く、卓越振動数のピークが明瞭になっていない（図 19参照）。0.8Hzでは、かなり細

かいピークがなくなっている（図 20参照）。この中で、比較的大きなピーク域（卓越成

分）が残り、卓越振動数が 3.0～4.3Hz の中に存在することが判読できる。さらに、

1.6Hzで処理した場合、他の振動のピークがなくなり、4.1Hz 付近に曲線の極値を確認で

き（図 21参照）、ここが卓越振動数と思われる極値であると判断できる。 

 

このように、同一の自由振動計測結果を①スムージングバンド幅の調整、②変位応答によ

るフーリエスペクトル解析を併用（補完）することにより、これまで特定できなかった固有

振動数を把握できる。 

 

 

4.1Hz付近においてピーク

（卓越振動数）が見られる

4.1

4.1
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図 19 対象スパンにおける変位応答のフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：0.2Hz） 

 

図 20 対象スパンにおける変位応答のフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：0.8Hz） 

 

 

明瞭なピークを確認

できない

明瞭なピークを確認
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3.0 4.3
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図 21 対象スパンにおける変位応答のフーリエスペクトル解析結果 

（スムージングバンド幅：1.6Hz） 

 

 

 

  

4.1Hz付近においてピーク
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１－６－３ 適用事例３（強制振動法） 

（１） 概要  

① 対象施設 ：重力式防波堤  

② 構造形式 ：直立堤（コンクリート単塊式）   

③ 対象スパン：スパン 1：洗堀なし、スパン 2：洗堀あり 

④ 施設条件 ：  

・堤体本体（水中部を除く）に大きな変状がない。 

・基礎の幅、奥行ともに 1.0m以上の基礎部欠陥（本体工の欠損）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 対象施設の状況 

（左上：施設全景、右上：平面図、下左：スパン状況、下右：変状状況） 

 

本体工欠損 

（高さ 1.0ｍ） 
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図 23 対象施設の標準断面図 

 

（２） 測定結果 

測定は、前述のスパン１、スパン２のそれぞれで起振機をスパン中央に設置し、速度計を

設置して、起震機の振動数を段階的に 10振動数変えて加振し、このときの振動を 1分間ずつ

記録した。測定した振動からそれぞれのスパンにおける共振曲線を作成した（図 24参照）。

それぞれの共振曲線は、明瞭な極値（共振曲線値）が表れており、この卓越振動数が固有振

動数であることが判断される。また、基礎部欠陥のないスパン１が 6.0Hzであり、基礎部欠

陥のあるスパン２が 5.5Hzと固有振動数が低下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 スパン１、２の共振曲線 

  

単位：ｍ 

共振曲線（水平方向）

スパン1
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6, 0.000146192
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１－７ 概算費用  

（１） 測定機器の概算費用 

 【速度計】定価約 420万円（一式） 

 測定機器は、東京測振社製の小型振動計測装置及び付属のデータ処理ソフト一式 8)，9)を事

例として用いている。 

 【起振機】レンタル（永久磁石起振機 SSV-125ME）：60万円／30 日 

  

（２） 調査費の概算費用  

参考として、潜水調査、および固有振動法（自由振動、強制振動）による調査の概算費

用を以下に示す。なお、実業務においては、仕様条件に従って、積算することとされた

い。  

【積算条件】 

1) 対象施設 ：重力式防波堤  

2) 構造形式 ：直立堤（コンクリート単塊式）  

3) 施設規模 ：延長 200m  

4) スパン規模：延長 10m×幅 8m×高さ 5m（内、水中部 3m）＝全 20 スパン  

【潜水調査】概算 64 万円  

 \32,220（1スパン当たり）×20スパン＝\644,400  

 ※現場稼働日数：2日程度  

【固有振動法】（自由振動法）概算 37万円  

 \18,271（1スパン当たり）×20スパン＝\365,420  

 ※現場稼働日数：1日程度 

【固有振動法】（強制振動法）概算 57万円  

 \28,600（1スパン当たり）×20スパン＝\572,000  

 ※現場稼働日数：3日程度 

 

表１ 潜水調査の概算費用内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 名称 摘要 単位 数量 単価 金額 備考

潜水調査 トラック ２ｔ積み 日 1 38,220 38,220 就業８H（必要に応じて計上）

簡易調査（重点項目） 測量技師補 測量業務単価* 人 1 29,500 26,900

潜水士 ダイバー 人 2 46,400 92,800 潜水器具損料含む

潜水連絡員 人 1 26,800 26,800

潜水送気員 人 1 26,600 26,600

調査船運転 FRP D 70P 日 1 88,080 88,080 就業８H（必要に応じて計上）

雑材料 ％ 1 2,994

小計① 302,394 1日当たり

とりまとめ 主任技師 設計単価* 人 0.5 53,800 26,900

（施設現況調書作成） 技師(A) 設計単価* 人 0.5 47,500 23,750

技師(B) 設計単価* 人 0.5 39,100 19,550

小計② 70,200 1施設当たり

小計③ 施設 10 7,020 1スパン当たり

スパン 12 84,240 調査1日当たりに要するとりまとめ

386,634 1日当たり

32,220 1スパン当たり

＊設計単価：平成31年度設計業務委託等技術者単価（国土交通省）13)

潜水調査 合計 小計①＋③ 12
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※漁港漁場関係工事未制定歩掛 13)より算出  

※1日当たりの作業能力 770㎡＝12スパン  

1スパン当たりの規模は、延長 10m×水中深さ 3m×2 面（港内＋港外）を想定＝60㎡換

算。よって、770 ㎡÷60㎡＝12スパン 

 

表２ 固有振動法（自由振動）の概算費用内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実績から算出 1)，5)，6) 

※1日当たりの作業能力 24スパン  

1スパン当たり 25 分（①設置 10分、②安定 2分、③測定 3分、④撤去 5分）。よっ

て、稼働 8H÷20分（1スパン）＝24スパン  

 

表３ 固有振動法（強制振動）の概算費用内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実績から算出 5)，6) 

※1日当たりの作業能力＝9スパン  

1スパン当たり 50分（①設置 10分、②測定 30分、④撤去 10 分）。よって、稼働

8H÷50分（1スパン）＝9スパン  

 

項目 名称 摘要 単位 数量 単価 金額 備考

技師(A) 設計単価* 人 1 47,500 47,500

技師(B) 設計単価* 人 1 39,100 39,100

測定機器使用料 速度計 日 1 20,000 20,000

小計① 日 1 106,600 調査1日当たり

技師(A) 設計単価* 人 1 47,500 47,500

技師(B) 設計単価* 人 4 39,100 156,400

技師(C) 設計単価* 式 4 32,000 128,000

小計② 331,900 調査1日当たりに要する解析費

438,500 1日当たり

18,271 1スパン当たり

＊設計単価：平成31年度設計業務委託等技術者単価（国土交通省）13)

24

調査費

解析・診断費

固有振動法
（自由振動）

合計 小計①＋②

項目 名称 摘要 単位 数量 単価 金額 備考

技師(A) 設計単価* 人 1 47,500 47,500

技師(B) 設計単価* 人 1 39,100 39,100

技師(C) 設計単価* 人 2 32,000 32,000

測定機器使用料 速度計 日 1 20,000 20,000

測定機器使用料 起振機 日 1 20,000 600,000円／30日

小計① 日 1 138,600 調査1日当たり

技師(A) 設計単価* 人 1 47,500 47,500

技師(B) 設計単価* 人 1 39,100 39,100

技師(C) 設計単価* 人 1 32,000 32,000

小計② 式 118,600 調査1日当たりに要する解析費

257,200 1日当たり

28,600 1スパン当たり

＊設計単価：平成31年度設計業務委託等技術者単価（国土交通省）13)

9

調査費

解析・診断費

固有振動法
（強制振動）

合計 小計①＋②
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２．透過弾性波法  

２－１ 透過弾性波法  

本技術資料は、透過弾性波法を用いて、漁港施設のコンクリート構造物の防波堤等提体

の内部空洞を確認するための方法を規定する。  

【解説】  

（１）透過弾性波法の測定原理 

透過弾性波法は、弾性波を用いた手法の一つである。図１に示すとおり 1),2)、対象となる

構造物に弾性波を透過（入力点と測定点を対面配置）させ、その伝搬速度から構造物を評価

する方法を透過弾性波法と呼ぶ。 

弾性波を用いた手法は、ハンマの打撃等による衝撃力によってコンクリート表面に弾性波

を発生させ、コンクリート表面に設置したセンサにより、その弾性波を受信する方法であ

る。  

 

図１ 弾性波の入力点及び振動の測定点の配置例（測定点の対面配置）  

  

弾性波には、図２に示すように、進行方向に平行に振動する縦弾性波（Ｐ波）、進行方向と

直角に振動する横弾性波（Ｓ波）、表面を鉛直方向に振動するレイリー波（Ｒ波）が存在す

る。図３は、これらの弾性波が対象構造物上に設置した場合の受信点におけるＰ波、Ｓ波、

Ｒ波の波形を模式的に示したものである。このように受信点の波形は、最初にＰ波が到達す

る。そのため、これら弾性波の初期到達時の立ち上がりを検知することが出来れば、受発信

点間の距離と弾性波の到達時間により、弾性波伝搬度を計測することが出来る。  

   

 

  

図２ コンクリート版表面の衝撃点で発生した弾性波 
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図３ 受信されるＰ波、Ｓ波、Ｒ波の模式図  

  

（２） 制約条件と留意事項  

本手法における対象施設は、Ⅰ．総説における３．の（１）で述べたように、主要な材

料がコンクリート構造物の防波堤のうち、直立提と混成提である。このうち、透過弾性波

法は、堤体の内部欠陥を対象としている。  

ここでは、主として現地での制約条件と留意事項を述べる。  

  

1) 制約条件  

   透過弾性波法は、堤体の内部空洞を確認する方法であるため、入力装置と振動センサが

対象構造物をはさみこむ測定となる。このため、一方に障害物や異なる構造体（消波工や

胸壁等）が隣接している場合等、入力装置や振動センサの設置が困難となり、測定もでき

ない。  

ハンマで衝撃を与える（入力装置）箇所と振動センサの設置箇所の距離は 0.2m 以上

9.0m以内とする。したがって、9.0ｍを超える構造物は対象外となる 2)。 

    

2) 留意事項  

測定位置に、ひびわれ、表面劣化、剥離などの老朽化、またはカキや藻類など付着物が

ある場所は可能な限り避ける。困難な場合は、研磨等により測定面を平滑にする必要があ

る。 
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２－２ 測定機器と方法  

（１） 測定機器  

   測定機器は、入力装置（ハンマ）、振動センサ、測定装置で構成され、弾性波速度

及びパワー伝送比を適切に検知できるものとする。 

（２） 測定方法  

   測定は、透過（対面配置）によるものとし、測線を 1mピッチ、測定回数を 5回ず

つ行うものとする。  

  

【解説】  

（１） 測定機器  

   弾性波速度を測定する機器として、その一例であるアプライドリサーチ社製の測定装置

一式（iTECS）を示す（写真１）。iTECSの取扱注意事項を含め以下に解説する。  

   

1) 入力装置（ハンマ）  

   弾性波を入力するためのハンマは、測定対象物の表面において、振動センサで弾性波を

検出するための振動振幅を励起できるものとする。なお、ハンマは、380g の CTS用（日東

建設社製）であれば、漁港施設において適切に弾性波速度が伝搬することができ、長期使

用に耐えることができる。  

   

2) 振動センサ  

   振動センサは、入力装置によって、入力された弾性波の波形を検出するのに十分な感度

及び分解能をもつものとする。  

   

3) 測定装置  

   測定装置は、振動センサの出力振動を時間波形として表示及び記録でき、サンプリング

時間間隔、サンプリング数、測定時間長、電圧範囲、トリガなどが測定に必要な条件の範

囲で設定可能であり、波形の到達時間が測定できるものとする。 

表示画面において、受信波形が観察可能で、受信波形上の時間及び振幅値を読み取る機

能をもつものが望ましい。なお、電源は、携帯型の電池（バッテリーセット）を用意す

る。夏期や冬期は、測定器の電池やバッテリーセットの電池の消耗が著しいため、それぞ

れ温度対策を行い、予備電池を多めに準備する必要がある。  

 
  

写真１ 測定機器（iTECS）  

   

測定装置 
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（２） 測定方法  

測定は、iTECSを用い打撃点と受信点を対面配置し、入力装置（ハンマ）により打撃

し、振動センサにて受信する。測定点は、打撃点及び受信点を水平方向に 1m 間隔で移動さ

せ、各測定点で 5回ずつ測定し、サンプリング時間 0.5μsとする。  

測定した弾性波が正常値であるか否かを確認するため、隣接の健全スパンの弾性波も併

せて測定する。  

  

（３） 測定装置の校正及び点検  

測定装置の校正は、定められた期間ごとまたは異常が確認された場合に、測定技術者が

機器製造者またはその代理人に依頼して行う。iTECS の例では、原則として、1年に 1

回、メーカーによる検定（校正）を行う。 

測定装置の点検は、測定前後に測定機器に異常がないことを測定技術者が確認する。  
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２－３ 測定技術者   

   本技術資料に基づいて測定を行う技術者は、測定方法の原理、測定機器に関する知識及

びコンクリートに関する基礎知識をもつ者とする。  

  

  

  

     



 

44 

 

２－４ 測定手順   

本手法の測定手順は、「事前準備」、「測定場所の決定」、「測定」、「データ処理」とする。  

  

【解説】 

  測定手順は、図４に示すとおりである。  

まず、測定のための「事前準備」を行う。次に、「測定場所の決定」を行って、「測定」す

る。測定後は、「データ処理」することで弾性波 度及びパワー伝送比を検出する。  

  

  

 
 

図４ 測定フロー 
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２－４－１ 事前準備 

  事前準備は、「機材準備」、「起動確認」の順で実施する。  

  

【解説】 

（１） 機材準備  

   機材準備は、iTECS一式（PC含む）、バッテリーセット、位置出し用測定機材（エスロン

テープ、コンベックス、チョーク等）等の調査機材を用意する。また、必要に応じて、は

しご、足場、日傘等を用意する。  

   

（２） 起動確認  

   測定装置の起動確認を実施する。また、測定前に一通りの測定ができるように確認をし

ておく。  
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２－４－２ 測定場所の決定  

測定場所の決定は、「対象スパンの選定」、「測定位置の決定」、「測定位置出し」の順で実

施する。  

【解説】 

（１） 対象スパンの選定  

   測定場所は、「１．固有振動法」の結果から、異常値が確認されたスパンの上部工とな

る。なお、可能な限り１施設に対し、健全部を１スパン測定しておくことを推奨する。  

   

（２） 測定位置の決定  

   測定位置の決定は、対象スパンの透過（対面配置）可能な方向に、1,000mm ピッチを目安

とする（図５）。ただし、ひびわれ、表面劣化、剥離などの老朽化、またはカキや藻類など

付着物がある場所は可能な限り避け、平らで測定器の水平設置が可能な位置とする。ま

た、潮位によって海面下となる位置は選定しない。 

  

  
  

  
港内側  

  

図５ 測定位置模式図  

  

（３） 測定位置出し  

測定位置出しは、エスロンテープ等の計測機材を用い、測定位置をチョーキング等して

実施する。付着物や粗骨材が露出している場所は、可能な限り避けることが必要である

が、全体的に付着物がある場合や粗骨材が露出している場合等は表面を研磨材やグライン

ダー等で削って平滑にする必要がある。 

  

  

 
 

  
 
 
 
 
  

  

   

  
 mm 1000    
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２－４－３ 測定  

   測定は、「測定機器準備」、「測定」の順で実施する。 

【解説】  

（１） 測定機器準備  

   測定機器準備は、以下の手順で実施する。なお、測定機器は、アプライドリサーチ社製  

の測定装置 iTECS 及び付属のデータ処理ソフト一式を事例として用いた。 

（手順）PC 立ち上げ前に、測定機器の準備として 

①ハンマ・センサ・ケーブルの取り付けを行う。 

②iTECSと PCをケーブルで取り付けを行う。 

③PCとバッテリーをケーブルで取り付けを行う。 

iTECS、PC、バッテリー等の接続は、ケーブルやケーブル接続部の断線等に留意する。ま

た、バッテリーは事前の十分な充電と予備器を備えておく。  

 

（２） 測定  

測定は、iTECSを用いて入力装置（ハンマ）により打撃し、振動センサにて受信する。

弾性波の応答波形は、高感度加速度計（100mV/G）を用いる。各測定点で 5回ずつ測定し、

サンプリング時間 0.5μs とする。  

図６に示すとおり、打撃点および受信点を水平方向に 1,000mm 程度間隔で移動させて測

定する。  

  

 

図６ 測定イメージ 

   

（手順）PCの電源を ONにすると、  

① 自動的に windows および付属ソフト iTECS が立ち上がる。  

② 画面右上の設定ボタン（黄色）を選択  

1) 測定条件の設定 測定項目：弾性波 度を選択  

2) 入力点と受信点の間隔を設定（1m以上の設定は「２－４－４ データ処理」注

１を参照）  

3) 保存ファイルを作る場合は、プロジェクト名を変更。キーボード画面にて入

力（プロジェクト名の上で選択）または直接入力。  

4) 戻る（緑色）を選択する。  

  

 
 
  

 
 
  

  
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

・ 
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  空 
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③ 分析パラメータの入力点、受信点の間隔が②2)と同じことを確認。違ってい

る場合は変更する。  

④ 度測定（緑色）を選択する。 度測定（緑色）が打撃待ちのメッセージに変

わると測定（打撃）OK。  

⑤ 位置出しした入力点をハンマで打撃し、受信点において表面 P波をセンサで

受信することによって実施する。なお、打撃は測定対象物に対し、垂直に打

撃を行うことを基本とする。  

⑥ 波形を確認し、入力点、受信点で弾性波の立ち上がりが捉えられている場

合、保存を選択、ファイル名を入れ保存する。  

⑦ 連続して測定する場合は、 度測定（緑色）を選択、以後④～⑥の繰り返し

5回分のデータを捉える。5回連続して行っても弾性波 度が捉えられない場

合は、弾性波 度が捉えられないものとして処理する。  

  

※「測定」の詳細については、iTECS の取扱説明書 3)を参照されたい。  
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２－４－４ データ処理 

  データ処理は、「データ取得」、「波形確認」、「弾性波 度」、「パワー伝送比」の順で実施す

る。  

【解説】  

（１） データ取得 

   データ取得は、iTECS の付属の分析用ソフトによって実施する。データを別途 PCに移し

解析することもできる。まず、センサ距離を入力点と受信点の距離に合わせ、「ファイルを

開く」のボタンを押して弾性波速度のデータを抽出する。  

  

（２） 波形確認 

   入力波と受信波の立ち上がりを確認し、立ち上がりの有無を波形で確認を行う。立ち上

がりが検出できない場合には、弾性波速度が検出できないとする。  

  

（３） 弾性波速度  

   入力波形と受信波形の立ち上がり箇所から、それぞれの時間を読み取り、その時間差と

センサ距離から弾性波 度を算出する。得られた弾性波は平均する。 

 （注１：入力点と受信点の距離について） 

入力点と受信点の距離がある一定の距離（1m）以上は画面上・プログラム上表示できな

い。このため、例えば入力点と受信点の距離が 3mの施設の測定では、センサ距離を 1/10

の 300mmとし、弾性波 度を計算（弾性波 度 398.2m/s））させ、後でこの度を 10倍

（3,982m/s）して正式な値とする。なお、時間差が出ているので（753.4μm：μ＝100 万

分の 1）、ここからでも弾性波 度を計算できる（3m÷753.4μm＝3,982m/s）。 

  

（４） パワー伝送比  

   弾性波の減衰量であるパワー伝送比は、(1)式によって表され、測定した波形の振幅から求め

る（図７）ここで、Ａinputは、入力時の加速度振幅であり、Ａoutput は、受信時の加速度振

幅を示しており、式(1)によるパワー伝送比の値が大きいことは減衰が大きいことを意味してい

る 4)。  

 
  

図７ 弾性波観測波形例  

 ※「データ処理」の詳細については、iTECSの取扱説明書 3)を参照されたい。  

output 

input 

A 

A 
H log 20  (1)   
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２－５ 報告  

  報告する事項は次のとおりである。  

（１） 測定年月日、測定場所、測定者名  

（２） 測定箇所の概要（構造物の概要、測定位置図、断面図等）  

（３） 測定機器の型式、仕様  

（４） 測定結果  

【解説】  

 報告書例を以下に示す。  

  

（１）測定年月日    測定場所    測定者名    

（２）測定箇所の概要（構造物の概要、測定位置図、断面図等）  

  

  

  

（３）測定機器の型式、仕様  

  

  

  

（４）測定結果  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

51 

 

２－６ 適用事例 

適用事例を以下に示す。  

  

（１） 概要  

① 対象施設 ：重力式防波堤  

② 構造形式 ：直立堤（コンクリート単塊式）  

③ 施設条件 ：  

・構造物提体内部に内部欠陥がある。  

・同一構造形式の健全なスパンがある。  

  

 

  

 

  

図８ 対象施設の状況（左：施設全景、右：標準断面図、下：平面配置）  

   

（２） 測定結果  

1) 弾性波速度  

図９に測定結果を示す。健全部における各測定点での弾性波速度は、3,900～3,970m/s

の間を示し、平均値は 3,944m/sであった。これに対し、内部欠陥部（隣接するスパンの継

ぎ目）を測定したケース（測線 5A-5B）では、平均値より 2％程度の度低下が確認された。  
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2) パワー伝送比  

図 10に測定結果を示す。これは弾性波 度が 4,141m/s の健全部と、4,034m/s の欠陥部

を示す。これらの受信波形の第 1波目に着目すると、欠陥部（継目部）に振幅の減衰が見

受けられる。ここで、(1)式（２－４－４データ処理参照）に示すように入力波の振幅と、

受振第 1波の振幅値から、波動の伝達率（パワー伝送比）を計算した場合、伝送比は概ね

10程度異なることが確認され、欠陥部のパワー伝達が明らかに低下することがわかる。  

このことから、内部欠陥（空洞等）がある場合は、弾性波速度の変化に加えて、波動の

パワー伝送比（伝達量）に着目した解析方法も有効であると考えられる。  

  

 

  

図 10 観測波形（左：健全部、右：欠陥部）  
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２－７ 概算費用  

（１） 測定器の概算費用  

 【iTECS】定価約 230万円  

  

（２） 概算費用  

参考として、透過弾性波法の概算費用を以下に示す。本手法は、固有振動法によるスク

リーニング後に適用するため、①1日当たり、②1スパン当たりの積算とした。積算条件及

び内訳は、表５のとおりである。実業務においては、仕様条件に従って、積算することと

されたい。  

  

【積算条件】  

  ・スパン規模：延長 10m×幅 8m＝測定点 10点（1スパン当たり）  

  

【透過弾性波法】  

  ①1 日当たり  ：概算 42 円  

 ②1 スパン当たり：概算 1.7 万円  

  

表１ 透過弾性波法の概算費用内訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※NETIS 登録 No.QS-040028-Vより算出  

※1日当たりの作業能力＝24スパン  

1スパン長 10mとして、測定点数 10 点≠20 分（①準備 3分、②測定 1分×10 測定

点、③撤去 3分）。よって、稼働 8H÷20 分（1スパン）＝24 スパン 

 

 

 

 

 

 

 

項目 名称 摘要 単位 数量 単価 金額 備考

技師(A) 設計単価* 人 1 47,500 47,500

技師(B) 設計単価* 人 1 39,100 39,100

測定器使用料 iTEC 日 1 32,000 32,000

小計① 日 1 118,600 調査1日当たり

主任技師 設計単価* 人 5 53,800 269,000

技師(C) 設計単価* 式 1 32,000 32,000

小計② 301,000 調査1日当たりに要する解析費

419,600 1日当たり

17,483 1スパン当たり

＊設計単価：平成31年度設計業務委託等技術者単価（国土交通省）
13)

24

調査費

解析・診断費

透過弾性波速度 合計 小計①＋②
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平成 31 年度 水産基盤整備調査委託事業「漁港施設の長寿命化検討調査」 

報 告 書 

 

a. 課題名 

「３. 荷さばき所等の予防保全対策の検討」 

 

 

b. 実施機関及び担当者 

［一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所］  

第１調査研究部  

   次 長   林  浩志 

上級研究員 加藤 広之 

主任研究員 尾崎 幸生 

 

ｃ. ねらい 

全国の漁港において、老朽化した荷さばき所が増加し、維持管理費用の増大、衛

生管理等の荷さばき所に求められる機能の低下、及びこれに起因する食中毒発生等

による国民の健康被害の発生や国際市場での日本の水産物の価値の低下などが懸念

されている。 

したがって、今後、施設の長寿命化対策の実施により荷さばき所を構造的・機能

的に維持していくことが重要であり、これを適切、かつ効果的に実施するためには

荷さばき所の長寿命化対策実施のためのガイドラインが必要となる。 

そこで、今年度調査においては、荷さばき所の老朽化の特徴を具体的に点検・診

断・評価するための手法や判定基準を検討し、さらに老朽化による影響を構造面に

加え、利用面(作業面)、衛生管理面等の観点からＡ～Ｄの 4 段階で評価する手法を

検討し、これらの結果を踏まえ、ガイドライン（案）を作成する。 

 

ｄ. 方法 

３－１ 老朽化状態の評価の指標作成 

評価の指標を検討するにあたって、荷さばき所の建築部材・付帯設備の老朽化度

と機能低下状況の事例を調査し、サンプルを収集した。また、施設管理者へのヒア

リングにより、建築部材や付帯設備の老朽化による利用面、衛生管理面等の機能に

対する影響を把握した。これらを基に、既存の機能保全計画策定に係るマニュアル

等を参考に、荷さばき所の点検・診断を行う手法を整理した上で、老朽化判定基準

を模式的な表形式にまとめ、これに調査したサンプル例を掲載した。また、老朽化

による作業面と衛生管理面の影響を評価した上で、構造面、作業面、衛生管理面等

の観点から、荷さばき所の老朽化状態を水産基盤施設の健全度評価に準じてＡ～Ｄ

の４段階の評価指標を検討した。 

 

３－２ 長寿命化対策の実施のためのガイドライン（案）の作成 

今後、３－１の検討結果を踏まえ、荷さばき所の長寿命化対策の実施のためのガ

イドライン（案）を作成した。 
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ｅ. 結果及び考察 

３－１ 老朽化状態の評価の指標作成 

 

（１）荷さばき所の老朽化状況のサンプル収集と老朽化による機能への影響の整理 

１）本検討において調査対象とする荷さばき所の構成 

荷さばき所の主体は、荷さばき所の建屋や岸壁屋根等の建築物であり、これらと

清浄海水供給設備等の付帯設備で構成されている。これらを表 e-3-1 に示す。建屋

は屋根・天井，外壁，内壁，柱・梁，床等の部材と建具や建築設備に分類される。

また、それぞれの部材・設備には表に示す内容が含まれている。 

昨年度は岸壁屋根を付帯設備としていたが、部材や設備の内容は荷さばき所の建

屋と同様と考えて差し支えないため、老朽化度調査や機能保全計画策定においては

建屋で挙げられている部材・設備で該当するものを適用するものとする。なお、岸

壁屋根は、これを構成する最低限の部材・設備等を示している。 

また、機械設備の中の冷凍・冷蔵設備と製氷設備、電気設備の中の受変電・動力

制御設備等は荷さばき所の用途に使用する以外に、そのほかの漁港施設で使用する

場合もあるので、ガイドラインで示す適用範囲はあくまで荷さばき所で使用する付

帯設備に限るものとする考えである。 

 

表 e-3-1 荷さばき所の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部材・設備 内容

屋根・天井
屋根材、屋根防水材、天井材、
雨樋等

外壁 外壁、外壁面の仕上げ等

内壁 内壁、内壁面の仕上げ等

柱・梁 柱・梁、柱・梁面の仕上げ等

床
床、床面塗装、排水路、グレー
チング等

建具
窓、ドア、引き戸、シャッター
類等

建築設備 換気扇、給水設備、屋内照明等

屋根 雨樋、屋根材、屋根防水材等

柱・梁 柱・梁、柱・梁面の仕上げ等

床
床、床面塗装、排水路、グレー
チング等

清浄海水取水設備
取水口、取水ポンプ、取水ポン
プ室、配管・バルブ類等

清浄海水導水設備
ろ過装置とろ過水槽、受水槽、
海水殺菌装置、配管類等

冷凍・冷蔵設備 冷凍室、冷蔵室、冷凍機等

製氷設備
製氷機、貯氷庫、冷凍機、搬氷
装置等

排水処理設備
沈殿池・枡、スクリーン、排水
ポンプ、配管類

受変電・動力制御
設備

キュービクル、動力制御盤、現
場盤、非常用発電機等

屋外照明設備 投光器等

荷さばき所の構成

建　屋

岸壁屋根

付帯設備

機械設備

電気設備
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２）現地調査の対象施設 

老朽化状況の指標を検討するにあたっては、荷さばき所の様々な建築部材や付帯

設備の老朽化度と機能低下状況の事例調査が必要であるため、表 e-3-2 に示す荷さ

ばき所を対象として事例サンプル収集等の現地調査を行った。 

 

表 e-3-2 現地調査対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）調査手法 

現地にて建築部材や付帯設備等の老朽化状況のサンプルを収集すると共に、施設

管理者へのヒアリングにより、建築部材や付帯設備の老朽化による荷さばき所の利

用面（主に漁業者や市場職員及び仲買人等の荷さばき所における従事者の作業効率、

安全性）、衛生管理面等の機能に対する影響を把握した。 

この際、次項（2）の検討により事前に作成した老朽化度判定基準を用いて、老朽

化度調査を行うと共に老朽化状況の写真サンプルを収集した。この老朽化度判定基

準は、他の施設で適用されている機能保全計画策定に係る既存のマニュアル等を参

考として、平成 30 年度に行った現地調査結果を基に、荷さばき所で具体的に点検・

診断する内容を検討し、各建築部材や付帯設備等に対して老朽化による変状の現象

と程度を 4 段階に整理したものである。 

 

番号 漁港名
施設名

（産地市場名）
所在地

施設管理者
（ヒアリング対象者）

経過年数
（竣工年）

構造 形式

1 羅臼漁港 羅臼地方卸売市場
北海道
羅臼町

羅臼漁業協同組合
46年

（昭和49年）
S造 完全閉鎖型

2 三崎漁港
三浦市三崎水産物
地方卸売市場

神奈川県
三浦市

三浦市経済部
市場管理事務所

27年
（平成6年）

SRC造 一部閉鎖型

3
北さつま漁業協同
組合地方卸売市場
（新港水揚場）

41年
（昭和54年）

RC造 開放型

4
北さつま漁業協同
組合地方卸売市場
（外港水揚場）

29年
（平成2年）

RC造 開放型

5
北さつま漁業協同
組合地方卸売市場
（新設市場）

13年
（平成18年）

S造 完全閉鎖型

阿久根漁港
鹿児島県
阿久根市

北さつま漁業協同組合
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４）現地調査結果 

①羅臼漁港 

羅臼地方卸売市場の第 2 市場（完全閉鎖型）を対象として老朽化度調査を行った。

老朽化度調査結果の概要を以下に示す。荷さばき所はＳ造である。なお、羅臼漁港

では各部材等で老朽化度に差がある可能性を鑑み、柱、梁、ブレス、シャッターに

関しては個別に老朽化度を調査した。 

 

 ・柱は太い柱を中心として海側(東側)の事務室寄りから順に 1～9 番、陸側(西側)10

～18 番まで合計 18 本ある。梁は調査した海側と陸側の柱間の梁 9 本と長手方向の

5 本の合計 14 本を対象とした。各部材の劣化の状況に大きな差は無かった。また、

柱脚部の根巻コンクリートと腰壁部コンクリートの大きな劣化は見られなかった

が、一部で鉄骨が腐食・膨張し、コンクリート面に露出している箇所があった。

鋼製の柱と梁には錆が見られた。 

 ・壁のブレスは東側 4 か所、北側(妻側)2 か所、西側 4 か所の 10 か所を対象とした。

いずれも下部の腐食が激しい。また、接合部にも激しい腐食が見られた。各ブレ

スで柱・梁に比べて腐食度合いに差がみられた。 

 ・屋根に関しては屋根に上がって調査した結果、一部に鉄製の屋根材に穴が空いて

いる箇所が見られた。特に、陸側の先端部に多く見られた。 

 ・シャッターは、特に下部のスラットやガイドレールが激しく腐食している箇所が

見られた。また、多くの場合でシャッターケースが破損していた。また、これら

の部分で腐食が見られた。 

 ・床には大きな劣化は見られなかった。グレーチングも同様である。 

 ・内壁面は鋼板製であるが、一部に腐食が見られた。 

 ・岸壁張り出し屋根(荷さばき所の大きな庇でＳ造)の柱は 11 本を対象とした。梁は

特に場所を特定せずに全体を評価した。柱の鉄骨部は腐食が激しい。根巻のコン

クリートには劣化が見られなかった。梁にも腐食が見られた。過去において、柱

と梁の一部で劣化が非常に激しい部分があったが、現在は補修済みである。 

 ・外壁面はモルタル仕上げであるが、一部にひび割れが見られた。 

 ・岸壁張り出し屋根部の床に劣化は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-1 鋼製柱 全体的に錆あり       写真 e-3-2  鋼製梁 部分的に錆あり 
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写真 e-3-3 ブレス全体的に錆あり       写真 e-3-4 ブレス 著しい変形、損傷あり  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-5 シャッター スラット           写真 e-3-6 シャッター 駆動部全体的に 

部分的に腐食                             変形損傷あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-7 シャッター ガイドレール 

部分的に腐食 

 

また、施設管理者へのヒアリング結果を以下に示す。 

 

 ・荷捌き所はＳ造であり、柱や梁が錆びているが、これは塩害による影響が大きい

と思われる。衛生管理上の問題点は錆びや剥がれた塗装が落下し、水産物に触れ

たり混入したりすることである。第 2 市場では床の全面に水産物を置くので、建

物内部全体が衛生管理面で重要であり、管理者としては早めの保全対策が必要で

あると思っている。 

 ・しかしながら、鉄部の塗装には費用がかかるので簡単にはできないのが現状であ

る。 

 ・天井は破損したり落下したりしたことはない。 

 ・壁は今回調査した第 2 市場で落下したことがあり、補修を行っている。 

 ・床はこれまでに何度か補修している。 

 ・シャッターは下部が腐食しやすいので、必要に応じて腐食部分を交換している。 
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 ・屋根は鉄板に穴が空いているところがあり、必要に応じて補修している。雨漏り

があったことはない。 

 

羅臼漁港の荷さばき所（第 2 市場）はＳ造であり、主要構造物である柱、梁等は

鋼製である。このため、塩害の影響で全般的に腐食が見られるものの、概ね構造面

では更新、補強等の工事が早急に必要な段階とは言えない。しかしながら、荷さば

き所内は、ほぼ全面に水産物を陳列するとのことなので、塗装の剥がれ片や錆が落

下し、水産物に触れたり混入したりすることは衛生管理上、避けなければならない。

したがって、構造面では早急な対応が必要ないと判断されるが、衛生管理面からは

梁等の塗装補修等を具体的に検討する段階と考えられる。 
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②阿久根漁港 

阿久根漁港の新設市場（完全閉鎖型）を対象として老朽化度調査を行った。また、

老朽化状況のサンプルを収集するために新港水揚場と外港水揚場の調査も行った。

老朽化度調査結果の概要を以下に示す。荷さばき所はＲＣ造であり、各部材等で老

朽化度に差が無かったため、各部材、設備単位で老朽化度を調査した。 

 

 ・新設市場は築 13 年で比較的新しい荷さばき所であるため、全般的に老朽化は進行

していない。柱、外壁、内壁、天井等の主要部は特に老朽化が見られなかった。

外壁の下部のモルタル塗装が剥げたり、樹脂塗装の一部が剥げたりしている程度

である。 

 ・床には一部にひび割れが見られ、またグレーチングの一部には腐食がみられた。 

 ・シャッターはオーバースライダー式であるが部分的に腐食している箇所が見られ

た。 

 ・照明器具や換気設備、空調設備等の一部には腐食が見られた。また、屋内消火栓

が設置されていたが、カバーに著しい腐食が見られた。 

 ・衛生管理対策設備として手洗い設備と長靴消毒槽が設置されているが老朽化は見

られなかった。 

 ・清浄海水設備では一部の機器の固定部に多少の錆が見られた。 

 ・岸壁屋根（Ｓ造）に関しては、柱、屋根、床、側溝等に部分的な老朽化が見られ

た。 

 ・新港水揚場と外港水揚場では梁や天井の一部で鉄筋の爆裂によるコンクリートの

欠落が見られた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-8 シャッターガイドレール部分的に腐食  写真 e-3-9 天井 老朽化なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-10 外壁モルタル塗装 一部剥げ    写真 e-3-11 床 一部ひび割れ 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-12 グレーチング一部腐食  写真 e-3-13 屋内消火栓カバー 著しく腐食 

 

また、施設管理者へのヒアリング結果を以下に示す。 

 

・グレーチングについては、錆浮きや腐食による凹凸は衛生管理上よろしくないと

大日本水産会の優良衛生品質管理市場の更新時に指摘を受けた。漁協にて予備の

グレーチングを用意しており、不具合が発生した場合にはすぐ交換するようにし

ている。 

・床の区画ラインについては、摩耗や剥離によって線が薄くなったり消えてしまっ

たりした場合には、水産物の陳列作業の効率に支障が出る。漁協にて塗料を使っ

て塗りなおしをしている。当初は別の塗料であったが、道路用の塗料に変更した。

道路用の塗料は摩耗や剥離に強く、現在は前回の塗りなおしから２～３年経って

いるが、状態は変わらない。 

・シャッターについては、年に一度、漁協にて錆止めや錆落としを実施している。  

・紫外線殺菌装置については、定期的に性能検査を実施している。  

・機械設備については、不具合が発生した場合には、まずは漁協が自前で整備をす

るようにしている。  

 

阿久根漁港の新設市場はＲＣ造であり、全般的に老朽化は進行していない。した

がって、作業面や衛生管理面で問題となる老朽部分も無かった。一方、新港水揚場

と外港水揚場では梁や天井の一部で鉄筋の爆裂によるコンクリートの欠落が見られ

たが、これらが水産物の上部に位置する場合はコンクリート片が落下し、水産物に

付着混入する可能性があり、衛生管理面では問題となる。 
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③三崎漁港 

三崎漁港の荷さばき所（一部閉鎖型）を対象として老朽化度調査を行った。荷さ

ばき所の一部は更新工事に入っており、今後、順次改修される予定であるが、老朽

化状況のサンプルを収集するために老朽化状況が顕著で既に改修工事を行っている

エリアの調査も行った。老朽化度調査結果の概要を以下に示す。荷さばき所はＳＲ

Ｃ造であり、2 階吹き抜け部分の上部構造が鉄骨組みとなっている。したがって、鋼

製の梁が上部にある状態である。また、荷さばき所の一部が 2 階通路等の下部に位

置しているため、このエリアは部分的に上部が鉄骨組みとなっている。ここでは各

部材、設備単位で老朽化度を調査した。 

 

 ・三崎漁港の荷さばき所（一部閉鎖型）は築 27 年で、先に示したように順次改修工

事に取り掛かっている。柱は部分的にひび割れが発生している。上部の鋼製梁に

は部分的に錆と塗装剥がれが見られ、ブレスにも腐食が見られる。また、鋼製の

階段は腐食が著しい状況であった。 

 ・外壁の一部ではコンクリートの剥落が見られた。また、既に改修工事が始まって

いるエリアではあるが、内壁の一部で鉄筋の爆裂によるコンクリートの剥落があ

った。 

 ・先ほど示したように、荷さばき所で水産物を陳列する上部に鉄骨組みがあるエリ

アがあり、この鉄骨組みの一部に錆と塗装剥がれが見られた。 

 ・床は老朽化により部分的に窪んでいるところがあり、水溜まりとなっているとこ

ろがあった。また、一部の側溝には排水不良が見られ、グレーチングは著しい腐

食で欠損している部分がありフォークリフト等の走行に支障がある状態であった。 

 ・シャッターはオーバースライダーも含めて全般的に腐食が進行しており、変形し

て機能していないものもあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-14 鋼製梁 部分的に錆・塗装剥がれ  写真 e-3-15 柱 部分的にひび割れ 
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写真 e-3-16 鋼製階段 著しく腐食    写真 e-3-17 外壁 一部コンクリート剥落 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-18,19 水産物陳列上部の鉄骨組み 一部錆 塗装剥がれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-20 グレーチング 著しく腐食  写真 e-3-21 グレーチング 腐食により欠損 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 e-3-22 シャッター スラット著しく腐食  写真 e-3-22 シャッター スラット変形 
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また、施設管理者へのヒアリング結果を以下に示す。 

 

・現在、沿岸物を扱う荷さばき所の改修工事を行っている。 

・グレーチングについて、錆浮きがひどく、取り外すことができない状態となって

いる。（※グレーチングを取り外すことができないと、排水溝の掃除ができずに生

ごみがたまるため、衛生管理上問題となる。） 

・シャッターについては、さびや変形により開閉ができない箇所がある。そのため、

岸壁からの水産物の搬入出の動線を変更せざるを得ず、作業効率上問題がある。

特に活魚の搬入に支障が生じており、動線を変更したことで、活魚をすぐに船か

ら市場内の水槽へ移すことができなくなった。（※作業効率低下だけではなく、水

産物の品質低下も懸念される。） 

・冷凍まぐろを扱う新市場については、共有部は三浦市の管理であるが、出庫用の

ドッグシェルターは買受人ごとに専有とし、補修を含めた管理も買受人自身が行

うこととした。そのため、補修が必要とならないように、各自でドッグシェルタ

ー内の床面や壁の損傷を防ぐ工夫をしている。しかし、沿岸物の荷さばき所につ

いては、全て三浦市の管理であるため、利用者が維持管理費の軽減の工夫を行う

意識となっていない。 

 

三崎漁港の荷さばき所はＳＲＣ造であり、また吹き抜け構造で上部に鋼製の梁等

がある。このため、羅臼漁港と同様に、水産物を置いてある上部に腐食したり、塗

装が剥がれたりしている梁があると、錆や塗装の剥がれ片が落下し、水産物に触れ

たり混入したりする可能性があり衛生管理上、問題となる。したがって、構造面で

は早急な対応が必要ないと判断されるが、衛生管理面からは梁等の塗装補修等を具

体的に検討する段階と考えられる。 

床には陥没があり滞水が見られたが、このような状態であると菌の増殖が懸念さ

れ、歩行により溜まり水が撥ね、水産物に付着することによる衛生管理面の問題が

ある。作業面ではフォークリフト等の安全な走行に支障が発生し、運搬通路の変更

や速度制限等により作業効率が低下する恐れがある。 

シャッターは老朽化や腐食が進行すると、構造面ではシャッターが落下してしま

う可能性があり、安全上危険となる。作業面では開閉に時間がかかったり、水産物

の搬出入の動線の変更が必要となったりすることで作業効率が低下する。また、衛

生管理面では完全閉鎖とならないことによる小動物等の侵入、開閉に時間がかかる

ことや作業動線が輻輳することで水産物の搬出入に時間がかかり鮮度が劣化する等、

衛生管理上の問題が発生する。 
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４）収集したサンプルの整理 

現地調査によって収集した 3 ヶ所の荷さばき所の老朽化状況判定結果及び老朽化

状況の写真を部材別に整理した。 

結果をガイドライン（案）巻末の参考資料-2 に示す。 

 

５）各部材・設備の老朽化による荷さばき所に求められる機能への影響の整理 

施設管理者へのヒアリング結果を踏まえ、建築部材や付帯設備の老朽化による利

用面、衛生管理面等の機能に対する影響を整理した。 

 

①屋根(天井) 

水産物を陳列している、あるいは運搬動線上のエリアの上部にある場合、老朽化

により屋根材の鉄板の腐食や防水劣化が発生していると、雨漏りが発生し、屋根と

しての機能が発揮できないことにより、作業面では水産物を陳列できる面積が制限

され、作業効率が低下し、衛生管理面では雨漏りをした水が水産物へ付着すること

による衛生管理上の問題が生じる。 

②梁 

同様の場合、鋼製の梁では、塗装剥がれ、発錆等の老朽化により、作業面では水

産物を陳列できる面積が制限され、作業効率が低下し、衛生管理面では塗装の剥が

れ片や錆が落下し水産物に付着することによる衛生管理上の問題が発生する。また、

ＲＣの梁では、老朽化により鉄筋爆裂等によるコンクリート片の浮き・剥落等があ

ると、作業面では同様に水産物を陳列できる面積が制限され、作業効率が低下し、

衛生管理面ではコンクリート片が落下し水産物に付着することによる衛生管理上の

問題が発生する。 

③床 

水産物陳列エリアの床に老朽化によるひび割れ、陥没、段差等が発生していると、

作業面ではフォークリフト等の安全な走行に支障が発生し、運搬通路の変更や速度

制限等により作業効率が低下し、衛生管理面では溜り水ができるため、菌の増殖等

が懸念され、歩行により溜り水が撥ね、水産物へ付着することによる衛生管理上の

問題が発生する。 

④シャッター等 

水産物の搬出入口として使用しているシャッター等の場合は、老朽化による腐食

等で動作不良が発生していると、作業面では開閉に時間がかかったり水産物の搬出

入の動線の変更が必要となったりすることで作業効率が低下し、衛生管理面では完

全閉鎖とならないことによる小動物等の侵入、開閉に時間がかかったり、作業動線

が輻輳することで水産物の搬出入に時間がかかり鮮度が劣化する等、衛生管理上の

問題が発生する。なお、シャッターは老朽化することで作業面は衛生管理面の影響

以外に、老朽化が進行するとシャッターが落下してしまう可能性があり、安全上危

険となる。 

⑤清浄海水関連設備 

これに関しては、設置場所には関連性が無いが、腐食による動作不良等の老朽化

により、作業面では故障対応等の作業が頻繁に起こり、荷さばき作業の時間が少な

くなり、衛生管理面では清浄海水の供給に支障がでるため、衛生的な海水等が使用

できないことによる衛生管理上の問題が発生する。 
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これらの各部材・設備の老朽化による荷さばき所に求められる機能への影響を表

e-3-3 に示す。 

 

表 e-3-3 各部材・設備の老朽化による荷さばき所に求められる機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造面 作業面 衛生管理面

屋根(天
井)

鉄板または
RC製＋防水

水産物を陳列してい
る、あるいは運搬動線
上のエリアの上部

屋根材の鉄板の
腐食や防水劣化

雨漏りが発生し、屋根とし
ての機能が発揮できない

水産物を陳列できる面積が
制限され、作業効率が低下
する

雨漏りをした水が水産物へ付着するこ
とによる衛生管理上の問題が発生する

鋼製
水産物を陳列してい
る、あるいは運搬動線
上のエリアの上部

塗装剥がれ、発
錆

直ちに構造面の影響はない
が、老朽化の進行を放置す
ると構造面の影響が懸念さ

れる

水産物を陳列できる面積が
制限され、作業効率が低下
する

塗装の剥がれ片や錆が落下し水産物に
付着することによる衛生管理上の問題
が発生する

ＲＣ製
水産物を陳列してい
る、あるいは運搬動線
上のエリアの上部

鉄筋爆裂等によ
るコンクリート
片の浮き・剥落

直ちに構造面の影響はない
が、老朽化の進行を放置す
ると構造面の影響が懸念さ

れる

水産物を陳列できる面積が
制限され、作業効率が低下
する

コンクリート片が落下し水産物に付着
することによる衛生管理上の問題が発
生する

床 ＲＣ製 水産物陳列エリアの床
ひび割れ、陥
没、段差等の発
生

構造面の影響は小さい

フォークリフト等の安全な
走行に支障が発生し、運搬
通路の変更や速度制限等に
より作業効率が低下する

溜り水ができるため、菌の増殖等が懸
念され、歩行により溜り水が撥ね、水
産物へ付着することによる衛生管理上
の問題が発生する

シャッ
ター

鋼製 水産物の搬出入口
腐食による動作
不良

老朽化が進行するとシャッ
ターが落下してしまう可能
性があり、安全上危険とな

る

開閉に時間がかかったり、
水産物の搬出入の動線の変
更が必要となり、作業効率
が低下する

完全閉鎖とならないことによる小動物
等の侵入、開閉に時間がかかったり、
作業動線が輻輳することで水産物の搬
出入に時間がかかり鮮度が劣化する
等、衛生管理上の問題が発生する

清浄海
水関連
設備

鋼製
ほか

特に限定なし
腐食による動作
不良

－
故障対応等の作業が頻繁に
起こり、荷さばき作業の時
間が少なくなる

清浄海水の供給に支障がでるため、衛
生的な海水等が使用できないことによ
る衛生管理上の問題が発生する

梁

老朽化による影響部材、
設備等

材質 部材等の位置 老朽化の状況
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（２）建築部材及び付帯設備の老朽化度評価の指標の検討 

現地調査の結果や、他の建築物における参考となる情報を踏まえ、荷さばき所に

おける老朽化状態の点検・診断手法を整理し、老朽化判定基準を模式的な表形式に

とりまとめた。 

 

１）建築基準法における施設点検に係る法体系の整理 

荷さばき所の主体は建築物であるため、荷さばき所の維持や老朽化等の点検は建

築基準法等の関係法令で定められている手法に準拠、または参考とすべきであると

考える。建築基準法においては、安全性を担保する観点から、一定要件の建築物，

建築設備，防火設備等を対象として経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が

設けられている。これらの法体系を図 e-3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-3-1 建築基準法の施設点検 

　

　

・建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物（特殊建築物）

（別表第一に掲げる用途で、その用途に供する床面積が200ｍ2

超）

・建築基準法施行令第16条第2項に定める建築物
（事務所その他これに類する用途に供する階数5以上かつ延べ面積

が1,000ｍ2超）

荷さばき所は左記に該
当しない

建築物全般

建築基準法第８条（維持保全）

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適

法な状態に維持するように努めなければならない。【努力義務】

建築基準法第１２条（報告、検査等）においては、①建

築物、②建築設備(給排水設備，換気設備，排煙設備，非

常用の照明設備)、③昇降機等、④防火設備について、経

年劣化などの状況を定期的に調査・点検する制度が設け

られている。

具体的には、専門技術を有する資格者(一級建築士，二級

建築士，法定講習の修了者)に建築物等の調査・検査をさ

せて、その結果を特定行政庁へ報告しなければならない。

別表第一

左記の法律以外に経年劣化

の定期点検等を定める法律

は無いため、第8条に沿った

所有者の自主的な自己点検

となる。

参考資料に示す建築基準法に基づく調査項目と判定基準

を基に調査を行う。地方自治体によっては、さらに項目

が追加されている場合もある。（東京都）

荷さばき所に関しては、今

回のガイドラインで建築物

の観点と衛生管理の観点か

ら調査項目、判定基準等を

定める。

荷さばき所
建築基準法の特定建築物

(安全上・防火上・衛生上特に重要）

この内、政令や特定行政庁が指定する建築物

建築基準法では維持・点検

の手法が定められていない。
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図 e-3-1 に示すように、建築基準法第 8 条では建築物全般に対して、常時適法な

状態に維持する努力義務が定められている。この内、建築基準法が定める特定建築

物に関しては、建築基準法第 12 条において、有資格者が建築物等の経年劣化の状況

を定期的に調査・点検し、その結果を報告する義務が定められている。荷さばき所

は用途などから判断して建築基準法第 12 条の対象には含まれていないが、第 8 条に

定められている所有者の自主的な自己点検が必要になる。 

建築基準法第 12 条第 1 項に規定する定期点検における調査の項目、方法及び結果

の判定基準等は国土交通省告示第 282 号により示されている。これは、敷地・地盤、

基礎や外壁等の建築物の外部、屋上及び屋根，内壁や床，防火設備，照明や換気設

備等の建築物の内部、避難施設などを対象として、安全面や防災面で各部材や設備

に異常が無いかを確認する内容で、判定は 1 段階であり、著しい老朽化、腐食等の

状況にあるか否かを判定する方法である。したがって、老朽化の状況を複数の段階

に分類して評価する手法ではないため、老朽化度の判定手法として参考とはならな

い。 

 

２）荷さばき所の建築部材及び付帯設備の老朽化状況の点検・診断手法の検討 

前述のとおり、荷さばき所は建築基準法第 8 条に関する建築物等の維持・点検を

行う努力義務があるが、この手法は具体的には定められていないため、ガイドライ

ンにおいて既存の資料を参考とし、建築物の構造面に加えて衛生管理面などの観点

を加えた経年劣化状況の調査項目や判定基準等を定める必要がある。 

この場合、『施設管理者のための建築物の簡易な劣化判定ハンドブック(平成 31 年

版)』（一般財団法人建築保全センター）が参考になると思われる。これは専門家で

はない施設管理者が簡易な老朽化度診断を行う際に使用する目的で発刊されたもの

である。柱・梁とシャッター、配管や電気盤等の設備の例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-3-2 柱・梁等(鋼製)の例 
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図 e-3-3 柱・梁等(ＲＣ造)の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-3-4 シャッター等の例 
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図 e-3-5 配管・機器等の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 e-3-6 電気盤の例 
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このハンドブックでは、基礎、柱・梁、外壁、内部、屋上・屋根、床、天井、建

具、配管、電気盤などについて、目視や作動状況の確認によって点検を行い、老朽

化の状況を表した写真との比較によって「支障なし」，「経過観察」，「要相談」の 3

段階で老朽化度を診断し、評価している。3 段階の判定基準の評価の内容を表 e-3-4

に示す。 

 

表 e-3-4 施設管理者のための建築物の簡易な劣化判定ハンドブックの評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この手法は、一級建築士等の専門家ではなくても、建築物の部材や設備ごとに評

価項目と写真等の例と比較しながら目視等の簡便な点検手法にて老朽化度の診断を

行うことができるため、荷さばき所のガイドラインに応用できるものと考えられる。 

 

 

３）荷さばき所の建築部材及び付帯設備の老朽化判定基準の検討 

荷さばき所のガイドラインでは、表 e-3-4 で示した施設管理者のための建築物の

簡易な劣化判定ハンドブックの 3 段階評価のところを、水産基盤施設ストックマネ

ジメントのためのガイドラインの老朽化度設定の基本的な考え方に倣い、ａ，ｂ，

ｃ，ｄの 4 段階評価の判定とするものとする。この基本的な考え方を表 e-3-5 に示

す。 

この考え方に基づき、荷さばき所の建屋と岸壁屋根に関する老朽化度、及び付帯

設備、建屋の建築設備に関する老朽化度の判定基準をそれぞれの特質を踏まえて設

定するものとする。これらを表 e-3-6、e-3-7 に示す。 

 

表 e-3-5 荷さばき所の建築部材及び付帯設備の老朽化度の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定 状　　　　況

支障なし
劣化は無い、あるいは経年劣化はありますが、建築物の利用に
あたっては支障ありませんので現状のまま使用してください。

経過観察
劣化は認められますが、建築物の利用にあたっては支障ありま
せん。劣化の進行に対して経過を観察し、劣化が進行している
ようであれば再度判定してください。

要相談

劣化が認められ、建築物の利用にあたっては支障が生じる、あ
るいは生じている恐れがあります。したがって、支障を取り除
く何らかの措置が必要です。判断に悩むときは専門家に相談し
てください。

老朽化度 部材・設備の性能低下の状態

ａ 　部材・設備の性能が著しく低下している状態

ｂ 　部材・設備の性能が低下している状態

ｃ 　部材・設備の性能低下はないが、老朽化が発生している状態

ｄ 　老朽化が認められない状態
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表 e-3-6 建屋と岸壁屋根の老朽化判定基準 

老朽化度 判定基準

ａ 　部材の劣化、損傷が著しい状態

ｂ 　部材が全体的に劣化、損傷している状態

ｃ 　部材が部分的に劣化、損傷している状態

ｄ 　老朽化なし
 

 

表 e-3-7 付帯設備と建築設備の老朽化判定基準 

老朽化度 判定基準

ａ
　設備に作動不良が見られる
　設備に著しい腐食、損傷がある

ｂ
　設備に部分的に機能低下が見られる
　設備に全体的に腐食、損傷がある

ｃ 　設備に部分的に腐食、損傷がある

ｄ 　老朽化なし
 

 

一般的に、老朽化度判定は建築物の部材や設備等の老朽化状況を判断するもので、

構造面(ハード的な機能)を中心として判定される。 

荷さばき所はその利用形態と求められる役割から、構造面に加えて作業面と衛生

管理面での評価も重要となってくる。これは、例えば建築物の部材の位置によって

は、老朽化状況が荷さばき所に置かれた水産物に衛生管理上の影響を与える可能性

があるためである。 

したがって、老朽化度の判定とそれに続く健全度評価結果、及び施設の管理レベ

ルの設定から機能保全計画の策定を行う過程で、作業面と衛生管理面を考慮してい

く必要がある。この方法として、以下の 3 つの手法が考えられる。 

 

ア)老朽化度判定時に作業面と衛生管理面への影響を加味した判定も行う。 

イ)老朽化度判定結果から健全度評価を行う際に、作業面と衛生管理面の評価を

加える。 

ウ)施設管理レベルの設定において、作業面と衛生管理面を考慮したレベル設定

とする。 

 

ア)の方法は、現場で部材や設備の老朽化調査を行う際に、別途作業面と衛生管理

面のそれぞれに対して老朽化による影響の評価項目による調査を行う必要があり、

現地調査が複雑になる。一方、イ)の方法は、現地調査においては基本的に部材・設

備の老朽化にスポットを当てた調査を行うことで良い。作業面と衛生管理面もあく

まで部材・設備の老朽化に起因する影響を判断するので、イ)の方法で対応が可能で

ある。ただし、現地調査時に水産物が置かれている場所と部材・設備との位置関係

を把握しておく必要がある。ウ)の方法も現実的には可能であると思われるが、別途
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施設管理レベルの設定が必要となり、健全度評価に関しても構造面、作業面、衛生

管理面を統合した健全度評価を行うことができない。このようなことから、ここで

は、イ)の方法で検討を進めるものとする。 

施設管理者のための建築物の簡易な劣化判定ハンドブックの調査対象項目を参考

とし、表 e-3-6、e-3-7 の判断基準を基に作成した荷さばき所建屋の各部材・設備の

老朽化度調査表をガイドライン（案）巻末の参考資料-1 に示す。ここでは、構造面

で重要と思われる部材等を青色に、衛生管理面で重要と思われる部材等をオレンジ

色に、作業面で重要と思われる部材等を緑色に示してある。 

また、表 e-3-1 において付帯設備に分類される清浄海水設備や排水処理設備、受

変電・動力制御設備等の老朽化度の判定に関しては、既に発行されている『漁業集

落排水施設におけるストックマネジメントの手引き（案）』（平成 24 年 1 月 水産庁

漁港漁場整備部）を利用できるものと考える。また、冷凍・冷蔵設備と製氷設備は

機械・電気設備に該当するため、同様に前記手引きを利用できる。 

 

４）荷さばき所の建築部材及び付帯設備の老朽化状態の評価手法の検討 

羅臼漁港の第 2 市場における現地調査の結果を踏まえ、上記２）、３）において検

討した点検・診断手法及び老朽化判定基準を用いた荷さばき所の各部材における老

朽化の評価手法について検討した。 

機能保全計画策定では概算ではあるがコスト算定が必要であるため、老朽化度調

査において柱，梁等は 1 本ずつ、壁，天井等はスパン毎、シャッター等は 1 基ずつ、

などある程度細かい単位で調査を行い、評価する必要がある。また、機能保全計画

策定後の定期点検で劣化進行状況の追跡調査を行うことにもなるので、このような

単位で判定を行っておくことも必要となる。 

羅臼漁港（Ｓ造）では、先に示したとおり、各部材等で老朽化度に差がある可能

性を鑑み、柱、梁、ブレス、シャッターに関しては個別に老朽化度を調査している。

この結果と、個別判定結果の傾向を次ページの表 e-3-8～9 に示す。 

この例では全般的には各部材・設備の個別評価に大きな差は無い。柱は全部で 18

本あるが、柱脚部のコンクリート根巻に関しては、1 本を除いて老朽化度ｃに該当す

る「部分的に錆汁、白華がある」に判定された。残り 1 本はｄ「老朽化なし」の判

定であった。鋼製の柱に関しては、全てがｂ「全体的に錆がある」と判定された。

また、梁は全部で 14 本あるが全てがｃ「部分的に錆がある」と判定された。 

しかし、柱と柱の間に設置されているブレスに関しては、全体の 40％が老朽化度

ａに該当する「著しい錆がある」または「著しい変形、損傷がある」に判定された。

残りの 60％はｂ「全体的に錆がある」に判定された。シャッターに関しては、面(ス

ラット)は全てが老朽化度ｃに該当する「部分的に腐食がある」に判定され、ガイド

レールは全てがｃ「部分的に腐食がある」に、駆動部は全てがｂ「全体体的に変形、

損傷がある」に判定された。 

このようなことから、荷さばき所の建屋の老朽化度は材質が同じであっても部材

の置かれている位置によって、塩害の影響に差があったり、海水等に接触する頻度

が異なったりするために老朽化度に差が出てくる可能性がある。 

したがって、同じ材質・仕様で同じ形状である柱や梁、シャッター等であっても、

原則として 1 ヶ所ずつ個別に老朽化度評価を行う必要が生じる場合がある。特に、
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鋼製の材質である部材、設備は、羅臼漁港の第 2 市場のブレスで見られたように、

設置場所によって老朽化度に大きな差が出ていた。 

一方で、機能保全計画策定時の機能診断調査やその後の定期点検作業の効率化を

図る必要もあり、部材や設備を 1 ヶ所ずつ評価することは時間もかかることから状

況に応じて判断すべきである。羅臼漁港の第 2 市場の柱、梁、シャッターや他の 2

漁港の荷さばき所で概ね見られたように、部材、設備の老朽化度に差が無い場合は

総体としてａ，ｂ，ｃ，ｄの判定を行っても構わないと考えられる。 

また、羅臼漁港の第 2 市場のブレスのように場所によって老朽化度に差がある場

合のブレス総体としての評価は、最も多い判定結果とする場合、例えばブレスはｂ

判定が最も多く 60％であったのでｂ評価とする方法と、安全性の観点から最も老朽

化度が高い評価、今回の例ではａ評価とする方法がある。荷さばき所の老朽化度の

判定手法を検討する際に参考とした施設管理者のための建築物の簡易な劣化判定ハ

ンドブックでは、1 ヶ所でも老朽化度の高い部材があった場合には、その判定を部材

の評価とするように定められている。 

したがって、荷さばき所の柱・梁等のように複数の部材がある場合で、老朽化度

の判定に差がある場合は総体の評価としては老朽化度の高い判定を選択するものと

する。 

その他、屋根・屋上、天井、壁、床等で部分的に老朽化度が異なる場合は、必要

に応じてスパン間ごとに老朽化度の判定を行う等の対応を行うものとする。 

 



 

 

 

 

表 e-3-8 羅臼漁港 荷さばき所（第 2 市場） 鉄骨造の柱、梁の老朽化度診断結果 
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2
 

調査方法 柱1 柱2 柱3 柱4 柱5 柱6 柱7 柱8 柱9 柱10 柱11 柱12 柱13 柱14 柱15 柱16 柱17 柱18 数量 ％

a 0 0%

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ｄ 〇 1 6%

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｄ 0 0%

17

0 0%

94%

0

18

0

0%

100%

0%

著しい塗装の剥離、剥落がある。

著しい変形、損傷がある。

b

全体的に錆がある。

全体的に塗装の剥離、剥落がある。

全体的に変形、損傷がある。
柱 劣化、損傷

目視

・錆、塗装の剥離、変

形、損傷等

a

著しい錆がある。

老朽化なし。

c

部分的に錆がある。

部分的に塗装の剥離、剥落がある。

部分的に変形、損傷がある。

老朽化なし。

全体的に錆汁、白華がある。

c
部分的にひび割れ、浮きがある。

部分的に錆汁、白華がある。

調査部材・項目 老朽化度の判断基準

柱脚部
根巻きの劣

化、損傷

目視

・ひび割れ、浮き、錆

汁、白華、剥落等

コンクリートの剥落がある。

b
全体的にひび割れ、浮きがある。

調査方法 梁1 梁2 梁3 梁4 梁5 梁6 梁7 梁8 梁9 梁10 梁11 梁12 梁13 梁14 数量 ％

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｄ 0 0%

調査部材・項目 老朽化度の判断基準

c

部分的に錆がある。

部分的に塗装の剥離、剥落がある。

部分的に変形、損傷がある。

著しい変形、損傷がある。

b

全体的に錆がある。

全体的に塗装の剥離、剥落がある。

全体的に変形、損傷がある。

老朽化なし。

梁 劣化、損傷

目視

・錆、塗装の剥離、変

形、損傷等

a

著しい錆がある。

著しい塗装の剥離、剥落がある。 0

0

14

0%

0%

100%



 

 

表 e-3-9 羅臼漁港 荷さばき所（第 2 市場） 鉄骨造のブレス、シャッターの老朽化度診断結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査方法 ﾌﾞﾚｽ1 ﾌﾞﾚｽ2 ﾌﾞﾚｽ3 ﾌﾞﾚｽ4 ﾌﾞﾚｽ5 ﾌﾞﾚｽ6 ﾌﾞﾚｽ7 ﾌﾞﾚｽ8 ﾌﾞﾚｽ9ﾌﾞﾚｽ10 数量 ％

〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｄ 0 0%

調査部材・項目 老朽化度の判断基準

老朽化なし。

c

部分的に錆がある。

0 0%部分的に塗装の剥離、剥落がある。

部分的に変形、損傷がある。

全体的に錆がある。

6 60%全体的に塗装の剥離、剥落がある。

全体的に変形、損傷がある。

4 40%著しい塗装の剥離、剥落がある。

著しい変形、損傷がある。

ブレス 劣化、損傷

目視

・錆、塗装の剥離、変

形、損傷等

a

著しい錆がある。

b

調査方法 ｼｬ1 ｼｬ2 ｼｬ3 ｼｬ4 ｼｬ5 ｼｬ6 数量 ％

a 0 0%

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｄ 0 0%

a 0 0%

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｄ 0 0%

a 0 0%

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ｄ 0 0%

調査部材・項目 老朽化度の判断基準

6

0

0%

100%

0%

100%

100%

0%

0

6

0

6

全体的に変形、損傷がある。

c
部分的に腐食がある。

部分的に変形、損傷がある。

腐食、変形による作動不良が見られる。

（シャッターの上げ下ろし作業に時間がか

かる、動線の変更が余儀なくされる）

b
全体的に腐食がある。

全体的に変形、損傷がある。

c
部分的に腐食がある。

部分的に変形、損傷がある。

老朽化なし。

駆動部の劣

化、損傷

目視

・錆、変形等

腐食、変形による作動不良が見られる。

（シャッターの上げ下ろし作業に時間がか

かる、動線の変更が余儀なくされる）

b
全体的に腐食がある。

全体的に変形、損傷がある。

c
部分的に腐食がある。

部分的に変形、損傷がある。

老朽化なし。

シャッター、オーバー

スライダー

面（スラッ

ト）の劣化、

損傷

目視

・塗装の剥落、錆、変

形等

腐食、変形による作動不良が見られる。

（シャッターの上げ下ろし作業に時間がか

かる、動線の変更が余儀なくされる）

b
全体的に腐食がある。

老朽化なし。

ガイドレー

ルの劣化、

損傷

目視

・塗装の剥落、錆、変

形等

2
3
 



24 

 

（３）荷さばき所の老朽化状態の評価指標の検討 

建築部材や設備の老朽化度の判定結果から、その施設の健全度評価を行う方法の

検討にあたっては漁港施設の特質を考慮する必要がある。 

荷さばき所のような施設では、機能保全計画の策定時に、老朽化度判定以降の作

業となる施設の劣化予測、機能保全工法の検討、ライフサイクルコストの算定と経

済比較、長寿命化計画の策定等は老朽化度の判定結果のみで検討を行うことができ

る。例えば、漁集排施設の機能保全計画はそのように実施されており、この場合、

老朽化度と健全度は同等である。荷さばき所もこの考えで良いと思われる。 

ただし、老朽化度判定から健全度判定を行う際には、前項で検討したように構造

面に加えて作業面と衛生管理面の評価を踏まえて行うものとする。作業面と衛生管

理面で重要と考えられる部材・設備等は、先に示した老朽化度調査表において色分

けされている。この中で、場所や用途によっては衛生管理面で特に考慮すべき部位・

設備がある。これを以下に示す。 

   

  ①水産物の陳列エリアの上部に位置する範囲の梁・天井 

  ②水産物の陳列エリアの床 

  ③短時間で水産物の搬出入が求められる場所に位置するシャッター等 

  ④清浄海水関連設備 

 

例えば、梁・天井が水産物の置かれている場所の上に位置する場合、Ｓ造であれ

ば塗装の剥がれ片や錆が落下し水産物に付着する懸念があり、ＲＣ造であれば鉄筋

の爆裂等によりコンクリート片が落下し、同様の懸念がある。これらは現地調査時

にそのような劣化状況が確認されている。 

この場合、例えば構造面の判定、つまり老朽化度判定結果ではｂ、つまり緊急性

は無いが、比較的早い時期に補修や更新等の検討が必要との評価でも、衛生管理面

からみるとランクが上がり健全度評価は緊急性のあるＡになると考えられる。同様

に老朽化度判定結果でｃの場合は経過観察となるが、比較的早い時期に補修や更新

等の検討が必要となるのでＢとなるものと考えられる。なお、梁・天井については

作業面の評価は特にない。 

床の場合は、水産物陳列エリアにある床は、劣化により滞水がある場合などは非

衛生的環境となり、水産物に菌が付着する可能性がある。この場合も、老朽化度判

定結果ではｂでも、衛生管理面からみるとランクが上がり健全度評価は緊急性のあ

るＡになると考えられる。また、老朽化度判定結果でｃの場合もＢになるものと考

えられる。作業面に関しては、現地調査表の老朽化度の判定基準の中で作業面の評

価ができるので、老朽化度の判定結果をそのまま健全度として良いと思われる。 

シャッターの場合は、劣化により開閉できない、完全に閉まらない、開閉に時間

がかかる等の不具合があると、外部から小動物が侵入したり、水産物の迅速な搬出

入ができなくなったりするため衛生管理上の問題が発生する。したがって、シャッ

ターの場合も、老朽化度判定結果ではｂでも、衛生管理面からみるとランクが上が

り健全度評価は緊急性のあるＡになると考えられる。また、老朽化度判定結果でｃ

の場合もＢとなるものと考えられる。作業面に関しても、作業性が悪くなるので同

様にランクアップさせる必要がると考えられる。 
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清浄海水関連設備に関しても、設備の能力が十分に発揮できない場合は衛生管理

上、支障を来すため早めの対策が必要であり、老朽化度判定結果ではｂでも、衛生

管理面からみるとランクが上がり健全度評価は緊急性のあるＡとする。また、老朽

化度判定結果でｃの場合もＢとする。作業面の評価は特にない。 

 

以上の結果を表 e-3-10に示す。前記①～④に該当する部位・設備の健全度評価は、

老朽化度でｂまたはｃと判定された場合、健全度はそれぞれＡ、Ｂとする。また、

老朽化度がａ、ｄと判定された場合の健全度はそのままＡ、Ｄとする。 

 

表 e-3-10 作業面、衛生管理面を考慮した健全度評価の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、柱・梁やシャッター等に対して、それぞれ総体としての健全度評価が必要

であれば、それぞれの全体の数量に対するａ，ｂ，ｃ，ｄの割合を基に、一定のル

ールで健全度評価を行う方法があるが、少なくとも、荷さばき所全体としての健全

度評価は必要無いと考えられる。  

 

水産物の上
部に位置す
る場合

左記以外
水産物陳列
エリアの場

合
左記以外

短時間で水産物
の搬出入が求め
られる場合

左記以外

 構造面の評価
(劣化度判定結果) ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ

 作業面の評価 － － Ｂ Ｂ Ａ Ｂ －

 衛生管理面評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ

 構造面の評価
(劣化度判定結果)

ｃ ｃ ｃ ｃ ｃ ｃ ｃ

 作業面評価 － － Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ －

 衛生管理面評価 Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ

梁・天井 床 シャッター

清浄海水
関連設備

ランクアップ

ランクアップ
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（４）建築部材、設備別の老朽化判定及び健全度評価の手法の提案 

上記（２）、（３）での検討の結果を踏まえ、本調査において提案する建築部材、

設備別の老朽化判定及び健全度評価の手法を表 e-3-12 に整理した。 

 

表 e-3-12 建築部材、素材別の老朽化判定及び健全度評価の手法 

部材・設備 老朽化度判定 健全度評価

屋根・屋上
部分的に老朽化度が異なる場合は、必要に応じ

てスパン間ごとに老朽化度の判定を行う。
老朽化度=健全度とする。

天井
部分的に老朽化度が異なる場合は、必要に応じ

てスパン間ごとに老朽化度の判定を行う。

衛生管理上重要な部分：老朽化度bの場合は健全度A、

老朽化度cの場合は健全度Bとする。老朽化度a,dの場

合は老朽化度=健全度とする。

それ以外の部分：老朽化度=健全度とする。

外壁
部分的に老朽化度が異なる場合は、必要に応じ

てスパン間ごとに老朽化度の判定を行う。
老朽化度=健全度とする。

内壁
部分的に老朽化度が異なる場合は、必要に応じ

てスパン間ごとに老朽化度の判定を行う。
老朽化度=健全度とする。

柱・梁
老朽化度の判定に差がある場合は、総体の評価

としては老朽化度の高い判定を選択する。

衛生管理上重要な部分：老朽化度bの場合は健全度A、

老朽化度cの場合は健全度Bとする。老朽化度a,dの場

合は老朽化度=健全度とする。

それ以外の部分：老朽化度=健全度とする。

床
部分的に老朽化度が異なる場合は、必要に応じ

てスパン間ごとに老朽化度の判定を行う。

衛生管理上重要な部分：老朽化度bの場合は健全度A、

老朽化度cの場合は健全度Bとする。老朽化度a,dの場

合は老朽化度=健全度とする。

それ以外の部分：老朽化度=健全度とする。

建具
老朽化度の判定に差がある場合は、総体の評価

としては老朽化度の高い判定を選択する。

衛生管理上重要な部分：老朽化度bの場合は健全度A、

老朽化度cの場合は健全度Bとする。老朽化度a,dの場

合は老朽化度=健全度とする。

それ以外の部分：老朽化度=健全度とする。

建築設備
老朽化度の判定に差がある場合は、総体の評価

としては老朽化度の高い判定を選択する。
老朽化度=健全度とする。

付帯設備
『漁業集落排水施設におけるストックマネジメ

ントの手引き（案）』に準ずる。

清浄海水関連設備：老朽化度bの場合は健全度A、老朽

化度cの場合は健全度Bとする。老朽化度a,dの場合は

老朽化度=健全度とする。

それ以外の部分：老朽化度=健全度とする。  
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３－２ 荷さばき所の予防保全対策の実施のためのガイドライン（案）の作成 

上記３－１の検討結果を踏まえ、荷さばき所の長寿命化対策の実施のためのガイ

ドラインの案を作成した。 

荷さばき所の長寿命化対策ガイドライン（案）の構成と各項目の要旨を表 e-3-12

～13 に示す。なお、ガイドライン（案）本体は、本報告書の別添資料として添付す

る。 

 

 

表 e-3-12 荷さばき所の長寿命化対策ガイドライン（案）の構成と各項目の要旨（1/2） 

要旨

１．１

ガイドラインの目的

「荷さばき所ストックマネジメントのガイドライン」（以下「本ガイドライ

ン」という。）は、荷さばき所へのストックマネジメントの導入とその実践に

あたっての基本的な考え方、検討手順、検討内容等を取りまとめることによ

り、荷さばき所の管理者等（管理者及び所有者）の理解を促進するとともに、

荷さばき所の適切な機能保全とライフサイクルコストの低減に資することを目

的とする。

１．２

用語の定義
本ガイドラインにおける用語の定義を示す。

１．３

適用の範囲

本ガイドラインを適用する荷さばき所は、計画的な維持管理・更新等の取組を

実施する必要性が認められる施設とする。

２．１

基本的な考え方

荷さばき所の機能を効果的かつ効率的に保全していくために、施設の点検や維

持管理・更新等の機能保全対策を計画的に実施していくことを基本とする。

２．２

荷さばき所の特性

荷さばき所のストックマネジメントは、荷さばき所の特性を鑑み、構造面のみ

ならず、当該荷さばき所に求められる作業面や衛生管理面の機能維持にも考慮

した機能保全計画の策定と機能保全対策の実施を行うものとする。

２．３

ストックマネジメントの

流れと実施概要

ストックマネジメントでは、①機能診断調査(初回点検)、②機能診断評価、③

評価結果に基づく効率的な機能保全対策工法の検討とコスト比較、④機能保全

計画書の策定、⑤所要の対策工法の実施、⑥日常管理(日常点検と定期点検)、

これに加えて機能保全計画の見直しを段階的、継続的に実施する。

２．４

建築基準法の老朽化点検

との関係性

荷さばき所の主体は建築物であるため、荷さばき所の維持や老朽化等の点検は

建築基準法等の関係法令に準拠するものとする。ただし、これら関係法令で特

に定められていないストックマネジメントの手法等は原則として本ガイドライ

ンに準拠する。
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表 e-3-13 荷さばき所の長寿命化対策ガイドライン（案）の構成と各項目の要旨（2/2） 

要旨

３．１

機能診断調査

機能診断調査は、対象となる荷さばき所の機能全般について全容を把握すると

ともに、施設の劣化予測や機能保全対策工法の検討等に必要な事項について調

査を行うものであり、事前調査、現地調査、詳細調査の3つの調査を必要に応

じて組み合わせて実施する。

３．２

機能診断評価

荷さばき所の部材、設備の劣化状況を老朽化度として段階評価を行い、定性的

な把握を行う。老朽化度を基に、構造面のみならず作業面、衛生管理面を考慮

した健全度評価を行う。

３．３

劣化予測

対策が必要となる時期や機能保全対策工法の比較検討のため、各部材及び設備

の劣化予測が必要となる。

劣化の将来予測は、劣化の要因が明らかであり、その予測手法が確立されてい

る場合は、経験式などの手法を用いて行う。経験式などの手法が確立されてい

ない場合や複合的な要因で特定の性能低下の要因が不明である場合は、標準的

な劣化曲線を基に機能診断結果で補正することにより行う。

３．４

機能保全対策工法の検討

部材及び設備ごとに劣化予測の結果を踏まえ、機能保全対策の要否、機能保全

対策工法とその実施時期の組合せ（以下「シナリオ」という。）を検討する。

原則として健全度ランクＢ以下を対象に対策を検討することとする。

個々の施設の変状に対して技術的に適用可能な機能保全対策は、実施時期と工

法の組合せにより様々な対策が存在する。このため、機能診断結果に基づく部

材及び設備の劣化予測を踏まえ、技術的・経済的に妥当であると考えられる対

策の組合せを、検討のシナリオとして複数仮定する。

３．５

ライフサイクルコストの

経済比較

ライフサイクルコストの経済比較は、施設機能を保全するために必要なすべて

の経費について、比較検討を行う。

３．６

機能保全計画の策定と見

直し、および日常管理

機能診断評価結果を踏まえた機能保全対策工法と機能保全コスト等の検討結果

を取りまとめ、対象荷さばき所の機能保全計画を策定する。その後は、日常管

理計画に基づき日常管理を定期的に行い、施設の劣化状況の進行等を点検す

る。機能保全計画は、その後、機能保全対策の実施状況を踏まえ、見直すこと

を基本とする。

３．７

維持管理における施設情

報の蓄積と活用、および

新技術の採用

施設の劣化予測の高度化等、適切な対策工法を検討するためには、過去の機能

診断調査や補修の履歴情報が必要となる。このため、施設ごとに履歴を整備す

るデータベースの構築を図ることが望ましい。また、施設の点検やセリの効率

化のための新技術の採用に取り組むことも求められる。

参考資料-1

荷さばき所現地調査表

「３．１　機能診断調査」の参考として、荷さばき所の部材や設備に関して、

現在の劣化状況を把握するために調査すべき項目や調査方法、老朽化度の判断

基準等を整理した現地調査表を作成した。

参考資料-2

老朽化度の評価基準別の

写真事例

現地調査によって収集した3ヶ所の荷さばき所の写真や、「施設管理者のため

の建築物の簡易な劣化判定ハンドブック【平成31年版】」（一般財団法人建築

保全センター）に掲載されている写真を元に老朽化度の評価基準別の写真事例

を作成した。

参考資料-3

荷さばき所日常点検表

「３．６　機能保全計画の策定と見直し、および日常管理」の参考として、管

理者等が機能診断調査で得られた各部材と設備の老朽化の進行状況の概略の確

認や異常の確認のために行う点検項目を整理した日常点検表を作成した。
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f. 今後の課題 

今年度調査においては、荷さばき所の老朽化の特徴を具体的に点検・診断・評価す

るための手法や判定基準を検討し、さらに老朽化による影響を構造面に加え、利用面

(作業面)、衛生管理面等の観点からＡ～Ｄの 4 段階で評価する手法を検討し、これら

の結果を踏まえ、ガイドライン（案）を作成した。 

荷さばき所の長寿命化対策を推進するにあたっての今後の課題としては、以下の２

つが考えられる。 

 

（１）ガイドライン（案）の周知と長寿命化の実施に係るインセンティブの設定 

安全で安心な水産物流通の起点としての荷さばき所の役割を踏まえた、構造面の

安全性、荷さばき作業の効率性、衛生管理面での対策という機能の維持に資する荷

さばき所の長寿命化の必要性については、昨年度調査のアンケート調査の結果を見

ても、全国の荷さばき所の施設管理者は荷さばき所の長寿命化の必要性を認識して

いる。しかしながら、荷さばき所の機能保全計画の策定による長寿命化の実施が進

んでいない背景としては、実施手法が不明であること、実施の効果が不明であるこ

と、実施にかかる費用が捻出できないこと、といった理由があると考えられる。 

このうち、今年度の調査においては、長寿命化の実施手法が不明であるという点

に対しては、ストックマネジメントの実施手順を示したガイドライン（案）を作成

した。また、長寿命化の効果についても、ガイドライン（案）において、機能保全

計画に基づき適切に維持管理されることによって荷さばき所の機能維持に資すると

いうことと、ライフサイクルコストの低減が図れることについて記載した。このた

め、実施手法と効果が不明であることの課題については、ガイドライン（案）の周

知を図ることにより、対応が可能であると考えられる。 

また、実施にかかる費用についての課題に対しては、「機能保全計画に基づく一定

規模の補修にあたっては費用を補助金にて充当する」といったインセンティブを設

定することが考えられる。本来は、ストックマネジメントの実施による効果の受益

者である施設管理者が、ライフサイクルコストの低減や年度ごとの維持管理費の平

準化を図るために自主的に行うものであると考えられるが、特に、衛生管理型の荷

さばき所においては、補助事業により整備をした施設も多くあるため、税金が投入

された資産を適切に維持していく仕組みづくりとしても、インセンティブを設定す

ることは有効であると考えられる。 

 

（２）機能保全計画策定に係る技術者の養成 

今年度調査において作成したガイドライン（案）は、荷さばき所の施設管理者が

活用することを想定しているが、機能診断調査や機能保全計画の見直しにあたって

は、一級建築士、荷さばき所の衛生管理対策等の知見を有する技術者等が実施する

ことを想定している。 

このため、今後全国の荷さばき所において機能保全計画に基づく長寿命化の実施

を推進するにあたっては、日常、定期、臨時点検の実施以外の部分を担う技術的知

見を持つ技術者の養成が必要であると考えられる。また、組織内に機能診断調査や

機能保全計画の見直しを行う適任者がおらず、外部から技術的知見を持つ技術者を

招聘したい荷さばき所の施設管理者に対しては、技術者を紹介する仕組みが必要で

あると考えられる。 
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